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道路行政セミナー

今月の表紙 :
中央を緑の山波で区切り、上方に都市の道路を図案化し、下方には道路管理者が設置する警戒標識の一つ、

9道路工事中"を配した。



路
面
電
車
の
現
状
と
今
後
の
役
割

進
藤

崇

表
1
の
と
お
り
で
あ
る
。
二
〇
事
業
者
の
う
ち
公
営
企
業

が
五
事
業
者
、
民
間
事
業
者
が
一
五
事
業
者
で
あ
る
。
民

間
事
業
者
に
よ
っ
て
路
面
電
車
が
運
転
さ
れ
て
い
る
の
は

い
わ
ゆ
る
B
O
T
を
採
用
し
て
い
る
イ
ギ
リ
ス
と
日
本
だ

け
で
あ
る
。

路
面
電
車
の
都
市
交
通
に
お
け
る
役
割
は
、
大
都
市
に

お
い
て
地
下
鉄
の
補
完
的
な
役
割
の
も
の
と
地
方
中
核
都

市
等
に
お
け
る
主
交
通
機
関
的
な
も
の
と
に
大
き
く
分
け

ら
れ
る
。
表
2
は
、
二
〇
路
線
の
利
用
者
数
の
推
移
を
示

し
た
も
の
で
あ
る
が
、
地
下
鉄
の
補
完
的
な
役
割
を
担
っ

て
い
る
東
京
の
世
田
谷
線
、
荒
川
線
、
地
方
中
枢
･
中
核

都
市
で
路
線
延
長
が
一
○
如
を
超
え
、
主
要
地
点
間
を
適

切
に
連
絡
し
て
い
る
広
島
、
熊
本
、
長
崎
等
に
つ
い
て
は
、

二
○
年
前
の
利
用
者
数
を
概
ね
保
っ
て
い
る
。
札
幌
、
岡

山
な
ど
若
干
の
延
伸
で
環
状
化
、
主
要
地
点
と
の
連
絡
が

一

は
じ
め
に

路
面
電
車
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
は
、
ど
の
都
市
の
路
面

電
車
を
思
い
浮
か
べ
る
か
に
よ
っ
て
人
そ
れ
ぞ
れ
で
あ
ろ

う
が
、
定
義
的
な
も
の
と
な
る
と
、
軌
道
法
の
特
許
を
取

得
し
て
事
業
を
し
て
い
る
も
の
の
う
ち
軌
道
運
転
規
則
に

基
づ
い
て
運
転
し
て
い
る
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
軌

道
法
対
象
事
業
の
う
ち
、
最
高
速
度
が
四
○
如
/
h
を
超

え
る
速
度
で
運
転
す
る
た
め
鉄
道
運
転
規
則
を
準
用
し
て

い
る
新
交
通
シ
ス
テ
ム
等
を
除
い
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

路
面
電
車
は
、
明
治
二
八
年
の
京
都
電
気
鉄
道
に
よ
る

営
業
運
転
が
そ
の
始
ま
り
で
あ
り
、
昭
和
七
年
に
は
六
七

都
市
で
の
八
三
事
業
者
に
よ
る
営
業
で
最
盛
期
を
迎
え
て

い
る
。
し
か
し
、
戦
後
は
、
大
都
市
を
中
心
と
し
て
地
下

鉄
が
整
備
さ
れ
、
ま
た
、
自
動
車
交
通
が
飛
躍
的
に
増
加

す
る
こ
と
に
よ
り
次
々
と
路
面
電
車
が
廃
止
さ
れ
る
こ
と

と
な
っ
た
。
現
在
で
も
活
躍
中
の
二
〇
路
線
は
、
こ
の
よ

う
な
時
代
の
流
れ
に
あ
っ
て
も
、
そ
の
役
割
を
果
た
し
、

ま
た
、
存
続
が
期
待
さ
れ
て
き
た
も
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の

都
市
の
装
置
と
し
て
の
歴
史
と
そ
れ
を
使
い
こ
な
す
市
民

の
英
知
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。

近
年
、
海
外
で
の
路
面
電
車
の
復
活
が
き
っ
か
け
と
な

っ
て
、
行
政
機
関
、
軌
道
事
業
者
、
市
民
団
体
の
そ
れ
ぞ

れ
の
立
場
で
の
路
面
電
車
の
整
備
、
サ
ー
ビ
ス
向
上
な
ど

に
関
す
る
取
り
組
み
が
注
目
さ
れ
始
め
ら
れ
て
き
た
と
こ

ろ
で
あ
る
た
め
、
以
下
で
日
本
の
路
面
電
車
の
現
状
と
期

待
さ
れ
る
役
割
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。

一
一
路
面
電
車
の
現
状

現
在
運
転
さ
れ
て
い
る
二
〇
の
路
面
電
車
の
概
要
は
、
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2 日本の路面電車保有都市数と事業者数の推移

図
ら
れ
る
と
こ
ろ
も
あ
り
、
利
用
者
増
の
可
能
性
を
残
し

て
い
る
。
そ
の
他
路
面
電
車
の
一
般
像
と
な
る
と
、
一
駅

当
た
り
利
用
者
数
が
約
一
、
0
0
0
人
、
駅
間
隔
が
約
三

〇
0
m
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。表
定
速
度
は
、
一
五
如
/

h
程
度
で
あ
る
が
道
路
上
を
走
行
し
な
い
た
め
一
部
路
線

で
二
○
如
/
h
を
超
え
る
も
の
が
あ
る
。
料
金
は
、
料
金

徴
収
シ
ス
テ
ム
と
営
業
延
長
の
関
係
で
ほ
と
ん
ど
が
均
一

料
金
制
で
あ
り
、
こ
の
平
均
が
約
一
六
〇
円
と
安
い
。
経

営
状
況
は
、
七
事
業
者
で
営
業
収
益
を
計
上
し
て
お
り
、

地
方
都
市
の
民
間
事
業
者
で
の
営
業
費
節
約
の
努
力
が
顕

著
で
あ
る
。

三

地
下
鉄
、
新
交
通
シ
ス
テ
ム
等
の
現
状

一
方
、
都
市
内
の
鉄
軌
道
系
公
約
交
通
機
関
と
し
て
路

面
電
車
と
比
較
検
討
の
対
象
に
な
り
得
る
地
下
鉄
と
新
交

通
シ
ス
テ
ム
、
都
市
モ
ノ
レ
ー
ル
の
概
要
は
表
3
、
表
4

の
と
お
り
で
あ
る
。

地
下
鉄
は
、
公
的
事
業
主
体
に
よ
っ
て
大
都
市
圏
を
中

心
に
政
令
指
定
都
市
に
お
い
て
も
整
備
が
進
め
ら
れ
て
い

る
。
営
業
延
長
は
、
都
市
規
模
に
応
じ
て
ま
ち
ま
ち
で
あ

る
が
、
一
駅
当
た
り
の
利
用
者
は
-
-
二
万
人
、
表
定
速

度
は
約
三
〇
如
/
h
、
駅
間
隔
は
約
一
如
と
い
う
と
こ
ろ

が
標
準
的
で
あ
る
。
経
営
状
況
は
、
交
通
局
で
は
三
事
業

者
が
営
業
収
益
を
計
上
し
て
い
る
が
、
建
設
費
が
キ
ロ
当

た
り
二
〇
0
i
三
〇
〇
億
円
と
高
価
で
あ
る
た
め
建
設
費

の
支
払
い
利
息
等
を
含
め
た
経
常
損
益
で
は
、
九
交
通
局

2 道イテセ 97.8
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表 1 各都市の路面電車の概要

事 業 者 名
営業延長

km

日利用者数

千人/日

輸送密度

千人キロ/km

1駅当たり

利用者数

千人/駅･日

表定速度

km/h

営業損益 百万円/年

営業収入 営 業 費営業収入 営 業 費

札幌市交通局 8,5 26 7.4 1 .1 12 .4 1,486 1 ,608 ‐123

函館市交通局 10,9 23 6.3 0 .9 12 .8 1,404 1,774 ‐370

東京急行電鉄 世田谷線 5.1 48 22.4 4 ,8 19 .1 1,562 1,548 14

東京都交通局 荒川線 12.2 62 1主8 2 ,1 15.6 2,945 3 ,653 ‐709

名古屋鉄道 岐阜市内線･美濃町線 29,9 18 2.8 0 ,5 12 .3 L 086 2 ,150 ‐1,064

加越能鉄道 万葉線 12,8 4 1.7 0.2 18 .5 284 320 ‐37

豊橋鉄道 東田本線 5,3 9 4 .5 0 ,7 14 .1 401 439 ‐37

富山地方鉄道 富山軌道線 6.4 16 6 .6 0.8 13 .5 792 702 90

京福電気鉄道 嵐山･北野線 11.0 26 10 .3 1.2 20 .6 1,482 1,613 ‐131

京阪電気鉄道 京津･石山線 25,2 84 16 .1 2.6 26 .4 3,413 6 ,315 ‐2,903

福井鉄道 福武線 21.4 7 3,O 0.3 22 .7 544 606 ‐63

阪堺電気軌道 阪堺･上町線 18.7 32 6 ,8 0.8 18 .7 2,136 2 ,421 ‐285

岡山電気軌道 4.7 12 4 .4 0･7 10 .6 531 436 95

広島電鉄 軌道線 18 .8 125 17 .8 2.2 12 .O 5,028 4 ,302 726

土佐電気鉄道 25.3 21 3.3 0.3 16 .9 1,364 1,631 ‐266

伊予鉄道 市内線 9 .6 25 5,O 1.3 12 .9 1,263 1,197 67

西日本鉄道 北九州線 5.l 23 6 ,9 2.9 27 .8 608 659 ‐50

長崎電気軌道 11.5 59 16 ,6 1.6 13 ,9 1,923 1 ,693 231

熊本市交通局 12 1 28 7.9 0.8 14 .1 1,401 1 ,58l ‐180

鹿児島市交通局 13.l 30 7 ･7 0.8 14 ,1 1,665 1 ,419 247

注) 福井鉄道については、 鉄道事業法区間を含む。 出典 :平成 7年度鉄道統計年報。 表定速度は時刻表より算出。

表 2 各都市の路面電車利用者数の推移 単位 :千人 / 年 ( ) 内 灘召和50年を100とした指数

昭和50年 55年 60年 平成 2年 7年

札幌市交通局 19,082 (100) 12 ,240 (64) 10 ,366 (54) 9 ,306 (49) 9 ,354 (49)

函館市交通局 24 ,633 (100) l5 ,414 * (63) 11,073 * (45) 8 ,583 (35) 8 ,317 * (34)

東京急行電鉄 世田谷線 17,538 (100) 16 ,296 (93) 18 ,040 (103) 20 ,169 (115) 17 ,455 (100)

東京都交通局 荒川線 3L 880 (100) 27,475 (86) 23 ,519 (74) 24 ,198 (76) 22 ,620 (71)

名古屋鉄道 岐阜市内線･美濃町線 12,282 (100) 10 ,544 * (86) 8 ,971 (73) 7 ,169 * (58) 6 ,680 (54)

加越能鉄道 万葉線 3,782 (100) 2 ,560 (68) 1,918 (51) 1,516 (40) 1,403 (37)

豊橋鉄道 東田本線 5,362 (100) 4 ,049 (76) 3 ,170 (59) 3 ,255 (61) 3 ,308 (62)

富山地方鉄道 富山軌道線 12,363 (100) 10 ,054 * (81) 7 ,604 (62) 6 ,579 (53) 5 ,858 (47)

福井鉄道 福武線 5 ,903 (100) 4 ,812 (82) 3 ,744 * (63) 2 ,925 (50) 2 ,402 (41)

京阪電気鉄道 京津･石山線 40,823 (100) 40 ,179 (98) 36 ,341 * (89) 34 ,222 (84) 30 ,498 (75)

阪堺電気軌道 阪堺･上町線 42,586 (100) 31 ,931 * (75) 18 ,191 (43) 12 ,891 (30) 11 ,861 (28)

京福電気鉄道 嵐山･北野線 12,376 (100) 11 ,210 (91) 8 ,910 (72) 10 ,432 (84) 9 ,480 (77)

岡山電気軌道 7,055 (100) 6 ,136 (87) 4 ,6l2 (65) 4 ,429 (63) 4 ,336 (61)

広島電鉄 軌道線 42 ,186 (100) 39 ,156 * (93) 38 ,371 (91) 43 ,880 (l04) 45 ,614 (108)

土佐電気鉄道 16,73l (100) 15 ,261 (91) 10 ,976 (66) 8 ,920 (53) 7 ,770 (46)

伊予鉄道 市内線 14,522 (100) 11,794 * (81) 9 ,050 (62) 9 ,230 (64) 8 ,944 (62)

西日本鉄道 北九州線 117,044 (100) 61 ,575 * (53) 36 ,858 * (31) 20 ,335 (17) 8 ,529 * (7)

長崎電気軌道 23 ,158 (100) 21 ,184 (91) 19 ,108 (83) 21,462 (93) 21,665 (94)

熊本市交通局 13 ,886 (100) 9 ,981 (72) 9 ,167 (66) 9 ,077 (65) lo ,163 (73)

鹿児島市交通局 22,651 (100) 17 ,963 (79) 12 ,880 * (57) 10 ,944 (48) lo ,887 (48)

合 計 485 ,843 (100) 369 ,814 (76) 292 ,869 (60) 269 ,522 (55) 247 ,144 (51)

注) 1.福井鉄道は、 鉄道事業法区間を含む。 出典 :平成 7年度鉄道統計年報。
2.* は営業延長の減少があったことを示す。
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表 3 地下鉄の概要

事 業 者 名
営業延長

km

日利用者数

千人/日

輸送密度

千人キロ/km

l駅当たり

利用者数

千人/駅･日

表定速度

km/h

営業損益 百万円/年

営業収入 営 業 費営業収入 営 業 費

札幌市交通局 45 2 771 79 .9 16 .4 34 ,2 38 ,429 41,308 ‐2,879

仙台市交通局 14.8 156 51 .9 9 .2 31 ,7 11,446 13 ,406 ‐1,960

帝都高速度交通営団 169 .3 5 ,727 255 .O 37 ,2 33 .7 274 ,771 226 ,659 48,112

東京都交通局 68 .1 1,546 15主7 21 .8 32 .5 81,605 82,402 ‐796

横浜市交通局 33 .O 320 77 .2 11.9 35.5 20,766 25,343 ‐4,577

名古屋市交通局 76.5 L 045 84 .9 14 ,1 32 .7 61,653 69,887 ‐8,235

京都市交通局 11.1 207 78 ,8 15,9 31.7 12,759 13 ,075 ‐316

大阪市交通局 105.8 2 ,677 151 .O 27.O 33 .6 158 ,021 139 ,098 18 ,922

神戸市交通局 22.7 288 113 .2 18.O 42 .6 20 ,097 17,469 2 ,627

福岡市交通局 17.8 317 87 .5 16.7 28 ,9 20 ,271 18,636 1 ,636

出典 :平成 7年度鉄道統計年報。 表定速度は時刻表より算出。

全
て
で
単
年
度
赤
字
で
あ
り
累
積
欠
損
金
も
合
計
で
一
兆

五
、
0
0
0
億
円
に
も
な
る
o

新
交
通
シ
ス
テ
ム
、
都
市
モ
ノ
レ
ー
ル
は
、
大
阪
市
交

通
局
以
外
は
第
三
セ
ク
タ
ー
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
て
お
り

地
下
鉄
を
建
設
す
る
ほ
ど
人
ロ
集
積
の
高
く
な
い
都
市
で

の
都
市
部
か
ら
の
放
射
状
の
交
通
需
要
対
応
、
面
的
開
発

地
域
か
ら
都
心
部
ま
た
は
鉄
道
駅
へ
の
交
通
需
要
対
応
、

大
都
市
の
環
状
の
交
通
需
要
対
応
を
目
的
と
し
て
整
備
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
営
業
延
長
は

一
○
虹
程
度
で
あ

り
、
一
駅
当
た
り
の
利
用
者
は
約
三
、
○
○
0
人
、
表
定

速
度
は
地
下
鉄
と
同
じ
約
三
〇
畑
/
h
、
駅
間
隔
は
約
一

如
と
い
う
と
こ
ろ
が
標
準
的
で
あ
る
。
建
設
費
は
キ
ロ
当

た
り
約
一
〇
〇
億
円
で
あ
り
、
実
質
事
業
者
負
担
と
な
る

イ
ン
フ
ラ
外
部
も
約
四
〇
億
円
に
な
る
こ
と
か
ら
、
利
用

者
が
増
え
て
い
る
路
線
は
多
い
も
の
の
二
事
業
者
を
除
い

て
営
業
損
失
を
計
上
し
て
お
り
、
経
常
損
益
で
は
全
て
の

事
業
者
で
単
年
度
赤
字
で
あ
る
。
平
成
七
年
三

月
に
開

業
し
た
東
京
臨
海
新
交
通
ゆ
り
か
も
め
は
、
平
成
七
年
度

の
利
用
状
況
は
表
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
平
成
八
年
度
は

計
画
利
用
者
数
四
･
三
万
人
に
対
し
て
六
･
四
万
人
と
計

画
を
上
回
る
実
績
を
上
げ
て
い
る
。

四

路
面
電
車
の
今
後
の
役
割

都
市
部
の
交
通
渋
滞
対
策
は
、
道
路
整
備
の
み
に
よ
る

対
策
で
は
非
効
率
で
投
資
に
も
限
界
が
あ
る
た
め
、
公
共

交
通
機
関
を
上
手
に
活
用
し
て
対
策
を
立
案
す
る
こ
と
が

多 道行セ 97.8

表 4 新交通システム等の概要

新交通 (軌道法による路線を対象)

事 業 者 名
営業延長

km

日利用者数

千人/日

輸送密度

千人キロ/km

1駅当たり

利用者数

千人/駅･日

表定速度

km/h

営業損益 百万円/年

営業収入 営 業 費営業収入 営 業 費

東京臨海新交通 11.9 27 15 .5 2 .5 31 .O 1,061 2 ,293 ‐1,232

横浜新都市交通 金沢シーサイドライン 10 ,6 48 20 ,8 3 ,4 25 .4 3,527 3 ,350 177

桃花台新交通 桃花台線 7.4 3 2 .1 0,4 29 .6 239 730 ‐491

大阪市交通局 南港ポートタウン線 6.6 68 51.2 8.5 26 ,4 2 ,864 3,966 -1,102

神戸新交通ポートアイランド線六甲アイランド線 10.9 53 18 .3 3.5 24 2 3 ,697 3,674 24

広島高速交通 広島アストラムライン 18.4 46 19 .5 2.2 30 .7 4 ,106 6,482 ‐2,376

千葉都市モノレール 2号線 13 ,5 42 13 ,3 2 ,8 27 .2 3 ,097 3 ,364 ‐267

大阪高速鉄道 大阪モノレール線 10.2 29 11･7 4 .1 36 .0 1,863 4 ,036 ‐2,174

北九州高速鉄道北九州モノレール小倉線 8.4 31 17 .9 2 .6 28 .O 2,090 2 ,500 ‐410

出典 "平成 7年度鉄道統計年報。 表定速度は時刻表より算出。



効
果
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
鉄
軌
道
系
の
公
共
交
通
機
関

機
関
を
誤
る
と
か
え
っ
て
非
効
率
な
結
果
と
な
り
か
ね
な

共
交
通
機
関
の
保
有
都
市
の
状
況
を
整
理
し
た
の
が
表
5

の
採
用
に
あ
た
っ
て
は
採
算
性
の
検
討
、
特
に
営
業
費
が

い
。
採
用
の
目
安
と
な
る
も
の
に
、
都
市
規
模
、
特
に
D

で
あ
る
。
こ
の
表
と
前
述
の
各
機
関
の
営
業
損
益
を
考
え

5

賄
え
る
の
か
の
慎
重
な
検
討
が
必
要
で
あ
り
、
採
用
す
る

I
D
地
区
の
人
ロ
密
度
が
あ
り
、
こ
れ
ら
と
鉄
軌
道
系
公

あ
わ
せ
る
と
、
大
都
市
圏
に
お
い
て
は
新
交
通
シ
ス
テ
ム

鵺道々テセ 97.8

表 5 鉄軌道系公共交通機関の保有都市の状況

都市規模 都 市 名
交通種別

口
人

八
方

DID人口密度
人/ha市町村名 都道府県名

100万人以上 特別区 東京 地 ･新 ･ 路 797 129
京都 都を泉 歩也･ 路 146 100
大阪 大阪 地 ･ 新 ･ 路 260 96
横浜 神奈川 地 ･兼斉 331 95
神戸 兵庫 地 ･ 新 142 94
川崎 神奈川 120 92
福岡 福岡 地 128 83
名古屋 愛知 地 215 77
札幌 北海道 地 ･ 路 176 77
広島 広島 茉秀･ 路 111 60
北九州 福岡 モノ ･路 102 59

50万人以上 東大阪 大阪 地 52 104
桜}橋 千葉 地 54 92
相模原 神奈川 57 83
八王子 東京 モノ 50 80
堺 汰亡阪 地 ･駐各 80 77

台仙 宮城 地 97 68
千葉 千葉 モノ 86 67
熊本 熊本 路 65 66
鹿児島 鹿児島 路 55 65
岡山 岡山 路 62 56
浜松 静岡 56 54

30万人以上 中豊 大阪 モノ 40 110
高槻 大阪 36 107
浦和 埼玉 45 99
尼崎 兵庫 地 49 98
松八戸 千葉 46 96
市川 千葉 地 44 96
枚方 大阪 40 96
I吹田 大阪 モノ 34 95
西宮 兵庫 39 94
川口 継 範 %
月井冴℃ 鮴 32 91
柏 擦 32 84
那覇 瀰 ノモ 30 84
長崎 騎 路 44 83
町田 京東 第 視
川越 鰓 32 81
大宮 継 43 "
藤沢 門川捺 " 巧
横須賀 ==糠 43 ね
奈良 穀 範 "
静岡 間静 “ “
金沢 ==石 第 “
松山 斐 路 範 63
高知 鞠 路 32 “
豊橋 蜘 路 35 60
宮崎 騎 30 57
豊田 蜘 34 $
高松 ==香 鯰 54
長野 麟 36 望
宇都宮 脉 44 邱
岡崎 蜘 銘 52
新潟 翳

し飜 49 52
郡山 鶴 33 51
れ次田 繃 視 51
和歌山 山野

リ
和 39 館

岐阜 雙 路 40 48
大分 枌 43 僻
旭川 顔 範 43
富山 山富 路 33 “
姫路 難 “ “

山福 鵜 幻 42
いわき 鶴 第 総
倉敷 山同 硴 30

出典 :平成 7年度国勢調査。
注) 地 :地下鉄 モノ :都市モノレール 路 :路面電車 新 :新交通システム

特許取得済で未開業のものも含む。



等
の
新
た
な
整
備
の
可
能
性
が
あ
る
も
の
の
、
地
下
鉄
に

つ
い
て
は
既
存
の
路
線
の
延
伸
に
つ
い
て
も
慎
重
な
検
討

が
必
要
で
あ
る
。
残
る
選
択
肢
は
、
建
設
費
が
キ
ロ
一
〇

ー
二
〇
億
と
安
く
、
営
業
費
用
も
キ
口
当
た
り
約
一
･
五

億
円
/
年
と
新
交
通
シ
ス
テ
ム
等
の
L
/
2
、
地
下
鉄
の

1
/
8
で
あ
る
路
面
電
車
と
な
る
。
こ
の
た
め
、
路
面
電

車
に
は
、
地
方
中
核
都
市
を
は
じ
め
と
し
て
地
方
中
枢
都

市
、
大
都
市
圏
に
お
い
て
も
役
割
に
応
じ
た
整
備
が
期
待

さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
の
た
め
の
支
援
制
度
等
条
件

整
備
が
急
が
れ
る
。

に
行
い
、
自
動
車
交
通
と
路
面
電
車
の
調
和
を
図
っ
て
き

た
都
市
で
あ
る
。
今
後
こ
の
よ
う
な
選
択
を
す
る
都
市
が

増
え
て
い
く
か
ど
う
か
、
選
択
に
必
要
な
支
援
制
度
、
情

報
を
提
供
で
き
る
か
ど
う
か
、
路
面
電
車
あ
る
い
は
ラ
イ

ト
レ
ー
ル
普
及
の
鍵
で
あ
る
。

(道
路
局
路
政
課
課
長
補
佐
)

五

終
わ
り
に

都
市
内
に
お
け
る
公
共
交
通
機
関
の
整
備
の
主
目
的
は
、

自
動
車
交
通
と
の
機
関
分
担
に
よ
る
交
通
の
効
率
化
、
円

滑
化
に
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
に
伴
い
中
心
市
街
地
の
活
性

化
、
環
境
保
全
、
高
齢
者
の
移
動
支
援
等
の
効
果
も
期
待

で
き
る
。
自
動
車
交
通
か
ら
公
共
交
通
機
関
へ
の
利
用
の

転
換
を
促
進
さ
せ
る
た
め
に
は
公
共
交
通
機
関
の
整
備
支

援
制
度
の
確
立
、
利
便
性
の
向
上
を
図
る
こ
と
は
当
然
の

こ
と
な
が
ら
、
そ
れ
と
同
時
に
個
人
の
利
便
性
よ
り
、
社

会
と
し
て
の
効
率
性
、
都
市
環
境
な
ど
を
優
先
さ
せ
る
と

い
う
価
値
観
に
対
す
る
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
必
要
で
あ
る
。

特
に
路
面
電
車
の
新
た
な
整
備
に
あ
た
っ
て
は
、
既
存
の

道
路
空
間
の
な
か
で
整
備
す
る
事
例
が
多
く
な
る
た
め
、

後
者
の
条
件
整
備
が
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
。
現
在
活

躍
中
の
二
〇
路
線
の
都
市
は
、
こ
の
よ
う
な
選
択
を
実
際

6 道イテセ 97.8



路
面
電
車
に
対
す
る
支
援
制
度

神

田

昌

幸

社
の
合
わ
せ
て
二
○
事
業
者
と
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
近
年
、
都
市
内
公
共
交
通
機
関
と
し

て
路
面
電
車
が
見
直
さ
れ
て
き
て
お
り
、
都
市
内
に
お
い

て
マ
ル
チ
モ
ー
ダ
ル
施
策
の
観
点
か
ら
自
動
車
、
バ
ス
、

歩
行
者
と
の
良
好
な
共
存
が
図
ら
れ
る
場
合
な
ど
に
つ
い

て
、
積
極
的
に
路
面
電
車
を
整
備
し
て
い
く
べ
き
と
い
う

機
運
が
高
ま
っ
た
。

さ
ら
に
中
心
市
街
地
の
活
性
化
、
福
祉
対
策
、
環
境
問

題
と
い
っ
た
社
会
的
な
要
請
に
応
え
る
交
通
手
段
と
し
て

路
面
電
車
が
位
置
づ
け
ら
れ
、
支
援
の
重
要
性
が
高
く
評

価
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

路
面
電
車
を
支
援
す
る
効
果
と
し
て
は
、

の

自
動
車
交
通
が
路
面
電
車
利
用
に
転
換
す
る
こ
と

で
都
市
内
の
交
通
渋
滞
が
緩
和
さ
れ
る
。

②

路
面
電
車
は
比
較
的
バ
リ
ア
フ
リ
ー
な
交
通
施
設

一

は
じ
め
に

路
面
電
車
は
、
利
便
性
や
経
済
性
に
優
れ
、
排
気
ガ
ス

に
よ
る
環
境
汚
染
も
な
く
、
有
効
な
都
市
交
通
手
段
の
一

つ
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
欧
米
に
お
い
て

は
、
一
九
六
〇
年
代
よ
り
都
心
の
再
活
性
化
の
有
力
な
手

段
と
し
て
多
く
の
都
市
で
導
入
が
検
討
さ
れ
始
め
、
現
在
、

多
数
の
都
市
に
お
い
て
路
面
電
車
が
L
R
T

(ラ
イ
ト
レ

ー
ル
ト
ラ
ン
ジ

ッ
ト
)
と
い
う
形
で
復
活
し
て
い
る
。
我

が
国
に
お
い
て
も
、
近
年
、
都
市
部
に
お
け
る
公
共
交
通

機
関
の
利
用
促
進
、
中
心
市
街
地
の
活
性
化
、
都
市
環
境

へ
の
負
荷
軽
減
、
さ
ら
に
は
、
高
齢
者
を
は
じ
め
と
す
る

交
通
弱
者
の
移
動
に
関
す
る
利
便
性
を
確
保
す
る
た
め
の

人
に
優
し
い
交
通
シ
ス
テ
ム
と
し
て
、
路
面
電
車
の
活
性

化
や
再
生
に
対
す
る
期
待
が
高
ま
っ
て
き
て
お
り
、
新
し

い
時
代
の
ニ
ー
ズ
に
対
応
す
る
路
面
電
車
と
し
て
再
整
備

や
復
活
の
必
要
性
が
認
識
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。

本
稿
で
は
、
路
面
電
車
の
支
援
制
度
と
し
て
平
成
九
年

度
に
建
設
省
で
創
設
さ
れ
た

｢路
面
電
車
走
行
空
間
改
築

事
業
｣、
並
び
に
、
公
共
交
通
機
関
の
利
用
促
進
施
設
の
整

備
を
可
能
と
し
た

｢都
心
交
通
改
善
事
業
｣
の
拡
充
内
容

に
つ
い
て
中
心
に
述
べ
て
い
る
。

一
一
路
面
電
車
支
援
の
背
景
と
効
果

自
動
車
交
通
の
発
展
に
伴
い
、
昭
和
三
〇
年
代
以
降
、

路
面
電
車
は
廃
止
･
縮
小
さ
れ
始
め
、
昭
和
四
四
年
か
ら

五
三
年
に
か
け
て
事
業
規
模
の
大
き
な
六
都
市

(東
京
･

大
阪
･
名
古
屋
･
京
都
･
横
浜
･
神
戸
)
の
公
営
路
面
電

車
が
都
電
の
荒
川
線
を
除
い
て
総
べ
て
廃
止
さ
れ
た
。
そ

の
結
果
、
現
在
の
事
業
者
数
は
、
公
営
五
局
、
民
営
一
五

道行セ 97.8 7



で
あ
り
、
高
齢
者
、
移
動
弱
者
の
モ
ビ
リ
テ
ィ
が
確

保
さ
れ
る
。

③

渋
滞
の
緩
和
に
よ
り
都
市
環
境
が
改
善
さ
れ
る
(鵤

排
出
削
減
)。

包

さ
ら
に
路
面
電
車
を
中
心
と
し
た
ト
ラ
ン
ジ
ッ
ト

モ
ー
ル
化
等
に
よ
り
中
心
市
街
地
の
活
性
化
が
促
進

さ
れ
る
。

な
ど
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
こ
こ
で
、
ト
ラ
ン

ジ
ッ
ト
モ
ー
ル
と
は
、
商
店
街
な
ど
に
お
い
て
自
動
車
を

排
除
し
、
路
面
電
車
等
路
面
を
走
行
す
る
公
共
交
通
機
関

を
導
入
し
た
歩
行
者
専
用
空
間
の
こ
と
を
い
う
。

三

路
面
電
車
支
援
制
度
の
整
備

平
成
九
年
度
か
ら
設
け
ら
れ
た
路
面
電
車
の
支
援
制
度

は
、
道
路
整
備
の
一
環
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る

｢路
面

電
車
走
行
空
間
改
築
事
業
｣
の
創
設
と
、
一
般
会
計
補
助

事
業

｢都
心
交
通
改
善
事
業
｣
の
公
共
交
通
機
関
の
利
用

促
進
に
資
す
る
施
設
の
整
備
に
関
す
る
拡
充
で
あ
る

(図

1
参
照
)。

図
2
に
路
面
電
車
に
対
す
る
支
援
方
策
と
し
て
走
行
路

面
等
の
整
備
及
び
利
用
促
進
施
設
の
整
備
例
を
示
し
て
い

ろ
%

①

｢路
面
電
車
走
行
空
間
改
築
事
業
｣
の
創
設

建
設
省
で
は
、
平
成
九
年
度
新
規
施
策
と
し
て
、

路
面
電
車
に
対
す
る
補
助
制
度

｢路
面
電
車
走
行
空

間
改
築
事
業
｣
を
創
設
す
る
こ
と
と
し
た
。
こ
れ
は
、

道
路
混
雑
が
著
し
い
軌
道
を
併
設
す
る
道
路
に
お
い

て
、
路
面
電
車
の
走
行
空
間
を
活
用
し
た
車
線
の
増

加
や
交
差
点
改
良
等
に
よ
り
交
通
混
雑
の
解
消
が
図

ら
れ
る
場
合
に
、
道
路
整
備
の
一
環
と
し
て
路
面
電

車
の
走
行
で
き
る
路
面
等
の
整
備
を
行
う
も
の
で
あ

る
。
事
業
主
体
は
、
地
方
公
共
団
体
及
び
国

(直
轄

国
道
)
で
あ
る
o

図
3
は
、
平
成
九
年
度
に
事
業
を
実
施
す
る
愛
知

走行路面等を道路の
一部として整備

路面電車が走行する路面等の整備

十

交通改善事業

架線柱、 シェルター等の整備

図 1 路面電車支援制度の構成

図 2 路面電車支援制度による整備の例
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県
豊
橋
市
の
J
R
豊
橋
駅
東
ロ
駅
前
広
場
の
整
備
予

想
図
で
あ
る
。
従
前
の
駅
前
広
場
は
、
路
面
電
車
の

停
留
所
が
駅
前
広
場
の
手
前
の
道
路
上
に
あ
り
、
路

面
電
車
か
ら
J
R
線
へ
の
乗
換
え
が
極
め
て
不
便
な

状
況
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
、
全
国
で
最
初
の
路
面

電
車
走
行
空
間
改
築
事
業
と
し
て
、
J
R
豊
橋
駅
束

ロ
駅
前
広
場
に
お
け
る
路
面
電
車
の
軌
道
延
伸
工
事

を
、
平
成
九
年
度
の
補
助
事
業
と
し
て
実
施
す
る
こ

と
と
し
た
。
本
事
業
は
、
一
四
0
m
の
軌
道
延
伸
工

事
で
あ
る
が
、
同
時
に
完
成
す
る
予
定
の
駅
前
広
場

整
備
事
業
と
併
せ
て
、
豊
橋
駅
に
お
け
る
利
便
性
の

格
段
の
向
上
が
図
ら
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。

②

都
心
交
通
改
善
事
業
の
拡
充

都
心
交
通
改
善
事
業
は
、
都
心
部
に
お
け
る
交
通

混
雑
の
解
消
、
公
共
交
通
機
関
の
利
便
性
の
向
上
、

高
齢
者
等
を
含
め
た
歩
行
者
の
移
動
性
の
向
上
を
図

る
た
め
、
街
路
事
業
等
に
よ
る
施
設
整
備
と
併
せ
、

公
共
的
通
路
、
地
下
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
等
の
交
通

改
善
効
果
を
高
め
る
施
設
整
備
を
一
体
的
に
行
う
、

一
般
会
計
に
よ
る
事
業
で
あ
る
。
平
成
九
年
度
よ
り
、

道
路
改
築
に
よ
る
｢路
面
電
車
走
行
空
間
改
築
事
業
｣

の
創
設
に
合
わ
せ
制
度
を
拡
充
し
、
公
共
交
通
機
関

の
利
用
促
進
に
資
す
る
施
設
の
整
備
を
補
助
対
象
に

追
加
し
た
。
具
体
的
に
は
、
路
面
電
車
の
架
線
柱
、

シ
ェ
ル
タ
ー

(電
停
に
お
け
る
屋
根
等
)
な
ど
の
整

備
を
補
助
事
業
で
行
う
こ
と
を
可
能
と
し
た
。

‘/
き
き　　 　　　　

　　

やメミ
;'){＼)、

、

　　　
　　
　
　　
　　

　　　
　
　
　　
　　“□“
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図 3 愛知県豊橋市豊橋駅前の整備
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四

お
わ
り
に

を
講
じ
て
ぃ
く
こ
と
と
し
て
ぃ
る
。
さ
ら
に
、
我
が
国
に

対
し
て
も
支
援
が
可
能
と
な
る
ょ
う
検
討
を
行
っ
て
ぃ
る

お
い
て
も
ト
ラ
ン
ジ
ッ
ト
モ
ー
ル
の
整
備
な
ど
各
種
の
施

と
こ
ろ
で
あ
る
。

建
設
省
と
し
て
は
、
関
係
各
省
と
連
携
し
な
が
ら
、
今

策
が
展
開
さ
れ
る
構
想
が
出
さ
れ
て
お
り

(図
4
参
照
)、

(都
市
局
街
路
課
特
定
都
市
交
通
施
設
整
備
室
課
長
補
佐
)

後
と
も
路
面
電
車
の
整
備
や
利
便
性
の
向
上
に
係
る
施
策

将
来
的
に
は
、
路
面
電
車
の
新
設
や
距
離
の
あ
る
延
伸
に

鰯
l

…

　

　　
　

　　
　

　

~きれ
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特
集
/
路
面
電
車

欧
米
に
お
け
る
最
近
の

ラ
イ
ト
レ
ー
ル
整
備
の
状
況

西
村

幸
格

一
路
面
電
車
の
再
生
と
ラ
イ
ト
レ
ー
ル
整
備

の
経
緯
及
び
背
景

欧
米
に
お
け
る
都
市
内
の
軌
道
系
公
共
交
通
分
野
で
路

面
電
車
の
再
生
と
、
新
た
に
ラ
イ
ト
レ
ー
ル
を
整
備
す
る

事
業
は
一
九
六
〇
年
代
後
半
か
ら
始
ま
っ
た
。
そ
れ
は
、

旧
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
路
面
電
車

の
町
田の沼
口付
言
声)
の

再
生
事
業
が
は
じ
ま
り
で
あ
っ
た
。
具
体
的
に
は
都
心
部

を
走
る
併
用
軌
道
の
改
良
で
あ
り
、
併
用
軌
道
の
地
下
化

と
新
設
軌
道
化
が
進
め
ら
れ
た
。
こ
う
し
た
施
策
の
背
景

に
は
、
都
心
部
に
お
け
る
道
路
渋
滞
の
緩
和
と
路
面
電
車

そ
の
も
の
の
サ
ー
ビ
ス
水
準
の
向
上

(表
定
速
度
や
輸
送

力
な
ど
)
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
九
六
八
年
以
降
、

ケ
ル
ン
や
ハ
ノ
ー
バ
ー
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
な
ど
人
ロ
五

〇
万
人
以
上
の
大
都
市
で
は
駅
前
や
都
心
部
か
ら
併
用
軌

道
が
徐
々
に
姿
を
消
し
て
地
下
路
面
軌
道
(q
-
の
町
斜
粉
の
口
-

ぴ
巴
目
又
は
の
言
急
げ
停
口
と
も
呼
ぶ
)
に
移
行
し
た
(写
真

1
)
。一

九
七
〇
年
代
に
入
る
と
、
ア
メ
リ
カ
は
連
邦
運
輸
省

の
助
成
を
う
け
て
、
ボ
ス
ト
ン
や
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
な

ど
既
存
の
路
面
電
車
シ
ス
テ
ム
の
近
代
化
に
着
手
し
た
。

ま
た
、
旧
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
路
面
電
車
の
再
生
を
評
価

し
、
こ
れ
を
路
面
電
車

の
町
の象
0聟
)
と
い
う
古
め
か
し

い
名
称
で
呼
ぶ
の
で
は
な
く
、
近
代
化
さ
れ
た
次
世
代
型

路
面
電
車
と
い
う
期
待
も
込
め
て
ラ
イ
ト
レ
ー
ル
(せ
信
耳

刃
鈍
--
一
馬
拐
詳
)と
い
う
名
称
を
つ
け
、
連
邦
運
輸
省
は
各

都
市
へ
採
用
を
呼
び
か
け
た
。
当
時
、
ア
メ
リ
カ
は
エ
ネ

ル
ギ
ー
問
題
や
都
市
に
お
け
る
道
路
渋
滞
と
大
気
汚
染
、

都
心
部
の
衰
退
な
ど
が
深
刻
化
し
て
お
り
、
そ
の
改
善
方

策
と
し
て
公
共
交
通
の
整
備
が
急
務
で
あ
っ
た
。

写真 1 シュツットガルト
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(大野眞一氏提供)

ア
メ
リ
カ
最
初
の
ラ
イ
ト
レ
ー
ル
建
設
は
西
海
岸
、
メ

キ
シ
コ
国
境
に
近
い
サ
ン
デ
ィ
エ
ゴ
で
あ
っ
た

(
一
九
八

一
年
に
開
業
)
(写
真
2
)
。
ア
メ
リ
カ
の
ラ
イ
ト
レ
ー
ル

整
備
は
都
心
部
の
再
生
に
重
点
が
お
か
れ
、
都
心
ま
で
自

動
車
に
頼
る
こ
と
な
く
移
動
で
き
る
こ
と
を
目
標
に
し
た
。

導
入
形
態
の
基
本
は
、
郊
外
部
は
使
わ
れ
な
く
な
っ
た
鉄

道
跡
地
や
フ
リ
ー
ウ
ェ
イ
な
ど
の
回
廊
沿
い
に
専
用
軌
道

を
敷
設
し
た
。
ま
た
、
都
心
部
は
ト
ラ
ン
ジ
ッ
ト
モ
ー
ル

化
し
て
沿
道
の
再
開
発
を
進
め
、
都
心
へ
の
人
々
の
回
帰

と
賑
わ
い
空
間
の
創
出
を
ね
ら
っ
た
。
開
業
当
初
の
一
九

九
一
年
は
、
一
日
当
た
り
一
万
人
程
度
の
利
用
客
数
で
あ

っ
た
が
、
一
〇
年
後
の
一
九
九
〇
年
に
は
一
日
当
た
り
五

万
人
を
超
し
、
現
在
も
増
加
し
つ
つ
あ
る
。
こ
の
結
果
、

写真 2 サンディエゴ

サ
ン
デ
ィ
エ
ゴ
の
ラ
イ
ト
レ
ー
ル
は
営
業
費
用
の
九
0
%

を
運
賃
収
入
で
賄
う
と
い
う
、
ア
メ
リ
カ
の
運
輸
事
業
で

は
前
例

(従
来
は
最
大
で
も
五
0
%
程
度
)
を
み
な
い
経

営
的
成
功
を
収
め
、
そ
の
後
の
ラ
イ
ト
レ
ー
ル
整
備
を
加

速
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。

一
九
八
〇
年
代
は
旧
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
路
面
電
車
の

再
生
と
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
ラ
イ
ト
レ
ー
ル
整
備
が
拡
大

し
て
い
っ
た
が
、
後
半
に
入
る
と
フ
ラ
ン
ス
の
グ
ル
ノ
ー

ブ
ル
に
全
く
新
し
い
コ
ン
セ
プ
ト
の
ラ
イ
ト
レ
ー
ル
が
整

備

(
一
九
八
七
年
開
業
)
さ
れ
た

(写
真
3
)。
八
〇
年
代

の
欧
州
各
国
は
環
境
問
題
が
深
刻
化
し
て
、
都
心
部
に
お

け
る
自
動
車
の
抑
制
と
そ
れ
に
代
わ
る
公
共
交
通
の
整
備

が
急
が
れ
て
い
た
が
、
国
家
財
政
が
逼
迫
し
て
お
り
、
ょ

詳

ル

,

グ

　
　　
　
　　
　

　

‘

真

　
　　　
　　
　

　

　

　　
　
　　

　 ノー プノレ

り
低
廉
な
公
共
交
通
シ
ス
テ
ム
が
求
め
ら
れ
て
い
た
。

フ
ラ
ン
ス
で
は
政
府
の
働
き
か
け
で
地
方
都
市
へ
の
ラ

イ
ト
レ
ー
ル
導
入
が
進
め
ら
れ
た
。
最
初
は
ロ
ワ
ー
ル
地

方
の
ナ
ン
ト
に
路
線
の
ほ
と
ん
ど
が
併
用
軌
道
の
ラ
イ
ト

レ
i
ル
が
整
備
さ
れ
た
(
一
九
八
五
年
開
業
)。
続
く
グ
ル

ノ
ー
ブ
ル
で
は
都
心
部
約
二
如
を
ト
ラ
ン
ジ
ッ
ト
モ
ー
ル

化
し
て
バ
ス
路
線
網
を
再
編
成
、
高
齢
者
や
身
障
者
が
容

易
に
乗
降
で
き
る
床
の
低
い
電
車
の
開
発
、
交
通
結
節
点

の
整
備
、
沿
道
の
再
開
発
な
ど
交
通
計
画
と
ま
ち
づ
く
り

を
一
体
的
に
取
り
組
み
、
移
動
手
段
と
し
て
斬
新
な
デ
ザ

イ
ン
の
低
床
車
両
を
使
っ
た
初
め
て
の
ラ
イ
ト
レ
ー
ル
を

登
場
さ
せ
た
。

グ
ル
ノ
ー
ブ

ル
の
ラ
イ
ト
レ
ー
ル
は
交
通
シ
ス
テ
ム
と

し
て
だ
け
で
な
く
、
都
市
デ
ザ
イ
ン
や
総
合
的
な
交
通
管

制
、
街
路
と
沿
道
の
フ
ァ
サ
ー
ド
整
備
な
ど
が
都
市
計
画

や
交
通
計
画
の
専
門
家
に
高
く
評
価
さ
れ
世
界
的
な
注
目

を
あ
び
た
。
後
述
す
る
ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
と
と
も
に
フ
ラ

ン
ス
の
ラ
イ
ト
レ
ー
ル
整
備
で
は
、
首
長
の
強
力
な
リ
ー

ダ
ー
シ
ッ
プ
に
よ
る
と
こ
ろ
の
大
き
い
の
が
特
徴
で
あ
る
。

一
方
、
イ
ギ
リ
ス
は
保
養
地
で
あ
る
ブ
ラ
ッ
ク
プ
ー
ル

を
残
し
て
、
全
て
の
路
面
電
車
を
廃
止
し
た
国
で
あ
る
。

ロ
ン
ド
ン
と
グ
ラ
ス
ゴ
ー
の
地
下
鉄
を
除
い
て
、
都
市
の

公
共
の
交
通
の
ほ
と
ん
ど
を
バ
ス
で
分
担
し
て
き
た
。
こ

の
た
め
、
路
面
電
車
(一
馬
日
鶏
鑓で
)
と
い
う
言
葉
の
も
つ

古
い
イ
メ
ー
ジ
の
払
拭
に
時
間
を
要
し
、
一
九
八
〇
年
に

な
っ
て
初
め
て
ニ
ュ
ー
カ
ッ
ス
ル
ア
ポ
ン
タ
イ
ン
で
旧
西

!2 道行セ 97.8



ド
イ
ツ
の
の
言
暮
す
温
日
仕
様
の
ラ
イ
ト
レ
ー
ル
を
整
備
し

た
。
ま
た
、

一
九
八
七
年
に
は
ロ
ン
ド
ン
の
ド
ッ
ク
ラ
ン

ズ
の
地
区
内
交
通
シ
ス
テ
ム
と
し
て
無
人
自
動
運
転
の
ラ

イ
ト
レ
ー
ル
が
整
備
さ
れ
た
の
に
と
ど
ま
り
、
本
格
的
な

整
備
は
一
九
九
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
に
な
る

(写
真

4
)
0一

九
九
〇
年
代
に
入
る
と
、
グ
ル
ノ
ー
ブ
ル
で
成
功
し

た
低
床
車
両
の
技
術
革
新
が
一
段
と
進
み
、
究
極
の
低
床

車
と
い
わ
れ
た
車
両
床
面
の
全
て
が
レ
ー
ル
面
か
ら
三
五

伽
前
後
の
一
〇
0
%
低
床
車
が
実
用
化
さ
れ
た

(写
真

5
)。
一
〇
0
%
低
床
車
の
実
用
化
は
、
ラ
イ
ト
レ
ー
ル
の

導
入
場
所
に
変
化
を
も
た
ら
し
た
。
つ
ま
り
、
乗
降
の
利

便
性
を
考
え
る
と
道
路
上
の
軌
道
の
ほ
う
が
、
地
下
や
高

　

　

　

　　
　
　
　

　
　

　

、

Y(
‘

-フ

　

　
　

　
　
　

　

ぬ
･
、

′

真

　
　
　
　
　
　

　

　

架
な
ど
の
専
用
軌
道
よ
り
は
ア
ク
セ
ス
が
格
段
に
優
れ
て

い
る
こ
と
が
明
白
と
な

っ
た
。
こ
れ
は
、
都
心
部

へ
の
自

動
車
の
乗
り
入
れ
規
制
策
と
と
も
に
、
道
路
上
に
軌
道
が

敷
設
可
能
な
環
境
づ
く
り
が
前
提
と
な
る
。
ま
た
、
道
路

上
の
軌
道
は
事
業
費
逓
減
の
面
で
も
優
れ
て
お
り
、
地
下

鉄
に
比
べ
て
多
少
サ
ー
ビ
ス
水
準
は
低
下
す
る
が
、
少
な

い
財
源
で
整
備
可
能
な
低
床
式
ラ
イ
ト
レ
ー
ル
が
脚
光
を

浴
び
る
よ
う
に
な

っ
て
き
た
。

低
床
車
の
導
入
･普
及
は
ド
イ
ツ
の
の
封
捧
げ
巴
日
化
か
ら

取
り
残
さ
れ
た
都
市

(人
ロ
三
〇
万
人
前
後
)
や
併
用
軌

道
中
心
の
路
線
(ブ

レ
ー
メ
ン
や
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
な
ど
)
、
路

面
電
車
シ
ス
テ
ム
が
老
朽
化
し
た
旧
東
ド
イ
ツ
諸
都
市
(べ

写真 5 最も量産されたA D トランツ社の100 % 低床車

ル
リ
ン
な
ど
)
で
は
じ
ま
っ
た
。
一
九
九
六
年
現
在
約
三

○
都
市
で
合
計
約
六
〇
〇
編
成
の
低
床
車
が
走
っ
て
い
る
。

ま
た
、
ベ
ル
ギ
ー
や
オ
ラ
ン
ダ
、
ス
イ
ス
、
オ
ー
ス
ト
リ

ア
な
ど
の
周
辺
諸
国
に
も
波
及
し
て
お
り
、
今
後
の
路
面

電
車
の
主
流
に
な
り
つ
つ
あ
る
。

新
た
な
ラ
イ
ト
レ
ー
ル
整
備
に
も
変
化
が
現
れ
て
い
る
。

一
九
九
〇
年
代
以
降
は
最
初
か
ら
低
床
車
導
入
を
前
提
に

し
た
街
路
計
画
や
ま
ち
づ
く
り
、
交
通
計
画
が
行
わ
れ
る

都
市
が
相
次
い
で
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル

や
ル
ア
ン
、
イ
ギ
リ
ス
の
シ
ェ
フ
ィ
ー
ル
ド
、
ド
イ
ツ
の

オ
ー
バ
ー
ハ
ウ
ゼ
ン
、
一
九
九
七
年
に
開
業
予
定
の
シ
ド

ニ
ー
の
ラ
イ
ト
レ
ー
ル
な
ど
多
数
あ
る
。

ス トラス ブール
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イ
ツ
を
別
に
す
れ
ば
人
ロ
三
〇
万
人
以
上
の
都
市
で
の
整

中
で
も
ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
の
ラ
イ
ト
レ
ー
ル
は
、
グ
ル

ノ
ー
ブ
ル
の
経
験
を
生
か
し
、
さ
ら
に
発
展
さ
せ
た
都
市

交
通
シ
ス
テ
ム
と
し
て
、
世
界
的
な
注
目
を
浴
び
て
い
る
。

交
通
政
策
の
骨
子
は
、
都
心
部
の
通
過
交
通
の
抑
制
と
公

共
交
通
の
整
備
で
あ
る
。
前
者
は
バ
イ
パ
ス
と
地
下
駐
車

場
の
建
設
、
後
者
は
ト
ラ
ム

(ラ
イ
ト
レ
ー
ル
)
の
整
備

で
あ
っ
た
。
ま
た
、
政
策
の
公
表
か
ら
実
施
ま
で
合
意
形

成
の
プ
ロ
セ
ス
が
明
示
さ
れ
、
市
民
レ
ベ
ル
や
ト
ラ
ム
導

入
に
反
対
し
た
商
店
主
の
よ
う
な
利
益
団
体
な
ど
と
の
協

議
が
オ
ー
プ
ン
な
形
で
行
わ
れ
た
こ
と
も
特
徴
で
あ
る
。

こ
こ
で
も
市
長
の
強
力
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
が
あ

っ
た
こ

と
は
い
う
ま
で
も
な
い

(写
真
6
)。

二

欧
米
先
進
主
要
四
カ
国
に
お
け
る
軌
道
系

公
共
交
通
の
整
備
状
況

ラ
イ
ト
レ
ー
ル
整
備
は
一
九
七
八
年
の
カ
ナ
ダ
･
エ
ド

モ
ン
ト
ン
以
来
、
約
二
〇
年
が
過
ぎ
た
。
表
1
は
一
九
九

五
年
現
在
、
欧
米
先
進
主
要
四
カ
国
の
路
面
電
車
/
ラ
イ

ト
レ
ー
ル
の
路
線
長
を
都
市
毎
に
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

四
カ
国
合
計
で
八
八
都
市
、
約
三
、
五
〇
〇
如
弱
の
路
線

長
が
あ
る
。
国
別
に
み
る
と
図
1
の
よ
う
に
ド
イ
ツ
、
ア

メ
リ
カ
、
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
の
順
に
な
る
。

次
に
都
市
別
に
軌
道
系
公
共
交
通
の
整
備
状
況

(表
2

参
照
)
を
み
る
と
、
路
面
電
車
と
ラ
イ
ト
レ
ー
ル
は
地
下

鉄
に
次
ぐ
代
表
交
通
機
関
を
占
め
つ
つ
あ
る
。
特
に
、
大

都
市
の
地
下
鉄
以
外
に
軌
道
系
公
共
交
通
を
ほ
と
ん
ど
も

カ
ス
ス

備
が
期
待
さ
れ
る
。

糊例
ツ
リ
リ
ン

イ
メ
ギ
ラ

凡
ド
ア
イ
フ

卿
縦
豊
麗

た
な
か
っ
た
フ
ラ
ン
ス
、
イ
ギ
リ
ス
、
米
国
で
は
主
に
人

ロ
ー
0
0
万
人
以
下
の
都
市
で
ラ
イ
ト
レ
ー
ル
の
整
備
が

進
ん
で
お
り
、
工
事
中
や
計
画
中
の
都
市
も
数
多
く
あ
る
。

図
2
は
人
ロ
規
模
別
に
路
面
電
車
と
ラ
イ
ト
レ
ー
ル
の

整
備
状
況
を
整
理
し
た
も
の
で
、
人
ロ
ー
0
0
万
人
以
上

で
は
約
九
0
%
の
都
市
に
、
五
〇
万
人
以
上
で
は
約
八
0

%
の
都
市
に
そ
れ
ぞ
れ
路
面
電
車
と
ラ
イ
ト
レ
ー
ル
が
整

備
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
人
ロ
三
〇
万
人
以
上
の
都
市
で

は
約
五
0
%
の
普
及
率
で
あ
る
が
、
フ
ラ
ン
ス
と
ド
イ
ツ

は
や
や
高
い
普
及
率
に
あ
る
。
今
後
は
整
備
の
進
ん
だ
ド

　
　
　

整
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図 2 人口規模別路面電車 / ライトレールの整備状況
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表 1 先進主要 4か国の路面電車 / ライトレールの路線長

国 名 都 市 名 開業年 軌 間 (mm) 営業キロ数 (km 備 考 国 名 都 市 名 開業年 軌 間 (mm) 営業キ口数 (km 備 考
フランス クのノレノーフJノレ l987 1,435 14.6 LRT ドイツ

その2
ノルトハウゼン 1900 1･000 8.7

リル l874 1･000 19.O ニュールンペンレク 1881 1,435 39.8
マルセイユ ]876 し435 5.9 ブラウエン 1894 1'000 17.3
ナント 1985 上435 26.7 LRT ポツダム 1880 1,435 25.8
パリ 1992 1,435 94 LRT 口ストック 1881 1,440 22.3
ルアン 1994 上435 16.1 LRT シエーネツヒ 1910 1･000 15.2
サンティチェンヌ 1881 1'000 l1,6 シユベリン 1881 上435 22.2
ストラスブール 1994 L 435 12.6 LRT ストラウスベルク 1893 1“35 6.2

小 計 8都市 115,6km シユツツトガルト 1868 1,ooo/1,435 110･1 Stad鞭hn
ドイツ
その1

アウグスブルク 1881 1 000 25.O ウルム 1897 L ooo ･ 5.8
バドシヤンダウ 1898 L ooo 8江 ヴォルスターズドルフ 1913 1料35 5.6
ベルリン 1865 1,435 176.2 ビユルツフツレク 1892 L ooo 194
ビーレフエルト 1900 1･000 26.1 ツイツカウ 1894 1･000 9.l
ポいツフム ･
ゲルゼンキルヘン 1894 L ooo/1,435 101.9 StadtMhn 小 計 56都市 2-674,5km

イギリス ブラックプール 1885 1-435 18.Oポぎン 1891 1,435 51.6 Sudtbahn
ロンドン･
ドックランズ 1987 1,435 21.3 LRTフゞランテゞンフ与しク l897 L ooo 19.6

ブラウンシユノゞイ 1879 1'100 31.7
マンチェスター 1992 1,435 32.O LRT

ニューカッスルア
ポンタイン 1980 上435 59,5 LRTフきレーメン 1876 1,435 56.4

ケムニツツ 1880 1,435 22.3 シェフィールド 1994 11435 30.5 LRT
コトブス 1903 1-000 22.8 小 計 5都市 161.3km
ダルムシユタツト 1886 L ooo 36.2 アメリカ ボルチモア 1992 1,435 36.2 LRT
デッサウ 1894 上435 lo･1 ボストン 1897 1-435 45.O
ドルトムント 1881 1-435 73.3 S国tbahn ノゞツフアロー 1984 1,435 9.9 LRT
ドレスデン 1872 1,450 132.4 クリーブランド 1920 1,435 21.2
デュッセルドルフ 1876 上435 146.1 S国tbahn 夕"ラス 1996 上435 32.O LRT
ジュイスブルク 1881 1-435 614 デ、ンノゞ - 1994 1,435 8.5 LRT
エルフルト 1883 L ooo 29.3 フオートワース 1963 1,435 1･1
ユこツセン 1893 1,000/1,435 73,7 Stadtbahn ロスアンセゞルス 1990 1料35 32江 LRT
フランクフルト･
マイン l872 14 35 l214 Stadbahn ニューアーク 1935 1-435 6.8

-ユーオリンズ 1835 1,435/1,586 13.5フランクフルト ･
オーデル 1898 l'000 25.1 フイラデ、ルフィア l905 1,581 56,O
フライブルク 1901 1-000 20.1 ピツツノミーク" 1891 l,580 36.l
ゲ、一ラ 1892 1'000 14.O ポートランド 1986 鶏435 23.9 LRT
ゴーリキー 1882 1･000 13.4 サクラメント 1987 1,435 29,l LRT
ゴー夕 1894 1-000 25.3 セントルイス 1993 1-435 28.8 LRT
ハルノゞ -シユタツ
ト 1897 1'000 8.3

サンディエゴ 1981 蔦435 55.2 LRT

サンフランシスコ 1897 1,435 38.4ノ、し 1882 1-000 77･l
サンノゼ l987 1,435 30.9 LRTノ、ノーノミー 1872 1,435 978 Stadt琺如
シアトル 1897 l,435 3.Oハイデルベルク 1885 1･000 19,7

小 計 19都市 507.7kmイエナ 1901 1'000 124
合 計 88都市 3,459,1kmカーノレスルーエ 1877 1,435 94.2 Stadlba如

カツセル 1877 1,435 40.4

ケルン 1877 1,435 1422 綿恥aho
クレフエルト 1883 1･000 37.3

ライプチヒ 1872 1,458 1605

ルードビックス 1878 L ooo 46お

マク“テゞフうレク 1877 1,435 55.7

マインツ 1883 1'000 21.6

マンハイム 1878 1-000 47.2

OEG 1887 1･000 61.O

ミュールハイム 1897 L ooo/1,435 37.9 輌tbam
ミュンヘン 1876 1-435 78,5

ナウムブルク 1892 1'000 5.2

備考欄 ;L R T とは1978年以降、 新たに整備されたシステム

Stadtbahnとは1968年以降、既設の路面軌道を専用軌道化
したシステム

出典 :L ight R ail in E urope 1995、 1993 N O R T H A M E R IC A N
L ight R ai1 A nnual

道行セ 97.8 ′5



表 2 先進主要国の人口30万人以上の都市における軌道系公共交通の整備状況
1 ドイツ

都 市 名
市域人口

(人)
市域面積

(駈)
人口密度
(人/蛭)

軌道系公共交通の路線長 (km) 系統長
(km)

備 考
Uノゞ -ン LRT/T RA M モノレーノレ Guidedbus

l ベルリン 3,454,200 889.ll 3,885 142,1 176.2 上757,O

2 ノ、ンフ与しク 1,675,200 755.33 2,218 98.O 計画中 763.O T RA Mは1978.10,1廃止

3 ミュンヘン 1,241,300 310.47 3,998 72.7 78,5 417.O

4 ケノレン 958-600 405.12 2-366 142.2 421.O

5 フランクフルト･
マイン 660-800 248.35 2,661 121.4 29Q O

6 エッセン 627,800 210.35 2,985 737 8.9 303.O

7 ドルトムント 600,700 280.23 2,144 73.3 ･ 447.O

8 シユツツトガルト 596,900 207.33 2-879 110･1 43○O

9 デュッセルドルフ 577,400 216.99 2,661 146.1 1,021.O

10 フモレーメン 553,200 326.72 1,693 56.4 527.O

11 ジユイスプルク 538,300 232.83 2,312 61.4 284.3

12 ノ、ノ- !ゞ - 520,900 204.07 2,553 97.8 409.O

13 ライプチヒ 500,00O 148.58 3,365 160.5 197.O

14 ニューノレン^:ノレク 498,500 185.81 2-683 23.2 39.8 590.O

15 ドレスデン 483,400 225.75 2,141 1324 268.O

16 ノポeツフム 399,800 145.40 2,750 * 101.9 969.O *ゲルゼンキルヘンを含む

17 ブツノぐ一タール 386,600 168.37 2,296 l33 332.O T RA Mは1987.5.30廃止

18 ビイーレフェルト 323,300 257,65 し255 26.1 358,O

l9 マンハイム 316,900 144.95 2,186 47.2 163.O

20 ノ、し 301,00O 135.07 2,228 77･1 210.O 注1参照

(注 1 )人口30万人以下では、38都市にL R T /T R A M がある。また、オーバーハウゼンで1996年6月2日にL R T (M ix ed B us &

T ra m )が開業し、 1997年にはザールブリュッケンでカールスルーエ方式のL R T が開業する予定である。

フランス

都 市 名
市域人ロ

(人)
市域面積

(霧)
人ロ密度
(人/團)

軌道系公共交通の路線長 (km) バスの系統長くkm 備 考
(数字はLRTの
問業年月日)R E R 地下鉄 LRT/TRA M V A L トロリーバス ノゞ ス

1 パリ 9-318,821 2,377.25 3,920 114.O 2014 9.1 7.2 2,771.O 1992.6.6開業

2 リヨン 1,262,223 817.50 も544 255 54.O 1,463.O

3 マルセイユ/
プロノゞンズ 1,230,936 940.36 1,309 19.5 5.9 19.0 578.O

4 リル 959,234 390.57 2,456 19.O 25.3 46○O

5 ボルドー 696,364 821.18 848 計画中 計画中 964.O

6 ツーノレーズ、 650,336 618,19 1,052 9.7 598.O

7 ニース 516,740 242.94 2,127 計画中 268.O

8 ナント 496,078 459.33 1,080 26.7 405.O 1985.1.7開業

9 ツーロン 437-553 464.49 942

10 クリノレノーフうし 404,733 304.08 上331 14.6 33.O 212.O 1987.9再開業

11 ストラスブール 388,483 170.99 2,272 12.6 225.O 1994.11.26開業

12 ルアン 380,161 27○02 1,539 16.1 214.O 1994.12.17開業

13 ノゞレンチーネ 338,392 448.20 755 計画中

14 グラス/カンヌ/
アンテイーブ 335,647 341.45 983

15 ナンシー 329,447 267.84 l,230 30,O 276,O

16 ランス 323-174 268.19 1,205

17 サンテチエンヌ 313-338 211.86 1,479 11.6 403 176.7 注2参照

(注 2 )人ロ30万人以下では4都市(クレールモンフェラン、 モントペリエ、 オルレアン、 トゥール)にL R T の計画がある。

!6 道行セ 97.8



先進主要国の人口30万人以上の都市における軌道系公共交通の整備状況
=
′ギ

ク
ー
イ
.

表
3

都 市 名 口人
い

域
ひ

市 積鰤
㈱

市 贓物
軌道系公共交通の路線長 (km) の

長
)

ス
統
如

バ
系
(

備 考

鰡 LRT/T RA M ピープルムーヴァ
14 ロンドン

㈱ 慮 翁 鰊 郷 1987.7.30 LRT開業

リムノゞ -ミンカoム 994,500 208 嫡 工事中 *0.6 繊 *空港と駅を結ぶ(1984.8.7閉
業)

?J リーズ

“ 164 鰡 計画中 翻J4 ク"ラスゴ･一 " 167 奴 鰍 計画中 煕にU シェフィールド

幼 184 慈 媒 " 1994 5.23 LRT開業

ねU リバプール ㈱ 113 鵺 計画中 651

ワ･‘ ブラッドフォード

飜 103 劉OAU 工｣ジンノゞラ 438,800 136 鰯 ,中画計
一 鮒QJ マンチェスター " 脚 榔 卸 ー 飜幼m ブリストル “ 110 緘 中画計
- 鰡n カークリーズ

幼 - ー12 ウイラル ㈱ - ー13 クロイドン 317,200 嘲 -14 ウエイクフィールド 315-800 - -お ウィガン 鱒 ー -第 ダドリー ㈱ - ー" コベントリイ “ 81 緘 ｣ - 猟らる注
(注 3 )人ロ30万人以下では 2都市にL R T /T R A M があり、 計画中のLR T は 2都市ある。

三

最
近
の
ラ
イ
ト
レ
ー
ル
整
備
事
例
と
整
備

“

効
果

前
述
し
た
よ
う
に
、
一
九
九
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
は

9セ

一
0
0
%
低
床
式
電
車
の
実
用
化
に
代
表
さ
れ
る
シ
ス
テ

断

ム
面
の
技
術
革
新
と
環
境
問
題
、
高
齢
化
社
会
へ
の
対
応

な
ど
に
よ
り
、
ラ
イ
ト
レ
ー
ル
の
導
入
形
態
に
変
化
が
現

れ
始
め
て
い
る
。
例
え
ば
、
道
路
空
間
内
に
お
け
る
軌
道

敷
設
場
所
も
変
わ
り
つ
つ
あ
る
。
一
九
七
〇
年
代
後
半
か

ら
八
〇
年
代
に
か
け
て
は
、
自
動
車
や
歩
行
者
と
完
全
に

分
離
さ
れ
た
専
用
の
軌
道
を
道
路
上
や
地
下
･
高
架
で
敷

設
す
る
の
が
主
流
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
低
床
式
電
車
の

実
用
化
が
進
む
と
、
走
行
路
建
設
に
費
用
が
か
か
る
地
下

や
高
架
方
式
よ
り
は
路
面
走
行
の
ほ
う
が
利
用
者
の
利
便

性
と
事
業
性
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

こ
の
た
め
、
一
九
九
〇
年
代
に
入
る
と
都
心
部
へ
の
自
動

車
流
入
の
抑
制
、
バ
ス
網
の
再
編
成
、
パ
ー
ク
&
ラ
イ
ド

の
拡
充
な
ど
T
D
M
施
策
と
し
て
の
軌
道
系
公
共
交
通
の

整
備
で
は
、
低
床
式
電
車
の
特
性
を
生
か
し
た
路
面
走
行

式
の
ラ
イ
ト
レ
ー
ル
が
主
流
に
な
り
つ
つ
あ
る
。

表
3
は
一
九
九
〇
年
代
の
ラ
イ
ト
レ
ー
ル
整
備
事
例
を

示
し
た
も
の
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
を
別
に
す
れ
ば
ほ
と
ん

ど
が
低
床
車
を
使
っ
た
ラ
イ
ト
レ
ー
ル
で
あ
る
。
導
入
空

間
も
主
要
な
道
路
や
鉄
道
の
中
央
駅
と
の
交
差
区
間
を
除

き
、
路
面
走
行
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
事
業

費
も
邦
貨
換
算
で
概
ね
一
〇
億
円
-
二
〇
億
円
/
如
前
後



表 2 先進主要国の人ロ30万人以上の都市における軌道系公共交通の整備状況
4 アメリカ

都 市 名
市域人ロ

(人)
市域面積

(暦)
人口密度
(人/蛭)

軌道系公共交通の路線長 (km) バスの系統長 (km)
備 考

地下鉄 LRT/TRA M A PM トロリーバス ノゞ ス

l ニューヨーク 7,311,966 800.O 9,140 420.2 計画中 2,946.O

2 ロスアンセいルス 3,489,779 1,216.O 2,870 7･1 32.1 6,133.O 1990.7,14 LRT開業

3 シカゴ 2,768,483 589,O 4,700 173.O 計画中 1,713.O

4 ヒューストン 1,690,180 1,398.O 上209 計画中 1,569.O

5 フイラデうレフイラ 1,552,572 350.O 4,436 64.3 56.O 34.O 2,302.O

6 サンディエゴ 1,148,851 839,O 1,369 55.2 565.O 198L 7.26 LRT開業

7 夕“ラス 1,022,497 887.O L 153 32.O 2,43○O 1996.6.14 LRT開業

8 フエニックス 1,012,230 1,008.O 930 2,070,O

9 デトロイト 1,012,110 359,O 2-819 計画中 * 4.6 2,582.0 * A LRT

lo サンアントニオ 966,437 863.0 l,120 2,587.O '

1l サンノゼ 801,331 444.O 上805 30.9 1987,12.11 LRT開業

12 インディアナポリス 746,538 937,O 797 計画中 1,377.O

13 サンフランシスコ 728,921 l21.O 6-024 115.O 384 158.O 625.O

14 ボルチモア 726,096 209,O 3,474 22.4 36.2 2,286.O 1992.4.3 LRT開業

15 ジャクソンビル 661,177 1-945.O 340 * L o 936.O * V A L

16 コロンノゞス 642,987 495 0 1,299 計画中 1,44○O

17 ミルウオーキー 617,043 249.O 24 78 1,165.O

18 メンフイス 610,275 663.0 920 l,238.O

19 ワシントン DC 585,221 159.O 3,681 144.O 2,261,O

20 ボストン 551,675 125.O 4,413 74.5 45.O 25.O L 100･0

21 ゴソレノぐソ 543,813 636.0 855

22 シアトル 519,598 217.O 2,394 3.O * 1,6 112.6 3,133,O *モノレーノレ

23 クリーブランド 502,539 20Q O 2,513 30.7 21.2 2,404.O

24 ナッシュビル 495-012 1-226.O 404 L O92.O

25 オースティン 492,329 564,O 873 計画中 884,O

26 ニューオリンズ 489,595 468.O 1,046 13.5 924.O

27 テゞンノゞ - 483-852 397.O 1-219 8,5 3,862.O 1994.10.7 LRT開業

28 フオートワース 454,430 728.O 624 1･1 570.O

29 オクラホマ 453,995 1,575,O 288 計画中 1,764.O

30 ポートランド 445-458 323.O 1-379 23.9 1,198.O 1986.9.8 LRT閉業

31 ロンクJビーチ 438,771 130.O 3,375
ロスアンゼ、ル
スにふくむ

32 カンザスシティ 431,553 807.O 535 計画中 1,323,O

33 バージニアビーチ 4l7,061 643.O 649

34 シヤーロット 416,294 451.O 923

35 トウーソン 415,079 405.O L 025

36 アルバカーキ 398,492 342.O 1,165

37 アトランタ 394,848 34L O l,158 62.2 2,415.O

38 セントルイス 383,733 160.O 2,398 288 3,631.O 1993.7.30 LRT開業

39 サクラメント 382,816 249.O 上537 29.1 674.O 1987.3.12 LRT開業

40 フレスノ 376,130 257.0 L 464

41 トルサ 375,307 475.O 790

42 オークランド 373,219 145.O 2,574
･

43 ホノノレノレ 371,320 215.O 1,727 2-316.O

44 マイアミ 367,016 92.O 3-989 33.O * 3.O 1,184.O * A GT

45 ピツツノゞ -ク? 366,852 144.O 2-548 36.1 3-996.O

46 シンシナチ 364,278 200,O 1,821 1-993.O

47 ミネアポリス 362,696 142.O 2,554 計画中 2,139.O

48 オマハ 339-671 261.0 1-301 491,O

49 トレド 329,325 209.O 1,576 1,043 0

50 ノゞツフアロー 323,284 105.O 3,079 99 2よ21.O 1984.7,4 LRT開業

51 ウィチタフォールズ 311-746 140.O 2-227

(注 4)人ロ30万人以下では1都市にLR T /T R A M がある。
出典 :世界人口年鑑1993(国際連合)、 JA N E 'SU R B A N T R A N SPO R T SY ST E M S 1995/6、 LIG H T R A IL RE V IE W、 LIG H T

R A IL IN EU RO PE 1995、 1993 N O R T H A M E RIC A N LIG H T R A IL A N N U A L
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表 3 欧米先進主要 4か国における最近のライトレール整備事例

都 市 名
(国名) 令兄 線名又

は区間 瀞 軌間
(mm)翠譜 建設主体 運営主体 建設費 ピーク時

運転間隔
表定速度
(k印/h) 主な導入空間 車 両

パ リ
(仏) 932 サンドニ線 9.1 1,435

1992.6. 6
パリ運輸自治
公社

パリ運輸自治
公社

65,000万F 約5分 約19.O 路面/併用軌道 70%低床車

ロスアンゼ、ルス
(米) 349

ブルーライ
ン&グリーン
ライン

73.O 1霧35 1990.
7.14

ロスアンゼル
ス郡運輸委員
会

南カリフォル
ニア高速交通
部

878M
U S$

(ブル一
ライン)

約6分
40.5(ブル一

ライン)

都心部lkmは地
熱轡主に新 普通高床車

ベ ル リ ン
@虫)‘

345 オスロ~ピヨ
ノレンソrン 2,7 1,435

1996. ベルリン市交
通局

ベルリン市交
通局

6,100万DM 約3分 約20.O 路面/新設軌道 100%低床車

タリ ラ ス
(米) 102

レッドライ
ン&ブルーラ
イン

32.O 1,435 6.14
テキサス州旅
客輸送局

ダラス地域高
逮交通

843M
US$ 約5分 34.8

シテイーセンタ
ー4.8kmは地下、他は地上

普通高床車

シェフィールド
(英) 52 3路線 30.5 1,435

1994.
サウスヨーク
シャー旅客輸
送公社

サウスヨーク
シヤースー′ゞ
一トラム株式
会社

24,000万鶏 約10分 約25.O 路面/併用軌道 30%低床車

マンチェスター
(英) 43 3路線 30.9 1,435

1992.
4 27

マンチェスタ
一旅客輸送公
社

マンチェスタ
一メトロリン
ク株式会社

13,000万窕 約5分 39.5
2.7kmは併用軌
道、残り28.2kmは鉄道跡地

普通高床車

ストラスブール
(仏) 39 A線 12.6 L 435 1994.11.26

ストラスブー
ル市

ストラスブー
ル交通会社

194,000万FF 約5分 21.8
路面/併用軌道
地下区間l.2km

100%低床車

ル ア ン
(仏) 38 2路線 11.2 上435 1994.12.17

ルアン市 ルアン市交通
局

225,000万FF 約7分 19.3
路面/併用軌道
都心部と主要交
差点は地下

70%低床車

オーバーハウゼン
ほめ 23

ウイリーブラ
ントプラッツ
~ステルクラ
-ド

8.2 1･000 6. 2
オーバーハウ
ゼン市

オーバーハウ
ゼン市企業局

25-000万DM 約10分 39.3
高架/バスとの
共用走行路(高
架橋の延長は
7.2km)

70%低床車

一
方
、
整
備
目
的
は
七
○
年
代
の
道
路
の
渋
滞
対
策
か

ら
都
心
の
活
性
化
、
高
齢
者
や
身
障
者
の
移
動
の
確
保
、

環
境
対
策
な
ど
多
様
化
し
つ
つ
あ
る
。
ま
た
、
整
備
効
果

を
計
る
も
の
と
し
て
は
、
従
前
従
後
の
公
共
交
通
機
関
の

利
用
者
数
の
変
化
や
一
日
当
た
り
の
ラ
イ
ト
レ
ー
ル
の
利

用
実
績
な
ど
が
あ
る
。
表
4
は
表
3
の
都
市
で
利
用
状
況

の
デ
ー
タ
が
得
ら
れ
た
箇
所
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

一
般
に
欧
米
の
軌
道
系
公
共
交
通
機
関
の
輸
送
密
度
は
、

我
が
国
の
五
0
%
-
七
0
%
程
度
で
あ
る
。
表
4
の
な
か

で
フ
ラ
ン
ス
の
三
都
市
の
輸
送
密
度
は
、
相
当
健
闘
し
て

い
る
と
い
え
る
。
ま
た
、
ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
、
ル
ア
ン
、

オ
ー
バ
ー
ハ
ウ
ゼ
ン
な
ど
で
は
都
心
部
へ
の
車
の
流
入
量

の
減
少
や
公
共
交
通
全
体
の
利
用
増
が
明
ら
か
に
な
っ
て

お
り
、
道
路
の
渋
滞
緩
和
に
も
寄
与
し
て
い
る
。
こ
う
し

た
整
備
効
果
を
増
進
さ
せ
る
た
め
に
は
バ
イ
パ
ス
や
環
状

道
路
の
建
設
、
駐
車
場
の
整
備
な
ど
道
路
整
備
も
併
せ
て

進
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

最
後
に
、
本
稿
作
成
に
あ
た
り
、
写
真
を
提
供
頂
い
た

㈱
新
潟
鐡
工
所
の
大
野
部
長
と
資
料
提
供
を
頂
い
た
共
立

女
子
大
学
の
青
木
助
教
授
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

- 劣
る

道イテセ 97.8 !9

表 4 整備効果の例

都 市 名
輸送人員
万人/日

路線名又は区間
延 長
(km)

輸送密度
(人/km調)

備 考

パ リ 約5.5 サンド二線 94 約6,040 輸送人員は1994年

ロスアンセJルス 約3.6 ブルーライン 324 約L 120 輸送人員は1994年

夕･ ラ ス 約3.O 2路線 32.O 約 950 輸送人員は1996年

マンチェスター 約3.7 3路線 30.9 約1,200 輸送人員は1994年

ストラスブール 約6 A線 12.6 約4,760 輸送人員は1996年、都心部への車の流入台数が減少('90 :24万台や'95 :20万台)

ル ア ン 約4.6 2路線 11.2 約4,100 1996年には公共交通利用者が30%上昇('94 :3,500万入り'96 :5,000万人)

オーバーハウゼン 不明 8.2 不明 1996年には公共交通利用者が50%上昇('93 :9万人/日か96 :14万人/日)

(鰐口＼‘“““緬棉鹸諺搬卦れ衲瀞鰯鱗総論長)



　　
　
　
　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
　
　　
　　
　
　
　
　
　　

･
"
≦特
集

系
(路
面
"電
車

、

熊
本
市
で
の
低
床
車
の
導
入

宮

崎

輝

昭

キ
ロ
に
直
す
と
約
六
･
九
虹
、
系
統
数
二
、
停
留
所
数
二

四
カ
所
、
車
両
数
二
〇
両
で
開
業
し
た
。
当
時
の
一
日
当

た
り
の
乗
客
数
は
、
三
万
九
、
0
0
0
人
程
で
あ
っ
た
。

そ
の
後
、
市
電
は
都
市
交
通
の
主
役
と
し
て
順
調
に
路

線
を
伸
ば
し
て
い
き
、
昭
和
三
八
年
に
は
、
路
線
長
が
二

五
･
0
三
六
畑
、
停
留
場
数
六
八
カ
所
、
系
統
数
七
、
車

両
数
九
〇
両
、
年
間
乗
客
数
四
、
四
〇
〇
万
人
、
一
日
当

た
り
乗
客
数
三

万
六
、
0
0
0
人
と
な
っ
た
。

昭
和
四
〇
年
代
に
は
い
る
と
、
全
国
的
な
自
家
用
自
動

車
台
数
の
急
激
な
増
加
で
、
乗
客
が
減
少
し
始
め
、
さ
ら

に
道
路
の
拡
充
が
追
い
つ
か
ず
交
通
渋
滞
が
始
ま
る
と
、

7

一
転
し
て
路
面
電
車
は
都
市
交
通
の
邪
魔
者
扱
い
を
さ
れ

セ行

る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
不
採
算
路
線
か
ら
次
第

道

に
廃
止
さ
れ
始
め
、
昭
和
四
七
年
に
子
飼
橋
線
が
廃
止
さ

“

れ
る
ま
で
そ
れ
が
続
い
た
。
現
在
残
っ
て
い
る
二
路
線
に

一
熊
本
市
の
沿
革

熊
本
市
は
、
明
治
二
二
年
四
月
の
市
制
施
行
当
時
、
面

積
五
･
五
五
姉
、
人
ロ
四
万
二
千
余
人
で
あ
っ
た
が
、
平

成
三
年
の
飽
託
郡
四
町
合
併
を
は
じ
め
と
す
る
一
六
次
に

わ
た
る
市
域
の
拡
大
に
よ
っ
て
、
面
積
は
二
六
六
･
五
禁

人
ロ
は
約
六
六
万
人
ま
で
成
長
し
、
政
令
指
定
都
市
を
除

く
と
全
国
二
番
目
の
人
口
を
持
つ
に
至
っ
た
。
さ
ら
に
、

平
成
八
年
四
月
に
は
、
｢中
核
市
｣
へ
移
行
し
、
名
実
共

に
、
九
州
の
中
央
に
位
置
す
る
地
方
中
核
都
市
と
な
っ
た
。

そ
の
熊
本
市
の
中
心
に
位
置
す
る
の
が
熊
本
城
で
あ
る
。

熊
本
城
は
、
天
正
一
六
年

(
一
五
八
八
年
)
熊
本
入
り
し

た
加
藤
清
正
に
よ
り
、
慶
長
六
年

(
一
六
〇
一
年
)
か
ら

七
年
間
か
け
て
築
城
さ
れ
た
。
近
代
熊
本
の
都
市
形
態
は
、

こ
の
加
藤
清
正
に
よ
る
熊
本
城
を
中
心
と
し
た
城
下
町
の

建
設
に
始
ま
っ
た
。

明
治
に
変
わ
り
、
熊
本
は
九
州
に
お
け
る
政
治
･
軍
事

の
中
心
と
し
て
各
種
の
官
庁
が
置
か
れ
て
い
た
が
、
明
治

一
〇
年
の
西
南
の
役
で
、
市
街
地
は
一
面
焼
け
野
原
と
な

っ
た
。

そ
の
後
、
大
正
一
〇
年

(
一
九
二
一
年
)
周
辺
ニ

カ

町
村
を
合
併
し
、
熊
本
市
の
基
礎
を
固
め
た
後
、
大
正
一

三
年

(
一
九
二
四
年
)
に
は
、
市
電
の
開
通
、
上
水
道
施

設
、
歩
兵
二
三
連
隊
移
転
等
に
よ
っ
て
、
都
市
の
近
代
化
、

市
街
地
の
整
備
と
拡
大
、
電
車
通
り
に
沿
っ
た
都
市
軸
の

形
成
が
図
ら
れ
た
。

二

市
電
の
沿
革

熊
本
市
の
路
面
電
車
は
、
大
正
一
三
年
八
月
一
日
に
、

路
線
長
と
し
て
当
時
の
マ
イ
ル
表
示
で
四
･
三
マ
イ
ル
、
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つ
い
て
も
、
昭
和
五
四
年

(
一
九
七
九
年
)
ま
で
に

は
廃
止
す
る
計
画
が
出
て

い
た
。

し
か
し
、
昭
和
五
一
年

に
、
市
電
の
代
替
案
と
し

て
出
さ
れ
た
モ
ノ
レ
ー
ル

等
の
基
幹
交
通
の
導
入
は

財
政
上
を
始
め
と
す
る
諸

問
題
か
ら
長
期
間
か
か
る

こ
と
、
そ
れ
ま
で
の
暫
定

的
な
交
通
手
段
と
し
て
バ

ス
代
替
等
を
行
っ
た
と
き

の
交
通
渋
滞
の
増
加
、
昭

和
四
八
年
一
〇
月
の
第
一

次
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
に
よ

る
エ
ネ
ル
ギ
i
問
題
、
市

民
の
路
面
電
車
存
続
の
声

等
の
理
由
に
よ
り
、
市
電

廃
止
の
見
直
し
が
行
わ
れ
、

昭
和
五
四
年
に
は
現
在
の

二
路
線
の
存
続
が
決
ま
っ

た
。

三

現
在
の
路
線
概
要
及
び
運
輸
成
績

現
在
残
っ
て
い
る
路
線
は
、
二
号
線

(田
崎
橋
ー
熊
本

駅
i
辛
島
町
-
健
軍
町
)
が
九
･
二
如
、
三
号
線

(上
熊

本
駅
前
i
辛
島
町
-
健
軍
町
)
が
九
･
四
師
で
、
総
路
線

長
は
一
二
･
一
如
で
あ
る
。

熊
本
市
を
走
る
J
R
線
は
、
鹿
児
島
本
線
が
市
街
地
の

西
の
端
を
南
北
に
通
っ
て
お
り
、
豊
肥
本
線
が
南
西
方
向

か
ら
北
東
方
向
に
中
心
部
の
南
側
を
横
切
っ
て
い
る
。
市

電
の
路
線
は
、
熊
本
市
の
西
側
に
あ
る
熊
本
駅
、
上
熊
本

駅
の
二
駅
か
ら
、
熊
本
城
、
市
役
所
の
あ
る
中
心
街
を
と

お
り
、
東
部
の
住
宅
地
へ
と
至

っ
て
い
る
。

熊
本
市
の
人
口
中
心
は
東
側
に
偏
っ
て
お
り
、
現
在
も

東
部
、
北
部
方
面
に
人
口
増
加
が
続
い
て
い
る
。
そ
の
た

め
、
熊
本
駅
、
上
熊
本
駅
、
水
前
寺
駅
で
J
R
と
結
節
し
、

東
部
の
住
宅
地
と
中
心
市
街
地
を
結
ぶ
市
電
の
路
線
は
、

熊
本
市
の
重
要
な
東
西
交
通
軸
を
形
成
し
て
い
る
。

平
成
八
年
度
末
の
運
輸
成
績
に
つ
い
て
は
次
の
通
り
で

あ
る
。

･
営
業
キ
口

三
一
･
一
如

･
在
籍
車
両
数

単
車

三
八
両

二
車
体
連
接
車

四
編
成
八
両

貨

車
三
両

･
年
間
走
行
キ
口

一
、
七
八
六
千
キ
ロ

･
年
間
乗
車
人
員

一
○
、
五
〇
九
千
人

(
一
日
平
均
二
八
、
七
九
四
人
)
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･
運
輸
収
入

一
、
三
三
二
百
万
円

･
使
用
電
力
量

四
、
九
三
二
千
キ
ロ
ワ
ッ
ト

四

路
面
電
車
の
活
性
化

そ
れ
ま
で
廃
止
の
方
向
で
き
た
路
面
電
車
を
活
性
化
さ

せ
る
た
め
次
の
よ
う
な
施
策
を
行
っ
た
。

･
軌
道
敷
内
諸
車
乗
り
入
れ
禁
止
の
措
置

(昭
和
四
九
-

六
三
年
)

･
ラ
ッ
シ
ュ
時
に
於
け
る
二
車
体
連
接
車
の
投
入

(昭
和

五
一
…
五
三
年
)

･
路
面
電
車
で
は
日
本
で
初
め
て
の
冷
房
電
車
の
導
入
(昭

和
五
四
-
五
六
年
)

日本で初めてのV V V Fインバータ電車

･
電
停
上
屋
の
設
置

(昭
和
五
四
年
-
)

･
電
車
接
近
表
示
器
の
設
置
(昭
和
五
五
年
i
平
成
六
年
)

･
軌
条
の
重
軌
条
化

(昭
和
五
五
年
-
)

･
運
転
本
数
の
増
強

(昭
和
五
六
年
-
平
成
七
年
)

･
日
本
で
初
め
て
の
V
V
V
F
イ
ン
バ
ー
タ
電
車
の
導
入

(昭
和
五
七
年
)

･
新
車
の
投
入

(昭
和
五
七
年
…
)

･
バ
ス
四
社
･
電
車
共
通
回
数
券
の
発
行
(昭
和
五
七
年
)

･
電
停
の
改
良

(昭
和
六
三
年
ー
平
成
五
年
)

･
終
車
時
間
の
延
長

(昭
和
六
三
年
i
平
成
五
年
)

･
運
行
管
理
シ
ス
テ
ム
の
導
入

(平
成
元
-
三
年
)

･
電
停
の
ス
ロ
ー
プ
化

(平
成
二
年
-
)

･
一
日
乗
車
券
の
発
行

(平
成
四
年
)

･
市
電
市
バ
ス
乗
継
定
期
･
回
数
券
の
発
行
(平
成
七
年
)

以
上
の
よ
う
な
施
策
を
行
っ
た
結
果
、
平
成
元
年
度
に

乗
客
数
が
最
低
を
記
録
し
て
か
ら
、
平
成
二
年
度
以
降
、

微
増
な
が
ら
乗
客
数
は
連
続
増
加
を
続
け
て
い
る
。
そ
の

一
番
の
要
因
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
昭
和
五
四
年
か

ら
現
在
ま
で
、
数
回
行
っ
て
い
る
連
行
本
数
の
増
加
が
上

げ
ら
れ
る
。
現
在
、
朝
の
ラ
ッ
シ
ュ
時
の
最
多
本
数
区
間

で
は
、
二
分
半
ヘ
ッ
ド
で
連
行
し
、
待
た
ず
に
乗
れ
る
電

車
を
前
面
に
出
し
て
い
る
。
そ
の
他
、
交
通
渋
滞
の
激
化

に
と
も
な
う
バ
ス
の
定
時
制
の
悪
化
に
よ
っ
て
、
東
部
の

市
電
の
終
点
で
は
、
バ
ス
か
ら
乗
り
換
え
る
お
客
様
が
増

え
て
い
る
。

五

低
床
車
の
導
入

更
な
る
活
性
化
を
図
る
た
め
、
平
成
二
年
、
㈱
日
本
交

通
計
画
協
会
の
自
主
研
究
で
、
鉄
道
関
連
会
社
等
二
〇
社

が
集
ま
り
発
足
し
た
L
R
T
研
究
部
会
の
紹
介
で
、
路
面

電
車
の
活
性
化
、
高
速
軌
道
化
に
つ
い
て
研
究
を
始
め
た

と
こ
ろ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
始
め
世
界
各
地
で
路
面
電
車
の

高
規
格
化
さ
れ
た
L
R
T
と
い
う
交
通
シ
ス
テ
ム
が
復
活

し
て
お
り
、
こ
の
L
R
T
が
市
電
の
将
来
の
姿
と
し
て
一

番
最
適
で
は
な
い
か
と
判
断
を
し
た
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
の
都
市
交
通
は
、
自
動
車
交
通
の
増

大
に
伴
う
排
ガ
ス
･
騒
音
に
よ
る
環
境
の
悪
化
、
交
通
渋

滞
に
よ
る
市
街
地
の
衰
退
等
の
経
済
的
損
失
が
深
刻
に
な

っ
て
き
た
た
め
、
電
気
を
使
用
し
た
鉄
軌
道
系
公
共
交
通

機
関
の
整
備
と
利
用
率
の
ア
ッ
プ
が
急
務
と
な
っ
た
。

し
か
し
、
大
都
市
以
外
で
は
、
地
下
鉄
等
の
大
量
輸
送

機
関
の
導
入
は
、
投
資
額
の
大
き
さ
や
採
算
性
の
問
題
で

無
理
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
中
量
輸
送
機
関
と
し
て
見

直
さ
れ
て
き
た
の
が
、
そ
れ
ま
で
廃
止
さ
れ
続
け
て
き
た

路
面
電
車
で
あ
る
。

今
ま
で
の
路
面
電
車
は
、
表
定
速
度
が
低
い
、
輸
送
量

が
小
さ
い
、
停
留
所
と
車
両
の
段
差
が
大
き
い
等
の
欠
点

"

が
あ
っ
た
。
そ
の
欠
点
を
改
善
し
た
の
が
、
新
し
い
交
通

セ行

シ
ス
テ
ム
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
L
R
T
で
あ
る
。
道

で
き
る
限
り
専
用
軌
道
化
を
図
り
、
電
車
優
先
信
号
を
導

2　
　

入
し
て
表
定
速
度
を
上
げ
、
三
-
六
両
編
成
に
し
て
輸
送



量
を
上
げ
て
い
っ
た
。

も
う
一
つ
の
欠
点
で
あ
る
停
留
所
と
車
両
の
段
差
に
つ

い
て
は
、
停
留
場
の
高
さ
を
上
げ
る
か
、
車
両
の
床
を
低

く
す
る
か
、
二
通
り
の
方
向
で
改
善
さ
れ
て
い
っ
た
。
一

九
八
四
年
、
ス
イ
ス
の
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
に
お
い
て
、

一
部
を

低
床
化
し
た
二
車
体
連
接
車
が
初
め
て
登
場
し
た
。
そ
の

後
、
一
九
八
七
年
に
フ
ラ
ン
ス
の
グ
ル
ノ
ー
ブ
ル
で
路
面

電
車
が
L
R
T
と
し
て
復
活
し
、
成
功
を
収
め
た
。
そ
の

と
き
導
入
さ
れ
た
の
が
、
ス
タ
イ
ル
も
洗
練
さ
れ
、
客
室

の
七
0
%
が
低
床
の
三
車
体
連
接
車
で
あ
る
。

し
か
し
、
後
乗
り
に
し
ろ
、
前
乗
り
に
し
ろ
、
必
ず
運

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
100 % 低床車 ストラスブール (フランス)

転
士
の
横
を
通
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
日
本
の
路
面
電
車

の
運
賃
収
受
シ
ス
テ
ム
で
は
、
室
内
に
も
段
差
が
な
い
一

〇
0
%
の
低
床
車
両
で
な
い
と
導
入
意
義
が
半
減
す
る
た

め
、
一
〇
0
%
低
床
電
車
の
導
入
に
つ
い
て
検
討
を
始
め
た
。

最
初
、
日
本
の
メ
ー
カ
ー
へ
開
発
の
可
能
性
に
つ
い
て

打
診
を
行
な
っ
た
が
、
そ
の
回
答
は
、
投
資
額
に
比
較
し

て
日
本
の
路
面
電
車
の
車
両
数
が
少
な
い
の
で
、
開
発
は

難
し
い
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
国
内
で
の
一

〇
0
%
低
床
車
の
開
発
は
、
諦
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

平
成
五
年
、
㈱
新
潟
鐵
工
所
と
ド
イ
ツ
の
車
両
メ
ー
カ

ー
で
あ
る
A
E
G

(現
A
D
ト
ラ
ン
ツ
)
が
業
務
提
携
を

行
い
、
新
潟
鐵
工
所
が
日
本
向
け
の
車
体
の
設
計
変
更
と

車
体
製
作
、
ぎ
装
･
組
立
工
事
を
行
い
、
台
車
と
電
機
品

は
A
E
G
が
供
給
す
る
一
〇
0
%
低
床
電
車
の
提
案
が
出

さ
れ
た
。

当
時
、
建
設
省
･
運
輸
省
で
も
L
R
T
に
つ
い
て
研
究

を
さ
れ
、
今
後
の
地
方
中
核
都
市
の
都
市
内
交
通
と
し
て

L
R
T
も
候
補
に
上
げ
ら
れ
る
と
い
う
考
え
を
持
た
れ
て

い
る
と
き
で
あ
っ
た
の
で
、
そ
れ
が
追
い
風
と
な
り
、
こ

の
低
床
電
車
を
日
本
で
走
行
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
見
通

し
が
立
っ
た
。
そ
こ
で
、
平
成
八
年
六
月
新
潟
鐵
工
所
と

車
両
の
製
造
契
約
を
結
ん
だ
。

六

低
床
車
の
概
要

基
本
的
な
車
両
構
造
は
、
ド
イ
ツ
で
走
行
し
て
い
る
車

両
の
仕
様
を
そ
の
ま
ま
使
用
し
、
日
本
向
け
に
は
次
項
で

述
べ
る
よ
う
な
設
計
変
更
を
行
っ
て
い
る
。

=

ド
イ
ツ
仕
様
の
車
両
概
要

①

性
能

a

加
速
度

一
･
三
m
/
s

=
四
･
七
蝋
/
h
/
s

b

常
用
減
速
度

一
･
三
m
/
s

肛
四
･
七
如
/
h
/
s

c

非
常
減
速
度

二
･
七
m
/
s

封
九
･
七
如
/
h
/
s

d

最
高
速
度

七
〇
畑
/
h

e

最
小
回
転
半
径

一
八
m

道イテセ 97.8 23



f

標
準
登
坂
力

八
○
搖

②

車
体

前
端
部
な
い
し
は
後
端
部
、
中
間
部
、
連
結
部
の

三
種
類
の
モ
ジ
ュ
ー
ル
構
造
で
あ
り
、
こ
の
組
み
合

わ
せ
に
よ
り
ニ
ー
四
車
体
連
接
車
が
可
能
で
あ
る
。

③

台
車

車
体
重
量
の
軽
減
と
、
急
曲
線
で
の
車
体
偏
倚
量

を
小
さ
く
す
る
た
め
、
一
車
体
一
台
車
方
式
で
あ
る
。

こ
の
方
式
は
ド
イ
ツ
で
二
〇
年
以
上
前
か
ら
使
用
さ

れ
て
お
り
、
低
床
に
す
る
た
め
に
特
別
に
開
発
さ
れ

た
方
式
で
は
な
い
。

揺
れ
装
置
は
、
ポ
ス
タ
ル
レ
ス
で
、
枕
ば
ね
、
軸

ば
ね
は
ゴ
ム
ば
ね
を
使
用
し
て
い
る
。

車
輪
は
、
タ
イ
ヤ
と
ボ
ス
の
間
に
ゴ
ム
を
挟
み
込

み
、
ボ
ル
ト
ナ
ッ
ト
で
締
め
付
け
た
弾
性
車
輪
を
使

用
し
て
い
る
。

④

ブ
レ
ー
キ
装
置

ブ
レ
ー
キ
の
種
類
は
回
生
･
発
電
併
用
電
気
ブ
レ

ー
キ
、
ば
ね
作
用
油
圧
弛
め
デ
ィ
ス
ク
ブ
レ
ー
キ
、

ト
ラ
ッ
ク
ブ
レ
ー
キ
の
三
種
類
で
あ
る
。

回
生
･
発
電
併
用
電
気
ブ
レ
ー
キ
は
、
架
線
電
圧

が
六
六
0
V
i
七
二
0
V

(調
整
可
能
)
ま
で
は
回

生
を
し
、
そ
れ
以
上
に
な
る
と
発
電
に
切
り
換
わ
る
。

ば
ね
作
用
油
圧
弛
め
デ
ィ
ス
ク
ブ
レ
ー
キ
は
、
ブ

レ
ー
キ
シ
リ
ン
ダ
ー
本
体
は
主
電
動
機
横
、
デ
ィ
ス

ク
は
主
電
動
機
軸
端
に
取
り
付
け
ら
れ
て
い
る
。
制

動
時
は
、
ば
ね
圧
で
シ
リ
ン
ダ
ー
を
押
し
、
パ
ッ
ド

ブ
レ
ー
キ
を
使
用
し
、
そ
れ
以
下
に
な
る
と
バ
ネ
ブ

で
デ
ィ
ス
ク
を
挟
み
込
む
。
弛
め
る
と
き
は
、
ば
ね

レ
ー
キ
が
立
ち
上
が
り
、
停
止
す
る
。
停
止
中
は
、

圧
以
上
の
油
圧
で
シ
リ
ン
ダ
ー
を
押
し
戻
し
パ
ッ
ド

を
弛
め
る
。

ト
ラ
ッ
ク
ブ
レ
ー
キ
は
、
台
車
左
右
の
動
輪
と
従

輪
の
間
に
配
置
し
て
あ
り
、
二
四
V
バ
ッ
テ
リ
ー
か

ら
供
給
さ
れ
る
電
流
で
電
磁
石
と
な
り
、
レ
ー
ル
に

吸
着
す
る
。

常
用
ブ
レ
ー
キ
は
、
速
度
五
m
/
h
ま
で
は
電
気

'黎繊麗
類
松

彬繃
ぷ
交
景

　

　
　

レ
ー
キ
が
立
ち
上
が
り
、
停
止
す
る
。
停
止
中
は
、

バ
ネ
ブ
レ
ー
キ
は
作
用
し
た
状
態
の
ま
ま
で
あ
る
。

非
常
プ
レ
!
キ
は
、
電
気
ブ
レ
ー
キ
、
バ
ネ
ブ
レ

ー
キ
、
ト
ラ
ッ
ク
ブ

レ
ー
キ
全
て
を
作
用
さ
せ
る
。

⑤

主
回
路
･
制
御
回
路

主
電
動
機
は
、
出
力
一
〇
〇
州
の
三
相
交
流
非
同

期
電
動
機
で
、
車
体
中
央
よ
り
の
座
席
下
に
装
架
さ

れ
、

一
車
体
に
一
個
つ
い
て
い
る
。

制
御
装
置
は
、
空
冷
式
I
G
B
T
周
波
数
変
換
装

置
D
A
S
U
5
を
使
用
し
た
、
-
-レ
ベ
ル
V
V
V
F

原
理
で
作
動
す
る
パ
ル
ス
イ
ン
バ
ー
タ
で
、
一
イ
ン

バ
ー
タ

ー
モ
ー
タ
方
式
で
あ
る
。

主
幹
制
御
器
は
、
バ
ー
型
の
ワ
ン
ハ
ン
ド
ル
で
、

力
行
は
手
前
、
ブ
レ
ー
キ
は
先
へ
倒
す
。
上
部
に
は

デ
ッ
ド
マ
ン
機
能
用
の
ボ
ー
ル
が
付
い
て
お
り
、
押

す
こ
と
に
よ
っ
て
デ
ッ
ド
マ
ン
機
能
を
殺
す
よ
う
に

な

っ
て
い
る
。

②

熊
本
で
の
設
計
変
更
点

①

熊
本
で
使
用
す
る
場
合
の
車
両
性
能

a

加
速
度

二
･
五
畑
/
h

b

常
用
減
速
度

四
･
六
m
/
h

97

c

非
常
減
速
度

五
･
0
虹
/
h

セ行

d

最
高
速
度

四
〇
如
/
h

道

e

最
小
回
転
半
径

三
一
.
二
九
m

“

f

最
急
勾
配

四
六
･
五
搖



交通局前電停の乗降風景

②

車
体

電
停
の
長
さ
、
ワ
ン
マ
ン
運
転
を
考
慮
し
て
、
車

両
編
成
と
し
て
は
二
車
体
連
接
車
を
採
用
し
た
。
二

車
体
車
の
製
作
は
始
め
て
で
あ
っ
た
が
、
基
本
的
に

は
モ
ジ
ュ
ー
ル
設
計
で
あ
る
の
で
、
問
題
は
な
か
っ

た
。
し
か
し
、
屋
根
上
面
積
が
少
な
く
な
る
た
め
、

機
器
配
置
の
工
夫
が
必
要
で
あ
っ
た
。

ド
イ
ツ
で
標
準
の
座
席
配
置
は
、
二
人
掛
け
と
一

人
掛
け
の
ク
ロ
ス
シ
ー
ト
が
左
右
の
タ
イ
ヤ
ハ
ウ
ス

の
上
に
あ
る
が
、
二
人
掛
け
シ
ー
ト
を

一
人
掛
け
シ

ー
ト
と
し
、
そ
の
か
わ
り
シ
ー
ト
の
幅
を
標
準
よ
り

一
〇
〇
圏
程
度
大
き
く
し
て
、
ゆ
っ
た
り
と
し
た
座

席
と
な

っ
て
い
る
。

扉
は
、
前
方
扉
を
降
り
口
、
中
間
扉
を
ツ
ー
マ
ン

時
に
は
乗
降
口
、
ワ
ン
マ
ン
時
に
は
乗
り
口
と
し
た
。

ド
イ
ツ
で
の
車
両
は
右
側
通
行
の
た
め
、
運
転
席

機
器
の
左
右
を
入
れ
替
え
、
右
側
に
主
幹
制
御
器
が

く
る
よ
う
に
し
た
。

　

　
　

　

　
　

さ
一

高

さ
の
高
差

停

ロ

電

入

③

ブ
レ
ー
キ
装
置

欧
米
で
は
車
内
転
倒
事
故
よ
り
車
外
で
の
衝
突
を

避
け
る
た
め
、
約
一
〇
如
/
h
/
s
と
い
う
高
減
速

度
を
標
準
と
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
ト
ラ
ッ
ク
ブ

レ
ー
キ
の
装
備
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
日
本
で

は
、
車
内
転
倒
事
故
の
回
避
も
重
要
で
あ
る
の
で
、

欧
米
ほ
ど
の
高
減
速
度
の
採
用
は
さ
れ
て
い
な
い
。

従
っ
て
非
常
ブ
レ
ー
キ
で
も
ト
ラ
ッ
ク
ブ
レ
ー
キ
を

使
わ
ず
、
保
安
ブ
レ
ー
キ
と
し
て
の
み
使
用
す
る
よ

う
に
し
た
。

④

冷
房
装
置

ド
イ
ツ
で
の
標
準
は
、
運
転
席
の
エ
ア
コ
ン
と
、

客
室
用
の
換
気
装
置
で
あ
っ
た
の
で
、
日
本
向
け
に

換
気
装
置
の
ス
ペ
ー
ス
に
冷
房
装
置
の
室
外
機
を
取

り
付
け
、
室
内
機
は
直
吹
き
出
し
の
露
出
型
を
採
用

し
た
。

七

こ
れ
か
ら
の
路
面
電
車

現
在
、
建
設
省
･
運
輸
省
･
国
土
庁
等
の
国
を
始
め
、

路
面
電
車
の
残
っ
て
い
る
都
市
の
都
市
計
画
部
門
、
路
面

電
車
事
業
者
等
、
い
ろ
い
ろ
な
場
所
で
L
R
T
を
含
め
た

路
面
電
車
の
役
割
が
研
究
さ
れ
て
お
り
、
地
方
中
核
都
市

に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
、
大
都
市
に
お
い
て
も
そ
の
有
効

性
が
認
識
さ
れ
始
め
て
い
る
。

熊
本
に
お
い
て
も
、
九
州
地
方
建
設
局
･九
州
運
輸
局
･

熊
本
県
･
熊
本
市
･
交
通
事
業
者
･
学
識
経
験
者
等
か
ら

な
る

｢熊
本
都
市
圏
公
共
交
通
検
討
専
門
委
員
会
｣
が
、

　　

平
成
九
年
三
月
に
ま
と
め
た
報
告
書
の
中
に
、
熊
本
都
市

2

圏
交
通
に
お
け
る
路
面
電
車
の
役
割
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
8

そ
の
中
で
、
熊
本
都
市
圏
の
将
来
的
な
基
幹
交
通
と
し

セ

て
は
･
L
R
T
か
ガ
イ
ド
ウ
ェ
イ
バ
ス
が
有
効
で
あ
る
と

断

さ
れ
、
路
面
電
車
に
つ
い
て
は
、
電
停
間
隔
の
見
直
し
や

電
車
優
先
信
号
の
導
入
等
に
よ
り
表
定
速
度
を
上
げ
、
超

低
床
電
車
の
導
入
で
バ
リ
ヤ
フ
リ
ー
を
実
現
し
て
い
く
等
、

順
次
グ
レ
ー
ド
ア
ッ
プ
を
図
っ
て
い
く
こ
と
が
望
ま
し
い

と
報
告
さ
れ
た
。

し
か
し
、
そ
れ
ら
を
実
現
し
て
い
く
た
め
に
は
、
各
事

業
者
が
現
在
ま
で
行
な
っ
て
き
た
路
面
電
車
の
活
性
化
方

策
だ
け
で
は
不
可
能
で
あ
る
。
国
、
県
、
市
等
の
財
政
的

支
援
の
強
化
、
セ
ル
フ
チ
ケ
ッ
ト
制
の
導
入
等
の
運
賃
制

度
の
見
直
し
に
よ
る
利
便
性
の
向
上
、
市
中
心
部
へ
の
自

動
車
乗
り
入
れ
禁
止
や
ト
ラ
ン
ジ
ッ
ト
モ
ー
ル
の
形
成
等

の
行
政
レ
ベ
ル
で
の
自
動
車
交
通
の
抑
制
、
バ
ス
の
フ
ィ

ー
ダ
ー
機
能
強
化
の
た
め
の
バ
ス
網
の
再
編
等
を
行
な
い
、

軌
道
系
公
共
交
通
を
基
幹
交
通
と
し
た
都
市
交
通
を
考
え

て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

最
後
に
、
超
低
床
電
車
の
営
業
運
転
は
、
八
月
二
日
か

ら
、
平
日
で
二
号
線
を
一
日
五
-
七
往
復
、
三
号
線
を
二

往
復
運
行
予
定
し
て
い
る
が
、
市
民
の
皆
様
に
路
面
電
車

の
良
さ
を
理
解
し
て
い
た
だ
き
、
市
電
が
熊
本
の
基
幹
交

通
と
し
て
よ
り
一
層
発
展
す
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
。

(熊
本
市
交
通
局
電
車
課
技
術
主
幹
)



　
　
　
　
　
　
　
　　
　
　
　
　　
　
　
　　
　
　
　
　
　
　　
　
　
　
　

特
集
/
路
面
電
車

路
面
電
車
⑭
活
性
化
膚
策

中

尾

正
俊

こ
の
よ
う
な
な
か
、
昭
和
五
八
年

(
一
九
八
三
年
)
-

0
月
に
は
、
全
国
路
面
軌
道
連
絡
協
議
会

(略
称
…
全
軌

協
)
を
発
足
さ
せ
、
年
一
回
の
総
会

(経
営
者
会
議
)
や

土
木
電
気
部
会
、
運
転
車
両
部
会
、
専
門
委
員
会
等
の
活

動
を
通
じ
て
路
面
電
車
の
経
営
や
維
持
管
理
、
活
性
化
対

策
な
ど
の
諸
問
題
を
協
議
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ

の
一
〇
年
間
サ
ー
ビ
ス
水
準
を
向
上
さ
せ
る
た
め
に
、
新

造
車
両
の
製
作
、
車
両
の
冷
房
化
、
電
停
の
美
装
化
、
上

屋
や
安
全
柵
の
設
置
、
電
車
ロ
ケ
!
シ
ョ
ン
シ
ス
テ
ム
の

導
入
、
電
車
接
近
表
示
器
の
設
置
、
平
面
電
停
の
島
状
化
、

連
行
回
数
増
加
な
ど
厳
し
い
経
営
環
境
の
中
で
、
数
々
の

"

活
性
化
施
策
を
実
施
し
て
き
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

虎

こ
の
よ
う
な
積
極
的
な
活
性
化
対
策
を
実
施
し
て
い
る

道

路
線
で
は
、
利
用
客
が
増
加
し
て
く
る
な
ど
効
果
が
表
れ

6　
　

て
き
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
全
般
的
に
見

は
じ
め
に

日
本
の
路
面
電
車
は
、
明
治
二
八
年
二
月
一
日
京
都
電

気
鉄
道
㈱
に
よ
っ
て
、
初
め
て
営
業
を
開
始
し
て
以
来
、

今
年
で
一
〇
三
年
目
を
迎
え
た
。

戦
後
の
最
盛
期
に
は
、
五
五
都
市
に
総
営
業
キ
口
数
約

一
、
四
○
○
如
、
旅
客
輸
送
人
員
約
二
六
億
人
/
年
の
事

業
規
模
を
有
し
た
が
、
昭
和
三
〇
年
代
後
半
か
ら
の
事
業

規
模
縮
小
に
よ
り
、
現
在
で
は
二
〇
都
市
、
総
営
業
キ
口

数
約
二
四
八
如
、
旅
客
輸
送
人
員
約
二
･
四
億
人
/
年
ま

で
減
少
し
て
い
る

(本
誌
2
ペ
ー
ジ
図
ー
･
2
参
照
)。

路
面
電
車
は
、
利
便
性
や
経
済
性
に
優
れ
、
排
気
ガ
ス

に
よ
る
環
境
汚
染
も
な
く
、
有
効
な
都
市
交
通
手
段
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
根
幹
で
あ
る
イ
ン
フ
ラ
部
分
の
整
備
に
お

い
て
、
唯
一
公
的
機
関
か
ら
の
支
援
が
な
く
、
民
間
事
業

者
自
ら
に
よ
る
管
理

･
運
営
に
な

っ
て
い
る
。

現
在
、
都
市
交
通
機
関
と
し
て
の
サ
ー
ビ
ス
水
準
を
高

め
る
た
め
に
、
懸
命
の
活
性
化
対
策
を
実
施
し
て
い
る
が
、

自
助
努
力
に
よ
る
活
性
化
に
は
限
界
が
あ
り
、
そ
の
経
営

環
境
は
相
当
厳
し
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
現
在

の
路
面
電
車
の
現
状
と
活
性
化
方
策
を
紹
介
し
た
い
。

一

日
本
の
路
面
電
車
の
推
移
と
現
状

現
在
の
路
面
電
車
の
事
業
者
数
は
、
公
営
五
局
、
民
営

一
五
社
の
合
わ
せ
て
二
〇
事
業
者
と
な
っ
て
い
る
。
昭
和

四
四
年
か
ら
五
三
年
に
か
け
て
、
事
業
規
模
の
大
き
な
六

都
市

(東
京
･
大
阪
･
名
古
屋
･
京
都
･
横
浜
･
神
戸
)

の
公
営
路
面
電
車
が
東
京
都
交
通
局
の
荒
川
線
を
除
い
て

す
べ
て
廃
止
さ
れ
た
た
め
、
現
在
の
事
業
者
は
民
営
が
多

く
を
占
め
る
状
況
に
な

っ
て
い
る
。



る
と
、
①
道
路
事
情
に
よ
っ
て
は
、
軌
道
敷
地
内
へ
の
自

動
車
乗
り
入
れ
で
電
車
運
行
の
定
時
性
が
保
て
な
い
、
②

平
面
電
停
の
島
状
化
が
出
来
ず
に
利
用
客
の
安
全
性
が
保

て
な
い
、
③
軌
道
改
修
の
修
繕
費
が
か
さ
む
た
め
に
乗
り

心
地
の
改
善
が
進
ま
な
い
な
ど
、
な
か
な
か
活
性
化
が
進

展
し
な
い
状
況
に
あ
る
。
ち
な
み
に
、
最
近
一
〇
年
間
の

全
軌
協
加
入
事
業
者
の
事
業
推
移
は
表
1
に
示
す
と
お
り

で
あ
り
、
全
軌
協
発
足
後
の
不
採
算
路
線
の
整
理
･
統
合

の
状
況
は
表
2
に
示
す
と
お
り
で
あ
る
。

一
方
、
こ
の
一
〇
年
間
、
欧
米
で
は
道
路
渋
滞
に
よ
る

環
境
汚
染
や
都
心
部
の
衰
退
対
策
と
し
て
、
路
面
電
車
の

新
設
や
復
活
を
検
討
し
、
実
現
し
て
い
る
状
況
を
見
る
に

つ
け
、
我
が
国
の
状
況
と
は
格
段
の
違
い
を
感
じ
ざ
る
を

え
ふな
い
。

最近の路線廃止一覧

廃止年月 事 業 者 名 廃止延長(km)

昭和60年 9月 鹿児島市交通局 靴
平成 4 年 3月 新潟交通 (株) 軌道線 芻

4 年 4月 函館市交通局 “
4 年10月 西日本鉄道 (株) 北九州線 吻

事業規模の比較

年 度

業
数
社

事
者
偏

業
数
)

ロ

紐

営

キ

( 鰺
数

)

両

両

車

(

昭和61年度ぐ85) 20 猟 獲
891

平成 7 年度ぐ95) 19 猟 幼
792

一
一
路
面
電
車
存
続
の
定
め
取
り
組
ん
で
き
を

施
策

の

利
用
促
進
の
た
め
の
施
策

①

路
面
電
車
運
行
状
況
表
示
装
置
の
導
入

路
面
電
車
の
運
行
状
況
を
把
握
し
て
運
行
の
適
正

ケーション)

示
示
苅

写真 1 広島電鉄㈱の電車接近表示器
(上)と路面電車運行状況表示

化
を
図
る
と
と
も
に
、
利
用
者
へ
は
行
先
別
の
電
車

7
′

の
接
近
を
知
ら
せ
て
電
車
待
ち
の
イ
ラ
イ
ラ
を
解
消

2

す
る
た
め
、
運
行
状
況
表
示
装
置

(電
車
ロ
ケ
ー
シ

8　

ヨ
ン
)
を
導
入
し
て
、
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
を
図

っ
て

9道行セ 97,8

い
る

(写
真
1
)。

②

電
停
の
整
備

平
面
電
停
の
島
状
化
、
島
式
電
停
の
美
装
化
、
電

停
上
屋
の
設
置
、
電
停
安
全
柵
設
置
等
電
停
の
整
備

を
促
進
し
、
利
用
者
の
安
全
と
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
を

図

っ
て
い
る

(写
真
2
)
。

饑礬鎌癒さミ 〉 き灘溌さがさ賤爽礬継ぎ恥
写真 2 スロープ、 上屋、 柵、 電車接近表示器を設備



写真 3 岡山電気軌道㈱の新型車両と女性運転士

③

車
両
の
冷
房
化

時
代
の
ニ
ー
ズ
に
合
わ
せ
て
車
両
の
冷
房
化
を
図

り
、
利
用
者

へ
の
サ
ー
ビ
ス
向
上
に
努
め
て
い
る
。

④

新
造
車
両
の
導
入

省
エ
ネ
、
低
振
動
、
低
騒
音
で
乗
り
心
地
の
良
い

新
造
車
両
を
導
入
し
、
快
適
な
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
を

図
っ
て
い
る

(写
真
3
)
。

⑤

鉄
･
軌
道
直
通
相
互
乗
り
入
れ

広
島
電
鉄
㈱
や
名
古
屋
鉄
道
㈱
で
は
、
市
内
線
と

郊
外
線
を
直
通
で
乗
り
入
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
乗
り

換
え
の
不
便
が
解
消
し
た
と
好
評
で
利
用
客
の
増
加

に
つ
な
が
っ
て
い
る

(写
真
4
)。

写真 4 鉄道区間に乗り入れ、宮島に向かう
広島電鉄㈱の 3両連接路面電車

⑥

ユ
ニ
ー
ク
車
両
の
導
入

広
島
電
鉄
㈱
で
は
、
昭
和
四
○
-
五
〇
年
代
に
か

け
て
、
ワ
ン
マ
ン
化
を
実
施
す
る
べ
く
、
国
内
の
他

都
市
の
大
型
車
両
や
、
ド
イ
ツ
よ
り
三
両
連
接
車
等

を
譲
り
受
け
て
連
行
さ
せ
た
と
こ
ろ
、
動
く
交
通
博

物
館
と
い
わ
れ
、
路
面
電
車
ブ
ー
ム
の
呼
び
水
と
な

り
、
市
民
に
親
し
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

(写
真

5
)
0最

近
で
は
、
土
佐
電
気
鉄
道
㈱
が
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
、

オ
ラ
ン
ダ
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
ド
イ

ツ
等
世
界
の
路
面
電
車
を
集
め
て
運
行
し
て
お
り
、

人
気
を
博
し
て
い
る
o

⑦

イ
ベ
ン
ト
電
車
の
連
行

慈
広島電鉄㈱のドイツ ･ ドルトムント市の

3両連接路面電車
礬

ビ
ー
ル
電
車
、
カ
ラ
オ
ケ
電
車
、
七
夕
電
車
、
風

鈴
電
車
、
ク
リ
ス
マ
ス
電
車
、
デ
ィ
ナ
ー
電
車
等
各

社
独
自
の
イ
ベ
ン
ト
電
車
の
連
行
を
し
て
、
電
車
へ

の
親
し
み
や
楽
し
さ
を
提
供
し
て
、
地
域
に
密
着
し

た
路
面
電
車
づ
く
り
に
努
力
し
た
結
果
、“路
面
電
車

を
初
め
て
利
用
し
た
が
、
と
て
も
楽
し
く
て
よ
か
っ

餅

た
"
と
、
お
客
様
に
評
判
も
良
く
、
利
用
客
の
増
加

セ行

に
つ
な
が
っ
て
い
る
。

道第



写真 6 広島市内の軌道敷内自動車乗り入れ禁止状況

の

走
行
環
境
改
善
の
た
め
の
整
備

①

軌
道
敷
内
自
動
車
の
乗
り
入
れ
禁
止

軌
道
敷
内
に
自
動
車
が
進
入
し
て
、
路
面
電
車
の

連
行
効
率
を
低
下
さ
せ
て
い
た
の
で
、
軌
道
敷
内
自

動
車
乗
り
入
れ
禁
止
措
置
を
公
安
委
員
会
が
実
施
し

て
以
来
、
定
時
連
行
が
回
復
さ
れ
利
用
者
が
増
加
し
、

再
び
信
頼
さ
れ
る
都
市
交
通
機
関
と
し
て
見
直
さ
れ

て
き
た

(写
真
6
)
。

②

交
差
点
軌
道
敷
内
停
止
禁
止
ゾ
ー
ン
の
設
置

交
差
点
の
軌
道
敷
内
で
、
右
折
自
動
車
が
停
止
し

て
路
面
電
車
連
行
の
障
害
と
な
っ
て
い
た
の
で
、
右

折
車
を
軌
道
敷
外
で
待
機
さ
せ
る
道
路
表
示
を
実
施

以
来
、
ス
ム
ー
ズ
な
運
行
と
、
自
動
車
と
の
事
故
防

止
に
寄
与
し
て
い
る

(写
真
7
)。

③

電
車
優
先
信
号

交
通
信
号
が
電
車
の
連
行
を
感
知
す
る
と
、
青
信

号
を
通
常
よ
り
長
く
持
続
さ
せ
、
電
車
の
連
行
を
ス

ム
ー
ズ
に
さ
せ
る
電
車
優
先
信
号
化
の
実
施
以
後
、

電
車
連
行
の
効
率
ア
ッ
プ
に
つ
な
が

っ
て
い
る
。

写真 7 広島市内の交差点軌道敷内停止禁止ゾーン

三

二
一世
紀
に
向
け
を
路
面
電
車
の
活
性
化

“

方
策

利
用
者
に
便
利
な
公
共
交
通
機
関
と
す
る
こ
と
が
、
目

セ

動
車
依
存
社
会
か
ら
公
共
交
通
機
関
利
用
に
つ
な
が
る
近

新

道
で
あ
る
。

二
一
世
紀
に
向
け
た
新
し
い
ま
ち
づ
く
り
を
計
画
す
る

際
に
は
、
新
し
い
シ
ス
テ
ム
の
乗
り
降
り
し
や
す
い
快
適

な
路
面
電
車
の
導
入
と
、
既
存
都
市
交
通
の
走
行
環
境
や

施
設
改
善
を
図
り
、
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
拡
充
と
、
交

通
結
節
点
の
整
備
を
充
実
さ
せ
る
な
ど
、
活
性
化
を
図
る

こ
と
が
最
も
大
切
と
思
わ
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
軌
道
事
業
者

が
望
む
、
そ
の
具
体
的
活
性
化
方
策
は
次
の
と
お
り
で
あ

"る
0の

ま
ち
づ
く
り
か
ら
の
活
性
化
方
策

①

支
援
制
度
の
確
立

都
市
交
通
機
関
の
選
択
肢
に
路
面
電
車
を
新
し
い

交
通
シ
ス
テ
ム
と
し
て
位
置
付
け
、
支
援
制
度
の
確

立
を
図
る
。

②

軌
道
の
新
設
･
延
伸
･
移
設
で
再
編
成

都
市
開
発
を
進
め
る
際
に
は
、
既
存
の
交
通
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
を
再
検
討
し
、
軌
道
の
新
設
･
延
伸
･
移

設
等
、
思
い
切
っ
た
交
通
網
の
再
編
成
を
行
い
、
利

用
者
の
利
便
を
向
上
さ
せ
、
ま
ち
の
活
性
化
を
図
る
。

③

便
利
な
交
通
結
節
点
の
ア
ク
セ
ス

交
通
結
節
点
は
で
き
る
だ
け
歩
行
距
離
を
短
く
し



て
容
易
に
乗
り
換
え
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
。
例
え

②

設
備
面
か
ら
見
た
活
性
化
方
策

ば
J
R
駅
前
に
乗
り
入
れ
た
り
、
同
一
ホ
ー
ム
で
バ

①

電
停
の
グ
レ
ー
ド
ア
ッ
プ
ヒ

ス
に
乗
り
換
え
が
で
き
る
な
ど
便
利
な
ア
ク
セ
ス
と

し
、
設
備
も
動
く
歩
道
、
エ
ス
カ
レ
ー
タ
!
等
を
充

実
さ
せ
、
極
力
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
を
図
っ
て
、
人
に

や
さ
し
く
･
便
利
な
結
節
点
と
す
る
。

④

都
心
の
ト
ラ
ン
ジ

ッ
ト
モ
ー
ル
化

都
心
に
ゆ
と
り
と
潤
い
と
憩
い
を
創
造
す
る
ト
ラ

ン
ジ
ッ
ト
モ
ー
ル
化
が
欧
米
で
は
盛
ん
で
あ
る
。
ま

ち
の
に
ぎ
わ
い
を
取
り
戻
す
商
業
化
の
切
り
札
と
し

て
、
日
本
に
お
い
て
も
導
入
が
期
待
さ
れ
る

(写
真

8
)0

ドイツ ･ボン市内のトランジットモール
(大野眞一氏提供)

①

電
停
の
グ
レ
ー
ド
ア
ッ
プ
化

o
幅
員
一
･
五
m
以
上

車
椅
子
、
乳
母
車
等
の
対
応
や
公
衆
電
話
、
切

符
･
カ
ー
ド
自
販
機
、
簡
易
ベ
ン
チ
等
の
設
置

ス
ペ
ー
ス
確
保
の
た
め
必
要
。

o
長
さ
三
0
m

電
車
二
両
分
及
び
三
両
連
接
車
対
応
の
た
め
必

要
。

0
高
さ
三
0
釦

低
床
車
両
の
ス
テ
ッ
プ
高
さ
と
同
等
と
し
て
、

車
椅
子
が
介
添
者
な
し
で
自
力
で
乗
り
込
め
る

高
さ
が
必
要
。

o
そ
の
他

･
旅
客
上
屋
は
停
留
所
全
面
と
す
る
。
背
板
は
自
動

車
の
視
界
を
妨
げ
な
い
よ
う
透
明
強
化
ガ
ラ
ス
、

降
雪
地
域
で
は
電
停
に
シ
ェ
ル
タ
ー
を
設
置
す
る
。

･
車
椅
子
、
乳
母
車
等
移
動
制
約
者
の
た
め
、
出
入

ロ
は
ス
ロ
ー
プ
化
し
、
お
年
寄
り
向
け
に
手
摺
を

設
置
す
る
。

･
電
停
床
面
は
明
る
い
雰
囲
気
の
出
る
ノ
ン
ス
リ
ッ

プ
系
タ
イ
ル
や
レ
ン
ガ
貼
り
と
す
る
。

･
上
屋
照
明
は
電
停
の
視
認
性
の
向
上
に
役
立
つ
の

で
、
上
屋
全
面
に
取
り
付
け
る
。

･
停
留
所
名
、
路
線
案
内
図
、
始
終
発
時
刻
表
、
電

停
付
近
の
公
立
機
関
、
名
所
、
旧
蹟
案
内
図
、
お

知
ら
せ
等
情
報
案
内
板
を
設
置
す
る
。

･
時
計
、
電
車
接
近
表
示
器
や
一
斉
放
送
用
ス
ピ
ー

カ
i
、
緊
急
連
絡
用
の
電
話
機
等
を
設
置
す
る
。

･
公
衆
電
話
、
切
符
･
カ
ー
ド
自
販
機
を
設
置
す
る

と
と
も
に
、
お
年
寄
り
や
病
弱
者
用
に
簡
易
腰
掛

け
ベ
ン
チ
を
取
り
付
け
る
。

･
起
終
点
の
駅
舎
を
、
都
市
景
観
美
を
配
慮
し
た
ス

マ
ー
ト
で
洒
落
た
デ
ザ
イ
ン
と
す
る
。

②

セ
ン
タ
ー
ポ
ー
ル
化

･
都
市
景
観
を
損
ね
る
よ
う
な
太
い
柱
と
せ
ず
、
ス

マ
ー
ト
で
余
り
目
立
た
ず
、
都
市
美
に
応
じ
た
シ



ン
プ
ル
な
電
車
柱
と
す
る
。

･
電
車
柱
ー
電
車
柱
間
の
分
離
帯
を
花
壇
に
す
れ
ば
、

都
市
美
化
に
役
立
つ
と
共
に
、
自
動
車
の
乱
ら
な

横
断
を
防
ぎ
、
事
故
防
止
や
連
行
阻
害
が
少
な
く

な
り
、
速
達
性
向
上
に
も
な
る

(写
真
9
)。

お
わ
り
に

路
面
電
車
は
路
面
を
走
行
す
る
た
め
、
旅
行
者
や
外
国

人
に
も
分
か
り
や
す
く
、
今
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
を
も

っ
た

｢都
市
の
顔
｣
と
し
て
活
躍
し
て
い
る
。

ま
た
、
運
行
回
数
も
多
く
数
分
間
隔
で
運
行
し
て
い
る

の
で
、
待
た
ず
に
乗
れ
、
電
停
に
は

｢ど
こ
行
き
の
電
車

が
き
ま
す
｣
と
表
示
さ
れ
る
な
ど
、
便
利
で
安
心
し
て
乗

れ
る
交
通
機
関
と
な
っ
て
い
る
o

他
の
交
通
機
関
と
比
べ
て
も
、
老
齢
化
社
会
を
迎
え
る

都
市
の
交
通
と
し
て
、
地
下
鉄
や
新
交
通
の
階
段
の
よ
う

に
上
が
っ
た
り
、
下
が
っ
た
り
が
苦
痛
で
な
く
、
お
年
寄

り
に
も
適
し
て
い
る
。
ま
た
、
自
動
車
の
よ
う
に
排
気
ガ

ス
公
害
も
無
く
、
今
や
便
利
で
人
や
環
境
に
や
さ
し
い
乗

り
物
の
代
名
詞
と
も
な
っ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
全
国
各

地
で
路
面
電
車
の
愛
好
団
体
が
発
足
し
、
地
域
に
密
着
し

た
路
面
電
車
の
支
援
活
動
が
な
さ
れ
て
い
る
。
路
面
電
車

サ
ミ
ッ
ト
や
六
月
一
〇
日
を
路
面
電
車
の
日
と
制
定
し
て

い
る
な
ど
が
そ
の
例
で
、
市
民
と
一
緒
に
な
っ
て
路
面
電

車
ま
つ
り
を
行
う
な
ど
、
す
っ
か
り
市
民
に
愛
さ
れ
親
し

ま
れ
て
お
り
、
よ
う
や
く
路
面
電
車
も
市
民
権
を
得
た
乗

り
物
と
な
っ
た
と
言
え
よ
う
。

し
か
し
、
日
本
の
路
面
電
車
は
二
〇
事
業
者
中
、
黒
子

は
六
社
の
み
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
苦
し
い
経
営
を
余
儀
な

く
さ
れ
て
お
り
、
体
力
的
に
も
十
分
で
な
い
。
活
性
化
の

た
め
の
思
い
切
っ
た
設
備
投
資
は
困
難
な
状
況
に
あ
る
が
、

利
用
者
離
れ
を
食
い
止
め
る
た
め
、
新
造
車
両
の
購
入
や
、

車
両
の
冷
房
化
、
電
停
上
屋
の
整
備
等
、
利
用
者
へ
の
サ

ー
ビ
ス
向
上
の
た
め
の
投
資
は
、
精
一
杯
や
っ
て
い
る
の

が
現
状
で
あ
る
o

よ
う
や
く
日
本
に
お
い
て
も
、
全
国
各
地
で
市
民
や
愛

好
団
体
に
よ
る
支
援
活
動
も
活
発
に
な
っ
て
お
り
、
ま
た
、

欧
米
諸
国
で
も
復
活
し
て
き
て
い
る
な
ど
、
ま
さ
に
、
人

と
環
境
に
や
さ
し
い
路
面
電
車

(L
R
T
)
の
時
代
が
近

づ
い
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

今
後
共
、
関
係
各
位
の
絶
大
な
る
ご
理
解
と
、
温
か
い

ご
支
援
を
心
か
ら
願
う
も
の
で
あ
る
。
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道
路
審
議
会
建
議

『道
路
政
策
変
革
へ
の
提
言

~
ょ
り
高
ぃ
社
会
的
価
値
を
め
ざ
し
て
二

の
概
要
②

道
路
局
企
画
課
道
路
経
済
調
査
室

は
じ
め
に

本
提
言
は
21
世
紀
に
求
め
ら
れ
る
新
し
い
政
策
像
を
具

体
化
し
た
も
の
で
、
特
筆
す
べ
き
は
次
の
点
。

①
国
民
と
徹
底
し
た
対
話
を
行
う
国
民
参
加
型
の
新
し

い
方
法

(パ
ブ
リ
ッ
ク
･イ
ン
ポ

ル
ブ
メ
ン
ト
方
式
)

を
採
用
。

②
道
路
政
策
の
基
本
的
考
え
方
を

｢供
給
量
か
ら
社
会

的
価
値
へ
｣
と
転
換
し
、
｢戦
略
的
施
策
展
開
｣
の
方

法
を
提
示
。

③

｢評
価
シ
ス
テ
ム
の
導
入
｣
等
に
よ
る
効
率
的
で
透

明
な
政
策
の
進
め
方
を
提
示
。

示

等　
ン図 1 提言のポイント

個性が活きるき舌力ある効率的な社会、経済
･効率的な経済システムの整備
･地方における新たな就労樅会の創出
･活力ある自立した地域の形成
･快適でかつ高度な都市的サービスの享受

効率的で質の高い、

　
　

　

　
端　創

撹便利でゆとりある質の高い生活環境 技術を活かした、環境と共生する

･基本的サービスを誰でもどこでも、安いコストでの利用
新しいライフスタイル

･自由かつ安全に活動できるバリアフリー社会の実現 ･環境保全に対応可能なライフスタイルの創出
･災害に対し、生命の安全と基本的な生活の確保 ･技術革新による新しいライフスタイルや、新し
･便利で快適な生活環境の実現 い産業発展の実現

図 2 ｢効率的で質の高い、創造的な社会｣ の実現

32 道行セ 97.8

基本的考え方の転換

･｢供給量から社会的価値へ｣



社会資本をとりまく状況 社会資本整備に求められる新たな仕組み

I
1

21
世
紀
の
ビ
ジ
ョ
ン
;
｢効
率
的
で
質
の
高
い
、創
造

的
な
社
会
｣
の
実
現
5

①
個
性
が
活
き
る
、
活
力
あ
る
効
率
的
な
社
会
、
経
済

"
世
紀
を
展
望
し
て

図 3 社会資本整備に求められる新たな仕組み

米国政府の財政赤字は1992年度の2900億ドルは寸GDP比4.7% )から1996年度のf070億ドルはずGDP比1.4% )
まで減少している。このように歳出カットを伴う厳しい財政事情の中でも、公的資本形成(-g)の伸びではGDPの伸び
を上回っている。 2

ビ
ジ
ョ
ン
実
現
の
た
め
に
、
社
会
資
本
整
備
に
求
め

ら
れ
る
新
た
な
仕
組
み

･
財
政
事
情
の
厳
し
い
今
こ
そ
、
受
益
者
負
担
原
則
に

基
づ
く
社
会
資
本
整
備
が
重
要
。

②
便
利
で
ゆ
と
り
あ
る
質
の
高
い
生
活
環
境

③
技
術
を
活
か
し
た
、
環
境
と
共
生
す
る
新
し
い
ラ
イ

フ
ス
タ
イ
ル

道路行政は率先して取り組むべき

1982 1983 1984 l985 t986 f987 f988 l989 f990 199l f992‘993
(年度)

図 4 米国での財政再建への取り組み

計画の目標

･安全の最優先
･米国の再建
･新たな投資方策を活用し投資拡大
･米国の国際競争力強化
･環境の保全
･技術を活用した交通円滑化
者B市コミュニティ強化、地方部の支援
･雇用創出、就業の機会拡大

′
新交通計画 旧計画

倍率
･計画期間 1998~ 2003 T992~ 1997

ん,計画額 、 1,743億ドル 1,553億ドル な,浅薄
(注)･政府法案(f997年3月12日顫会提出)の投資顔である。･投資顔は滓部政府分のみであり、地方政府(州、市など)を含めた総投資顔は連邦政府の5倍程度、9千億ドル程度と推計される。

図 5 N E X T E A (政府案)
(N ationa1 E cono m ic C rossroads T ransportad on E fficiency A ct
:次期交通整備法案)

社会資本の整備のあり方

受益者負担に基づく社会
資本の整備

経済構造改革とナショナ
ル ･ミニマムの確保に貢献
する分野への重点的配分

･受益者負担に基づく社会
資本の整備

･経済構造改革とナショナ
ル ･ミニマムの確保に貢献
する分野への重点的配分

新たな仕組みの構築

･既存ストックの有効活用

･良質な社会資本の効率的

新たな仕組みの構築

既存ストックの有効活用

良質な社会資本の効率的
整備

透明で公正なルールの確立

①
既
存
ス
ト
ッ
ク
の
有
効
活
用

②
良
質
な
社
会
資
本
の
効
率
的
な
整
備

③
透
明
で
公
正
な
ル
ー
ル
の
確
立

の
新
た
な
仕
組
み
が
求
め
ら
れ
る
。

公
共
事
業
に
対
す
る
批
判
を
真
摯
に
受
け
止
め
、
道

路
行
政
が
率
先
し
て
取
り
組
む
べ
き
。

･
経
済
構
造
改
革
と
ナ
シ
ョ
ナ
ル
･
ミ
ニ
マ
ム
の
確
保

に
貢
献
す
る
分
野
へ
の
重
点
配
分
が
必
要
。

･
社
会
資
本
整
備
に
お
い
て
、

道行セ 97,8 33



道路交通
(長距離交通)

乗用車･貨物車等

　　 　

口

道
路
政
策
の
課
題

1

道
路
の
役
割
の
再
確
認

･
道
路
は
国
土
、
地
域
、
都
市
を
支
え
る
と
と
も
に
、

土
地
利
用
を
誘
導
す
る
総
合
的
な
イ
ン
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消防活動 アメニティ ライフライン

図 6 道路の役割と機能

( 基礎断没割り 〕≦ 『 ゆ ( 役割の拡大 )

効率的な交通体系を支える
道路の役割の増大

図 7 道路の役割の再確認

道路整備の実績

事業実施の
効率性、透明性

事業展開の
計画性

道路整備に
関する費用負担

新しいライフスタイル
実現の鍵となる分野への貢献
･環境保全と経済発展の両立
･高度情報逓信社会の構築

国土･地域･都市づくりの基
としての道路の役割の増大

.::
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少

勝
道路政策の評価･…各種の世論銅査、｢ボイス･レポート｣、｢中間とりまとめ｣等の結果を参考に道路審議会が評価

図 8 これまでの道路政策の評価と今後の課題
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･入札や契約行為など透明性に厳しい意見

　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　

　

･事業が必ずしも効率的に行われていない

壽 撻雙蓼受賞霊学ば、経済発展や国民

　　　　　　 　 　　　　
　 　

　　 　
･有料道路料金の割高感から矛1旧者の負担が過重であるとの意見

･道路政策の基本的考え方の見直し〆

･利用者ニーズの的確な把握
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･事業目的と社会的な効果を十分 雑
に確認した投資の判断
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･わかりやすい目標設定

･内容、効果についての説明

･計画的、効率的展開が可能となる

仕組みづくり

･国民の理解者晏られる情報提供の

必要性

･適正な負担のあり方についての

検討が必要
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4･I･ 高瀬道路穿どの薦規格幹線縄離の拝雛 ‐ 廃棄物処理施設の整備

2 廃棄物処理施設の整備 地方道の戦備 ゞ
、

3 地方選の燦爛 市街化区域で行う公共下水道の整備

4 歩簿、交接点改良、駐車場整備など交通安全施設の整備 道路改築、土地区画整理など街路瓣備

5 水質浄化、緑地整備など河川の環境整備 街並み、まちづくりの支援

6 流域下水道(市町村をまたがる大規模な下水道)の整備 歩道･交差点改良･畦草場整備など交響教会施設の整備ゞ

7 什螂避難簿ききさききせきき漱ぎ熱廼蘂礎駿類鰻終噂趣薄競の懇篤ふきノリさきふき
8 市街化区域で行う公共下水道の整備 水質浄化、緑地整備など河川の環境整備

9 浸水被害の解消対策などの都市河川の改修、堤防整備 洪水などから国民を守るための河川改修、堤防整備

lo 都市鉄道、幹線鉄道の整備 流域下水道(市町村をまたがる大規模な下水道)の整備
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資料:公共事業費に関するアンケート調査(平成9年 財政構造改革会顫企画委員会)

図 9 予算配分を増やすべき 55項目予算配分を増やすべき事業 (55項目のうち上位10項目)

図10 国民の道路に対するニーズ

項目別関心の強さ(% )

渋滞の解消 ) 海 き》、““

くらしと道のかかわり す ぎ
,なずも¥まず‐

交通安全の確保 8 6 テメ

市街地と道つぐ! 殺さ溌Qも極みて

高速道路の料金と道路整備匹璽副
道路空間の使い方

道づくりと合意形成

生活環境と利便性

地域づくりと生活サービス

国土の使い方と機能配置

情報通信技術と交通

民間と行政の役割分担 国

耆日本の現状を考えると、特に通勒時闇帯がひどい一
･

(福岡市･男性20才)
｢燬近は中小都市においても渋滞がひどい。車そのものの綱行
賞を減らす努力も必翼ではないか｣
で仙台市･男性焉才)

ノ

･
わ
か
り
や
す
い
目
標
設
定
、
事
業
効
果
等
の
説
明
、

計
画
的
、
効
率
的
な
事
業
展
開
が
必
要
。｢車社会の中での交通弱者というべき歩行者の安全確保のた

安 霧嚢蒋鞠舞}
整備を逸めて欲しいJ

｢初めて行く所は、道を間違えたのではないかと、非常に不安を
持ちながら運転することになる｣
G=崎市･男性46才)

、ます。今の内にディーゼル車の
｣

とにかく、騒音防止に力を入れて欲しい｣
(埼玉県･男性49才)

｢首都圏だけでなく、日本中の主要都市の穣能を高める交通な
どの基盤を整備して、流通など、いろいろな面で活性化を行って
いくべきだと思う｣ (山口県･男性22才)

資料:ボイス･レポート(平成8年 道路審議会基本政策部会 2l世紀のみちを考える委員会)
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。
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図11

整備すれば
効果があった時代

　
供給量

作る目的
(整備目標)

【政策の進め方の変革】

図12 今後のめざすべき方向

く 供給量 )

　

【取りまく糊1
〔 讓耀認〕帥 目的と効果を確認して

投資を判断する時代

【基本的考え方】
ハ

社会的価値

使う目標

は女策領域の展開】

【新しい政策手法の導入】 戦略的施策展開の導入

評価システムの導入など

建設に加え
マネジメント導入

@ 世紀のビジョン)

　

｢中間とりまとめ｣
での評価

　　　　　　　　　　移動の効率性向上

　　　 　　　　　　　

･
道
路
政
策
の

｢評
価
の
も
の
さ
し
｣
を

｢供
給
量
｣

か
ら

｢国
民
生
活
や
経
済
活
動
に
と
っ
て
の
価
値
｣図13 基本的考え方~ 供給量から社会的価値へ~
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全国的にニーズが高い施策 (｢大変ょぃ｣ ｢まぁょぃ｣の合計が80%を超ぇてぃるものから抽出)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
(- 2)

無回答

渋滞対策･CO排出量抑制策 55.9 M廉鱗鱗装潟雰葵騒ぎ窯“2.-“
'“55･9 美嚢鬘路麓箋影 -2.冤きれ,.,

　　　　 　　　　　 　　　　　
　 　

　　 　　　　　　　　
　
　

　　　　 　 　　　　　　　　　
55･f 姿臓錢讓 臟字靴/10,列 し

整備の各々 の段階で、自然環境との調和に配慮

道路のバリアフリー化推進と地域の人々 の
参加のもとに歩行者優先の空間整備

わかりやすい案内標識の整備

交差点など安全施策の充実とともに、
事故多発個所への集中的な安全対策の実施

都市部と地方部でのニーズの差が顕在化している施策
(｢大変よい｣で6ポイント、｢大変よい｣、｢まあよい｣の合計で4ポイント以上差があるものから抽出)

醇讓臟薑費嗽纏榊釜鞭撻斧礎終いlよくない 鬮覊馴ぐ田園 (一2) 無回答

輸送苡幟滅のために、園 回 曲蛔晒 ‘曲鬮酵廉臘螂襲謡藁灘翳彰“うTagイ“瓱 瘢･236.2 ー
し〉^

-
環状道路や高速道路の整備匡 回 醐国囲鬮爾蛔鬮醸讓讓 癩報5讓癈廉Z “25負′“ れ窒2滋5　　　 　　 　 　

広域経済圏の形成、地域の目立と活性化を園霊園 画 面酬爾理 購 鬮癈総讓鱗安薪灘嶬嚢圓 " ソ23‘9/シ刎君灼劉2･03料.2 ′ ノ -
　　　　支援する地域高規格道路の整備囮園回 圏 鬮薑蛔死･ 鬘嚢29藏孃嚢彰/“20/‘// !溥･艫 2･2

38.5 メ ハ 綣34･3生活圏内及び生活囲と中,｣都市とのi大都市圏 l一…儼'画面m ㈱ 岬一M一‐-…竇嚢饗讓鞭ず縦麗嚢圏藁麓錮Z Z沙a8夕 " 嬢 2濁 2.4

　　　連綣道路を重点的に整備匹霊回 圏鬮輌輌 祷 臺嚢轆9琵鱸蝸鱸鱗多T5多額趣25
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方針1
社会活動の効率性を高める

方針2
地域や都市における社会の
共有空間としての機能を高める

方針3
環境保全や情報化等の新しい
分野に貢献する

図14

1,地域間の競争条件の整備と国際競争力の向上を図るため、人･モ
ノ･情報の広域的かつ円滑な流れを確保する (社

会
的
価
値
)
へ
転
換
す
べ
き
。

･
供
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者
側
の

｢作
る
目
標
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備
目
標
)
だ
け
で
は

な
く
利
用
者
の
立
場
に
立
っ
た

｢使
う
目
標

(サ
ー

2.地域における公共サービス等の効率的な提供と産業の創出を図る
ため、地域自立の基礎条件の確保と交流･連携を支援する

3.渋滞を緩和し、環境問題への対応と高コスト構造の是正を図るた
め、都市内交通の効率化を図る

4者B市内の経済活動の活性化と高度な都市生活の実現を図るた
め、中心市街地の再生･再構築と都心交通サービスの向上を図る

5.高齢社会において、誰もが安心して暮らせる生活環境を実現するため、
安全で良好なバリアフリーの歩行環境･運転環境を確保する

6,暮らしの安心を確保するため、日常の生活を支え、災害に対して安
全で信頼性の高い道路空間を確保する

7,持続可能な発展と質の高い社会の実現を図るため、地球･自然環
境の保全･回復や沿道環境の保全･向上に努める

8.高度情報通信社会の構築に貢献するため、道路交通分野の高度
情報化を推進するとともに情報ハイウェイの構築を支援する
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めざすべき方向 ~ 3 つの方針と 8つのサービス目標 ~

〔 道路政策の基本的方向の転換 蹴
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変
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　敢篇肉薄の充嚢

政策領域の展開

‐蹴疑霧海難終生鞠残きき},･務雑務殺ぎ雙癸

新しい政策手法の導入
‐̂イ .ゞ ‐

r戦略的施策展開の沸入き
詮費用負担

,の
あり方羞多様な経済的

ご罨法の検討ペン

図15 政策内容の充実

重要な道路整備の
着実な推進

移動の効率性を
高めるための展開

･総合的な物流対策、交通需要マネジメント
･道路網体系の再構築、事業の重点化

地域者B市における
生活の質を高めるための展開
･歩行者空間、収容空間としての有効活用

、 ･沿道空間との一体整備
、なくゾリ

新しいライフスタイル実現の
鍵となる分野への貢献

･環境保全への対応
･高度情報化への対応
･技術開発の推進
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要 総 備 ス 重 政
( 合 等 ト 要 策
政 化 の ッ な 内
策 等 観 ク 道 客
領 の 点 の 路 の
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図16 政策領域の展開
~ 重要な施策の着実な推進とマネジメントの導入 ~
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計画

図17 戦略的施策展開の考え方
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の施策の選択 資住の明確化

　
　

　　　　　全国的な施策方針 国として達成すべき目標の設定 地域による選択可能な複 必要な施策は国自ら実施
数の施策例の提示

図18 地域の実状に応じた戦略的施策展開の体系

( サービス目標2 )
: .

の

　
　　　

各
種
の
施
策
を
最
適
に
組
み
合
わ
せ
、
計
画
的
、
重

点
的
に
実
施
す
る
こ
と
｣
(戦
略
的
施
策
展
開
)が
必

要
。

･
費
用
負
担
の
あ
り
方
と
多
様
な
経
済
的
手
法
の
検
討

が
必
要
。

を
の　る肢

策
村
す
択

　
　
　
　

別
点
能
策

　　　
　　　　　　　　　

　
　　　　　　　　　　　　

個
重
司
施

畠一入upr-‐'‐‘'　
　
　

標
組
隣
.

自
転
帥

き
択
拂

、べ
選
協

体
す
く
物

策
成
じ
わ

施
達
応
合

(施策オプションなどから選択)

･負担のあり方についての理解を得るため
の、道路整備の泌撥性、効果等に関す
る情報提供

･有料道路利用者と国･地方公共団体と
の適正な負担の分担

　　　
　　　　　　　　　　　　 　　　 　　　 　　　　　　　　　　　

　 　 　 　　　 　 　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　

　 　　

　　　　　　 　　　

国19 費用負担のあり方と多様な経済的手法の検討
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･都市部の交通対策として社会的コスト
を勘案した課金



道路政策の基本的方向の転換

　 　

　

/ (、

政
策
内
容
の
充
実

＼ ｣

/ 政策の進め方の変革 ＼

〔 鬘霧響 戸 ｢ パ‐箋縦費立〕

爬翻り
〔“纖灘離農 }

ト 4

.重点投資とコスト縮減
道路事業の効果的･効率的推進

政
策
内
容
の
充
実

図20 政策の進め方の変革

･
投
資
を
判
断
す
る
た
め
の
情
報
収
集
と
結
果
の
評
価

及
び
施
策
の
改
善
の
た
め
の
方
法
と
体
制
が
必
要
。

･
標
準
的
な
評
価
手
法
は
、
幅
広
く
意
見
を
取
り
入
れ

(1)

　
淺
雑

評価システム

国民ニーズ･
満足度等の把握

情報収集

図21 評価システムの概念

Action

見直し
今

Check

　　　　
　 　

評価結果のコミ一理
民
ケ蛍袋ねン

･
必
要
に
応
じ
、
学
識
経
験
者
等
を
含
め
た
機
関

を
設
置
し
評
価
内
容
を
チ
ェ
ッ
ク
。

必 事 と る
要 業 し な
に 者 て ど
応 が 機 に
じ 評 築 よ
、 価 が り
い を 必
識 行 要 口

る
な
ど
に
よ
り
、
可
能
な
限
り
客
観
的
な
方
法

し、
、 こ

結 の
果 方
を 法
公 に

　　
い
て

P lan D O C h e ck A ctio n

図22 評価手法の例

=

･マーケットリサーチ等
国民ニーズの把握に
よる団票設定

･常時意見を受け付
けるシステムの充実

･データの蓄積･分析 目標設定の見直し

=
総合的計画の立案 計画的･重点的な実行 ･原因分析と課題抽出 よる計画の見直し、

′““‘-‘-‘ -“又割分担を明確にした ･効率の高い施策の ･定期的見直し ･関係者間の協議に
重点

　･数値目標などの客観的な ･進捗状況の調整 施策の改善
指標の設定

･費用対効果や客観指標 調査 効果と実際の整備 改善{
費用便益分析(擬) 個別事業の進捗状況 計画段階での期待 個別事業に関する

榊
‐鱸蜑搦 驫等“評価

効果との比較評価

事業執行

目標設定 施策展開の評価 個別事業の評価 …‐　　　　　　
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②

重
点
投
資
と
コ
ス
ト
縮
減

･
投
資
の
重
点
化
や
コ
ス
ト
縮
減
に
取
り
組
む
こ
と
が

, (2)

饑 重

図23 重点投資とコスト縮減

③

パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
確
立

･
情
報
公
開
を
前
提
と
し
て
、
関
係
者
の
参
加
と
相
互

理
解
に
基
づ
く
適
切
な
役
割
分
担
が
重
要
。

･
民
間
の
資
金
と
技
術
力
、
経
営
ノ
ウ
ハ
ウ
の
活
用
等

国民
利用者関傍者の雑,.わける施策の選択

行政 "　　　　　 　　　
　

　
　　 　　　

. “ 国運麟総恥(摯 定
、 行政 ミ 貧羞節

I

⑳
　
⑩

　
⑳

民間の資金と技術力、

{トリ 靴ウノ･鱗用イ寅沸き効率的な社会資本の整備

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

図24 パートナーシップの確立

新
た
な
役
割
分
担
と
協
力
関
係
を
構
築
す
べ
き
。

･
地
方
分
権
を
進
め
る
と
と
も
に
、
国
と
地
方
の
権
限

と
責
任
を
明
確
化
し
た
う
え
で
良
好
な
パ
ー
ト
ナ
ー

の と
関
係 f
を

大規模事業
･内容、評価結果の公表
･国民との意見交換
･有識者からのアドバイス

国
民
の
意
見
や
要
望
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
、公
表

e 発 寒
･参加者の責任と自覚
･地域の声をまとめるリーダーの育成
･事業のルールの確立
･行政側の協力と支援 ⑫⑪ 行政

乱

･進捗状況の公開
･モニター制度
･国民の意見を聞くシステム
･意見や要望に対応できる体制の構築

図25 パートナーシップの確立 (国民と行政の役割分担)
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く道路事業の推進)
･関係省庁や他分野の事業との連携による公共投資の総合的な効果の発揮
･プログラムの策定及び国民への公表



大規模プロジェクト、
　　 　

メガ国 ＼ 先導的プロジェクト等 地方

/〆＼＼＼ ･細か甚悶涵 /
圈 ユ 勧逕㈱懸 必 鷁セー 地方の役害
　 　 　 　　　

、
/ / の整備･管理
『 地域密着道

地方に対する国の重点的、機動的支援

図26 パートナーシップの確立 (官と民、 国と地方の役割分担)

民間の資金、技術力、経営ノウハウの活用

民間活力の導入

@

社
会
実
験
の
積
極
的
実
施

･
期
間
を
限
定
し
て
実
際
に
現
地
で
試
行
し
、
評
価
を

踏
ま
え
て
本
格
実
施
に
移
行
す
る
こ
と
｣
(社
会
実
験
)

を
積
極
的
に
採
り
入
れ
る
べ
き
。

･
実
験
箇
所
へ
の
支
援
、
実
績
の
評
価
、
結
果
の
公
表

及
び
普
及
方
法
の
検
討
が
必
要
。

･
本
格
実
施
の
と
り
止
め
を
含
め
た
施
策
の
改
善
と
国

の
政
策
方
針
へ
の
反
映
を
行
う
べ
き
。

N

サ
ー
ビ
ス
目
標
と
実
現
の
定
め
の
考
え
方

“

ー

経
済
構
造
を
改
革
し
、
活
力
あ
る
社
会
･
経
済
の
形

8

成
に
貢
献
す
る
た
め
、
社
会
活
動
の
効
率
性
を
高
め
る
。
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サ
ー
ビ
ス
目
標
1

(広
域
交
通
の
確
保
)

地
域
間
の
競
争
条
件
の
整
備
と
国
際
競
争
力
の
向
上
を

図
る
た
め
、
人
･
モ
ノ
･
情
報
の
広
域
的
か
つ
円
滑
な
流

れ
を
確
保
す
る
o

視

点
"
道
路
整
備
中
心
か
ら
人
･
モ
ノ
･
情
報
の

移
動
の
効
率
性
向
上
へ

重

点
…
高
規
格
幹
線
道
路
及
び
国
際
空
港
･
港
湾

と
接
続
す
る
幹
線
道
路
の
機
能
強
化
、
都

市
圏
の
環
状
道
路
及
び
地
域
ブ
ロ
ッ
ク
の

自
立
的
発
展
や
国
際
交
流
を
支
え
る
幹
線

道
路
に
つ
い
て
投
資
効
果
を
重
視
し
た
整

備

ポ
イ
ン
ト

…
規
制
緩
和
と
連
携
し
た
複
合
一
貫
輸
送
の

推
進
、
車
両
大
型
化
へ
の
対
応
な
ど
物
流

の
効
率
化
、
I
T
S
に
よ
る
既
存
ス
ト
ッ

ク
の
有
効
活
用
の
促
進
、
交
通
特
性
等
に

見
合
っ
た
経
済
的
な
道
路
構
造
の
採
用
、

高
規
格
幹
線
道
路
整
備
は
基
本
的
に
料
金

を
上
げ
な
い
範
囲
で
推
進

{ 国の議 遊
図27 社会実験の積極的実施

実施の中止

　　　　･施策の改善



サ
ー
ビ
ス
目
標
2

(地
域
自
立
の
支
援
)

地
域
に
お
け
る
公
共
サ
ー
ビ
ス
等
の
効
率
的
な
提
供
と

産
業
の
創
出
を
図
る
た
め
、
地
域
自
立
の
基
礎
条
件
の
確

保
と
交
流
･
連
携
を
支
援
す
る
。

視

点
…
個
別
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
支
援
か
ら
総
合
的
な

地
域
間
連
携
の
支
援
へ

重

点
…
地
域
連
携
に
必
要
な
地
域
高
規
格
道
路
･

市
町
村
連
絡
道
路
の
重
点
整
備
、
地
域
情

報
化
の
拠
点
形
成

ポ
イ
ン
ト
"
地
域
の
活
性
化
計
画
に
基
づ
く
道
路
整
備

へ
の
重
点
支
援
、
交
通
･
地
域
特
性
に
応

じ
た
道
路
構
造
の
採
用
、
高
度
情
報
通
信

イ
ン
フ
ラ
整
備
地
域
の
重
点
整
備

サ
ー
ビ
ス
目
標
3

(渋
滞
の
緩
和
)

渋
滞
を
緩
和
し
、
環
境
問
題
へ
の
対
応
と
高
コ
ス
ト
構

造
の
是
正
を
図
る
た
め
、
都
市
内
交
通
の
効
率
化
を
図
る

視

点
…
需
要
追
随
型
道
路
整
備
か
ら
交
通
需
要
調

整
策
の
導
入
へ

重

点
…
都
市
圏
交
通
円
滑
化
総
合
計
画
に
基
づ
く

総
合
的
な
渋
滞
対
策
、
環
状
道
路
の
重
点

整
備
、
渋
滞
ポ
イ
ン
ト
の
解
消
、
公
共
交

通
機
関
の
支
援
強
化
等
マ
ル
チ
モ
ー
ダ
ル

施
策
の
推
進

ポ
イ
ン
ト
…
流
入
規
制
や
ロ
ー
ド
プ
ラ
イ
シ
ン
グ
の
検

討
、
路
上
工
事
の
集
中
実
施
、
T
M
A
(交

通
需
要
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
協
会
)
の
支
援
、

渋
滞
改
善
に
関
す
る
評
価
シ
ス
テ
ム
の
導

入

サ
ー
ビ
ス
目
標
4

(都
市
の
再
生
･
再
構
築
)

都
市
内
の
経
済
活
動
の
活
性
化
と
高
度
な
都
市
生
活
の

実
現
を
図
る
た
め
、
中
心
市
街
地
の
再
生
･
再
構
築
と
都

心
交
通
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
を
図
る

視

点
…
市
街
地
の
拡
大
対
応
か
ら
中
心
市
街
地
の

再
生
、
再
構
築
へ

重

点
…
地
方
都
市
に
お
け
る
中
心
市
街
地
の
再
生

及
び
大
都
市
や
地
方
中
枢
都
市
等
に
お
け

る
危
険
市
街
地
の
解
消
、
拠
点
市
街
地
の

形
成
、
幹
線
道
路
と
沿
道
地
域
の
一
体
的

整
備
、
環
状
道
路
、
駐
車
場
の
重
点
整
備

ポ
イ
ン
ト
"
新
市
街
地
か
ら
既
存
市
街
地
へ
投
資
の
重

点
を
移
行
、
電
線
類
の
地
中
化
や
屋
外
広

告
物
の
整
序
の
推
進
、
環
状
道
路
に
合
わ

せ
た
都
心
部
道
路
空
間
の
再
構
築
、
ト
ラ

ン
ジ
ッ
ト
モ
ー
ル
の
社
会
実
験

2

質
の
高
い
生
活
環
境
を
形
成
す
る
た
め
、
地
域
や
都

市
に
お
け
る
社
会
の
共
有
空
間
と
し
て
の
機
能
を
高
め

る
)0

サ
ー
ビ
ス
胃
纜
5

(交
通
安
全
の
確
保
)

高
齢
社
会
に
お
い
て
、
誰
も
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
生

活
環
境
を
実
現
す
る
た
め
、
安
全
で
良
好
な
バ
リ
ア
フ
リ

ー
の
歩
行
環
境
･
運
転
環
境
を
確
保
す
る

視

点
…
車
中
心
か
ら
人

へ
、
バ
リ
ア
フ
リ
ー
へ

重

点
…
事
故
多
発
箇
所
対
策
･
多
発
事
故
類
型
対

策
の
集
中
実
施
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
･
ゾ
ー

ン
の
整
備
推
進
、
バ
リ
ア
フ
リ
ー
歩
行
環

境
の
整
備

ポ
イ
ン
ト
"
住
居
系
地
区
内
で
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
･
ゾ

ー
ン
を
原
則
化
、
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
を
地

区
を
定
め
て
重
点
整
備
、
歩
行
空
間
は
住

民
参
加
型
で
計
画
･
整
備
、
事
故
分
析
等

の
科
学
的
手
法
と
評
価
シ
ス
テ
ム
の
導
入

に
よ
る
事
故
の
削
減
、
道
路
交
通
シ
ス
テ

ム
の
高
度
化

サ
ー
ビ
ス
賞
糠
6

(信
頼
性
の
高
い
道
路
空
間
の
確
保
)

暮
ら
し
の
安
心
を
確
保
す
る
た
め
、
日
常
の
生
活
を
支

え
、
災
害
に
対
し
て
安
全
で
信
頼
性
の
高
い
道
路
空
間
を

確
保
す
る

視

点
"
ハ
ー
ド
対
策
か
ら
情
報
化
な
ど
ソ
フ
ト
対
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重

点

ポ
イ
ン
ト

3

新
し
い
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
実
現
の
鍵
と
な
る
、
環
境

保
全
や
情
報
化
等
の
新
し
い
分
野
に
貢
献
す
る
。

サ
ー
ビ
ス
目
標
7

(環
境
の
保
全
･
向
上
)

持
続
可
能
な
発
展
と
質
の
高
い
社
会
の
実
現
を
図
る
た

め
、
地
球
･
自
然
環
境
の
保
全
･
回
復
や
沿
道
環
境
の
保

全
･
向
上
に
努
め
る

視

点
…
地
域
社
会
や
関
係
機
関
と
連
携
し
、
住
民

参
加
型
で
進
め
る
総
合
的
な
施
策
へ

重

点
…
自
然
環
境
の
保
全
･
回
復
、
沿
道
環
境
の

向
上
、
環
状
道
路
な
ど
の
道
路
網
整
備
に

よ
る
交
通
流
の
円
滑
化
、
低
騒
音
舗
装
や

環
境
施
設
帯
な
ど
道
路
構
造
対
策
の
推
進

ポ
イ
ン
ト
…
自
然
環
境
を
保
全
す
る
た
め
の
基
本
的
な

指
針
の
策
定
、
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
･
低
公
害

策
を
含
め
た
総
合
的
な
防
災
対
策
へ

計
画
的
な
維
持
管
理
の
実
施
、
道
路
の
除

雪
、
防
雪
事
業
の
充
実
、
広
域
的
な
幹
線

道
路
網
の
整
備
に
よ
る
複
数
経
路
の
確
保
、

地
域
の
拠
点
間
を
結
ぶ
道
路
等
に
つ
い
て

の
重
点
的
な
防
災
事
業
、
共
同
溝
･
電
線

共
同
溝
等
の
整
備

地
域
と
連
携
し
た
雪
対
策
及
び
道
路
防
災

管
理
の
推
進
、
防
災
管
理
の
情
報
化
の
推

進

車
の
普
及
促
進
、
環
境
負
荷
を
軽
減
さ
せ

る
視
点
か
ら
の
都
市
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
考

え
方
の
導
入
、
沿
道
に
お
け
る
非
住
居
化

促
進
、
建
物
の
防
音
化
措
置
の
充
実

サ
ー
ビ
ス
目
標
8

(高
度
情
報
通
信
社
会
の
支
援
)

高
度
情
報
通
信
社
会
の
構
築
に
貢
献
す
る
た
め
、
道
路

交
通
分
野
の
高
度
情
報
化
を
推
進
す
る
と
と
も
に
情
報
ハ

イ
ウ
ェ
イ
の
構
築
を
支
援
す
る

視

点
…
高
度
情
報
通
信
社
会
の
構
築
に
対
す
る
貢

献

重

点
"
情
報
ハ
イ
ウ
ェ
イ
の
構
築
支
援
、
I
T
S

の
推
進

ポ
イ
ン
ト
"
情
報
B
O
X
等
を
道
路
が
標
準
的
に
備
え

る
施
設
と
し
て
整
備
、
高
速
道
路
料
金
所

の
ノ
ン
ス
ト
ッ
プ
化
の
推
進
、
国
際
標
準

を
念
頭
に
お
い
た
安
全
走
行
支
援
技
術
な

ど
の
新
技
術
開
発
の
推
進
、
地
域
情
報
と

道
路
交
通
情
報
等
と
の
連
携
･
提
供
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環
境
影
響
評
価
法
に
つ
い
て

道
路
局
路

政

課

道
路
局
道
路
環
境
課

一
ル
ー
ル
と
し
て
の

｢環
境
影
響
評
価
実
施
要
綱
｣
等
に

基
づ
き
、
そ
の
実
績
が
着
実
に
積
み
重
ね
ら
れ
る
と
と
も

に
、
多
く
の
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
も
環
境
影
響
評
価

制
度
が
整
備
さ
れ
る
な
ど
、
着
実
な
進
展
を
見
て
き
た
と

こ
ろ
で
あ
る
が
、
近
年
、
行
政
手
続
法
の
制
定
に
よ
り
行

政
運
営
の
公
正
の
確
保
と
透
明
性
の
向
上
が
求
め
ら
れ
る

こ
と
と
な
り
、
ま
た
、
地
方
分
権
推
進
法
の
制
定
に
よ
り

国
と
地
方
の
役
割
分
担
の
在
り
方
が
示
さ
れ
る
な
ど
、
環

境
影
響
評
価
制
度
を
巡
り
新
た
な
状
況
が
生
じ
て
き
て
い

た
。

8

こ
う
し
た
状
況
に
適
切
に
対
応
す
る
た
め
、
政
府
に
お

明

い
て
は
、
平
成
八
年
六
月
に
内
閣
総
理
大
臣
か
ら
、
中
央

セ行

環
境
審
議
会
に
対
し
て
、
今
後
の
環
境
影
響
評
価
制
度
の

道

在
り
方
に
つ
い
て
諮
問
が
行
わ
れ
、
平
成
九
年
二
月
に
、

“

法
制
化
に
向
け
た
答
申
が
内
閣
総
理
大
臣
に
提
出
さ
れ
た
。

平
成
九
年
六
月
一
三
日
に
、
大
規
模
で
環
境
に
著
し
い

影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
事
業
に
つ
い
て
環
境
影
響

評
価
が
適
切
か
つ
円
滑
に
行
わ
れ
る
た
め
の
手
続
等
を
定

め
、
そ
れ
ら
の
結
果
を
そ
の
事
業
の
許
認
可
等
に
反
映
さ

せ
る
等
に
よ
り
事
業
に
係
る
環
境
の
保
全
に
つ
い
て
適
正

な
配
慮
が
な
さ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
、
環
境
影
響
評
価
法

(平
成
九
年
法
律
第
八
十
一
号
)

が
公
布
さ
れ
た
。

本
稿
で
は
、
同
法
の
概
要
等
を
紹
介
す
る
。

一

環
境
影
響
評
価
法
の
制
定
経
緯

近
年
の
環
境
問
題
は
、
地
球
環
境
問
題
や
事
業
者
や
国

民
の
通
常
の
活
動
に
起
因
す
る
環
境
負
荷
の
問
題
な
ど
に

見
ら
れ
る
よ
う
に
、
時
間
的
、
空
間
的
、
社
会
的
に
広
が

り
を
有
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
環
境
問
題

の
様
相
の
変
化
に
対
応
し
、
持
続
可
能
な
経
済
社
会
の
構

築
を
図
る
た
め
、
環
境
の
保
全
の
基
本
的
理
念
と
こ
れ
に

基
づ
く
基
本
的
施
策
の
総
合
的
な
枠
組
み
を
示
す
も
の
と

し
て
環
境
基
本
法
が
平
成
五
年
に
制
定
さ
れ
、
環
境
の
保

全
に
関
す
る
基
本
的
な
施
策
の
一
つ
と
し
て
、
環
境
影
響

評
価
の
推
進
が
位
置
づ
け
ら
れ
た
。

大
規
模
な
公
共
事
業
、
開
発
事
業
等
の
実
施
前
に
、
事

業
者
自
ら
環
境
影
響
に
つ
い
て
予
測
･
評
価
を
行
い
、
環

境
の
保
全
に
配
慮
す
る
環
境
影
響
評
価
は
、
環
境
悪
化
を

未
然
に
防
止
し
、
持
続
可
能
な
社
会
を
構
築
し
て
い
く
た

め
の
極
め
て
重
要
な
施
策
で
あ
り
、
我
が
国
に
お
い
て
は
、

昭
和
四
七
年
に

｢各
種
公
共
事
業
に
係
る
環
境
保
全
対
策

に
つ
い
て
｣
が
閣
議
了
解
さ
れ
て
以
来
取
組
み
が
進
め
ら

れ
、
昭
和
五
九
年
の
｢環
境
影
響
評
価
の
実
施
に
つ
い
て
｣

の
閣
議
決
定
、
国
の
関
与
す
る
大
規
模
な
事
業
に
係
る
統



こ
の
答
申
を
受
け
て
、
政
府
は
平
成
九
年
三
月
二
八
日
に

環
境
影
響
評
価
法
案
を
閣
議
決
定
、
第
一
四
〇
回
国
会
に

提
出
し
、
環
境
影
響
評
価
法
は
平
成
九
年
六
月
に
成
立
し

た
。二

環
境
影
響
評
価
法
の
概
要

環
境
影
響
評
価
法
は
別
紙
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
主
要

な
点
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

1

対
象
事
業
に
つ
い
て
、
必
ず
環
境
影
響
評
価
を
行
う

こ
と
と
す
る
第
一
種
事
業
と
し
て
、
道
路
、
ダ
ム
、
鉄

道
、
飛
行
場
、
発
電
所
等
の
事
業
の
う
ち
、
そ
の
規
模

が
大
き
く
、
環
境
影
響
の
程
度
が
著
し
い
お
そ
れ
が
あ

る
も
の
を
定
め
る
と
と
も
に
、
第
一
種
事
業
に
準
ず
る

規
模
を
有
す
る
も
の
を
第
二
種
事
業
と
し
て
、
環
境
影

響
評
価
の
程
度
が
著
し
い
も
の
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る

か
ど
う
か
を
具
体
の
事
業
ご
と
に
国
が
都
道
府
県
知
事

の
意
見
を
聴
い
た
上
で
判
定
す
る
手
続
を
設
け

(ス
ク

リ
ー
ニ
ン
グ
手
続
)、そ
の
程
度
が
著
し
い
も
の
と
な
る

お
そ
れ
が
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
対
象
事
業
と
し
て

環
境
影
響
評
価
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

{第
二
条
第
二

項
-
第
四
項
及
び
第
四
条
関
係
}

2

事
業
者
は
、
対
象
事
業
に
係
る
環
境
影
響
評
価
を
行

う
方
法
に
つ
い
て
環
境
影
響
評
価
方
法
書
を
作
成
し
、

こ
れ
を
公
告
･
縦
覧
に
供
し
て
環
境
影
響
評
価
方
法
書

に
つ
い
て
環
境
の
保
全
の
見
地
か
ら
の
意
見
を
有
す
る

者
か
ら
意
見
を
聴
取
す
る
ほ
か
、
都
道
府
県
知
事
及
び

市
町
村
長
か
ら
意
見
を
聴
取
し
、
環
境
影
響
評
価
の
項

目
等
を
選
定
す
る
こ
と
と
し

(
ス
コ
ー
ピ
ン
グ
手
続
)、

そ
れ
に
よ
り
環
境
影
響
評
価
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

{第
五
条
第
一
項
、
第
七
条
、
第
八
条
第
一
項
、
第
十

条
第
一
項
及
び
第
二
項
関
係
、
第
十
一
条
第
一
項
及
び

第
十
二
条
第
一
項
関
係
}

3

事
業
者
は
、
環
境
影
響
評
価
を
行
っ
た
後
、
そ
の
結

果
に
つ
い
て
環
境
影
響
評
価
準
備
書
(以
下
｢準
備
書
｣

と
い
う
。)
を
作
成
し
、
こ
れ
を
公
告
･
縦
覧
に
供
し
、

説
明
会
を
開
催
し
て
準
備
書
に
つ
い
て
環
境
の
保
全
の

見
地
か
ら
意
見
を
有
す
る
者
か
ら
意
見
を
聴
取
す
る
ほ

か
、
都
道
府
県
知
事
及
び
市
町
村
長
か
ら
意
見
を
聴
取

す
る
こ
と
と
し
た
。

{第
十
四
条
第
一
項
、
第
十
六
条
、

第
十
七
条
第
一
項
、
第
十
八
条
及
び
第
二
十
条
関
係
}

4

事
業
者
は
、
3
の
意
見
が
述
べ
ら
れ
た
後
に
準
備
書

の
記
載
事
項
に
検
討
を
加
え
、
必
要
な
措
置
を
講
じ
、

そ
の
結
果
に
つ
い
て
環
境
影
響
評
価
書

(以
下

｢評
価

書
｣
と
い
う
。)
を
作
成
し
、
許
認
可
権
者
に
送
付
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
し
、
許
認
可
権
者
は
、
環
境

庁
長
官
に
評
価
書
を
送
付
し
、
環
境
庁
長
官
の
意
見
が

あ
る
と
き
は
こ
れ
を
勘
案
し
て
事
業
者
に
対
し
て
意
見

を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
こ
と
と
し
た
。
事
業
者
は
、
こ

れ
ら
の
意
見
が
述
べ
ら
れ
た
後
、
評
価
書
の
記
載
事
項

に
検
討
を
加
え
、
所
要
の
補
正
を
行
い
、
こ
れ
を
公
告
･

縦
覧
す
る
こ
と
と
し
た
。

{第
二
十
一
条
ー
第
二
十
五

条
及
び
第
二
十
七
条
関
係
}

5

事
業
者
は
、
評
価
書
の
公
告
を
行
う
ま
で
は
対
象
事

業
を
実
施
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
と
し
、
環
境
影
響
評

価
の
結
果
を
許
認
可
の
審
査
に
反
映
さ
せ
る
た
め
、
環

境
の
保
全
の
配
慮
に
つ
い
て
の
審
査
等
に
係
る
所
要
の

規
定
を
設
け
る
と
と
も
に
、
事
業
者
は
評
価
書
に
記
載

さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
よ
り
環
境
の
保
全
に
つ
い
て
の

適
正
な
配
慮
を
し
て
対
象
事
業
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
と
し
た
。

{第
三
十
一
条
及
び
第
三
十
三

条
ー
第
三
十
八
条
関
係
}

6

対
象
事
業
が
都
市
計
画
に
定
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、

都
市
計
画
の
案
と
環
境
影
響
評
価
に
関
す
る
図
書
の
内

容
が
密
接
不
可
分
で
あ
り
、
同
一
主
体
が
行
う
べ
き
こ

と
等
か
ら
、
都
市
計
画
決
定
権
者
が
事
業
者
に
代
わ
っ

て
、
環
境
影
響
評
価
を
都
市
計
画
手
続
に
併
せ
て
行
う

特
例
を
措
置
し
た
。

{第
三
十
九
条
-
第
四
十
六
条
関

係
}

7

地
方
公
共
団
体
は
、
法
律
の
規
定
に
反
し
な
い
限
り

に
お
い
て
、
条
例
で
環
境
影
響
評
価
に
係
る
必
要
な
規

定
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
た
。
ま
た
、
地

方
公
共
団
体
の
環
境
影
響
評
価
に
関
す
る
施
策
は
、
こ

の
法
律
の
趣
旨
を
尊
重
し
て
行
う
も
の
と
し
た
。

{第

六
十
条
及
び
第
六
十
一
条
関
係
}

8

環
境
影
響
評
価
法
の
施
行
日
は
公
布
の
日
か
ら
起
算

し
て
二
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め

る
日
か
ら
と
し
て
い
る
が
、

一
部
の
規
定
に
つ
い
て
は
、

公
布
か
ら
半
年
又
は
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
政
令
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で
定
め
る
日
と
し
た
。
ま
た
、
施
行
の
日
に
お
い
て
、

閣
議
ア
セ
ス
、
条
例
等
に
よ
る
環
境
影
響
評
価
の
手
続

を
経
た
書
類
で
法
律
の
手
続
に
相
当
す
る
も
の
に
つ
い

て
は
、
法
律
の
手
続
を
経
た
書
類
と
み
な
す
規
定
を
用

意
し
た
。

{附
則
第
一
条
及
び
第
二
条
関
係
}

三

今
後
の
予
定

環
境
影
響
評
価
法
の
施
行
日
は
公
布
の
日
か
ら
起
算
し

て
二
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

か
ら
と
し
て
い
る
が
、
一
部
は
公
布
の
日
か
ら
半
年
を
超

え
な
い
範
囲
内
で
政
令
で
定
め
る
日
に
施
行
す
る
こ
と
と

し
て
お
り
、
こ
れ
に
向
け
て
、
第
一
種
事
業
及
び
第
二
種

事
業
を
定
め
る
政
令
や
、
環
境
庁
長
官
が
関
係
行
政
機
関

の
長
と
協
議
し
て
基
本
的
事
項
を
定
め
公
表
す
る
も
の
と

す
る
と
さ
れ
て
い
る
、
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
の
基
準
、
環
境

影
響
評
価
の
項
目
及
び
調
査
･
予
測
･
評
価
の
手
法
の
選

定
指
針
並
び
に
環
境
の
保
全
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
指

針
に
つ
い
て
、
現
在
、
政
府
内
に
お
い
て
、
制
定
作
業
中

で
あ
る
。

別

紙
環
境
影
響
評
価
法

(平
成
九
年
法
律
第
八
十
一
号
)

目
次第

一
章

総
則

(第
一
条
-
第
三
条
)

第
二
章

準
備
書
の
作
成
前
の
手
続

第
一
節

第
二
種
事
業
に
係
る
判
定

(第
四
条
)

第
二
節

方
法
書
の
作
成
等

(第
五
条
ー
第
十
条
)

第
三
節

環
境
影
響
評
価
の
実
施
等

(第
十
一
条
ー
第
十
三
条
)

第
三
章

準
備
書

(第
十
四
条
ー
第
二
十
条
)

第
四
章

評
価
書

第
一
節

評
価
書
の
作
成
等

(第
二
十
一
条
ー
第
二
十
四
条
)

第
二
節

評
価
書
の
補
正
等

(第
二
十
五
条
ー
第
二
十
七
条
)

第
五
章

対
象
事
業
の
内
容
の
修
正
等

(第
二
十
八
条
ー
第
三
十
条
)

第
六
章

評
価
書
の
公
告
及
び
縦
覧
後
の
手
続

(第
三
十
一
条
ー
第
三

十
八
条
)

第
七
章

環
境
影
響
評
価
そ
の
他
の
手
続
の
特
例
等

第
一
節

都
市
計
画
に
定
め
ら
れ
る
対
象
事
業
等
に
関
す
る
特
例
(第

三
十
九
条
-
第
四
十
六
条
)

第
二
節

港
湾
計
画
に
係
る
環
境
影
響
評
価
そ
の
他
の
手
続

(第
四

十
七
条
ー
第
四
十
八
条
)

第
八
章

雑
則

(第
四
十
九
条
ー
第
六
十
一
条
)

附
則

第
一
章

総
則

(目
的
)

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
土
地
の
形
状
の
変
更
、
工
作
物
の
新
設
等
の
事

業
を
行
う
事
業
者
が
そ
の
事
業
の
実
施
に
当
た
り
あ
ら
か
じ
め
環
境
影

響
評
価
を
行
う
こ
と
が
環
境
の
保
全
上
極
め
て
重
要
で
あ
る
こ
と
に
か

ん
が
み
、
環
境
影
響
評
価
に
つ
い
て
国
等
の
責
務
を
明
ら
か
に
す
る
と

と
も
に
、
規
模
が
大
き
く
環
境
影
響
の
程
度
が
著
し
い
も
の
と
な
る
お

そ
れ
が
あ
る
事
業
に
つ
い
て
環
境
影
響
評
価
が
適
切
か
つ
円
滑
に
行
わ

れ
る
た
め
の
手
続
そ
の
他
所
要
の
事
項
を
定
め
、
そ
の
手
続
等
に
よ
っ

て
行
わ
れ
た
環
境
影
響
評
価
の
結
果
を
そ
の
事
業
に
係
る
環
境
の
保
全

の
た
め
の
措
置
そ
の
他
の
そ
の
事
業
の
内
容
に
関
す
る
決
定
に
反
映
さ

せ
る
た
め
の
措
置
を
と
る
こ
と
等
に
よ
り
、
そ
の
事
業
に
係
る
環
境
の

保
全
に
つ
い
て
適
正
な
配
慮
が
な
さ
れ
る
こ
と
を
確
保
し
、
も
っ
て
現

在
及
び
将
来
の
国
民
の
健
康
で
文
化
的
な
生
活
の
確
保
に
資
す
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
。

(定
義
)

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て

｢環
境
影
響
評
価
｣
と
は
、
事
業

(特
定

の
目
的
の
た
め
に
行
わ
れ
る
一
連
の
土
地
の
形
状
の
変
更

(こ
れ
と
併

せ
て
行
う
し
ゅ
ん
せ
つ
を
含
む
。)並
び
に
工
作
物
の
新
設
及
び
増
改
築

を
い
う
。
以
下
同
じ
。)
の
実
施
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響

(当
該
事
業
の

実
施
後
の
土
地
又
は
工
作
物
に
お
い
て
行
わ
れ
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
る

事
業
活
動
そ
の
他
の
八
の
活
動
が
当
該
事
業
の
目
的
に
含
ま
れ
る
場
合

に
は
、
こ
れ
ら
の
活
動
に
伴
っ
て
生
ず
る
影
響
を
含
む
。
以
下
単
に
｢環

境
影
響
｣
と
い
う
。)
に
つ
い
て
環
境
の
構
成
要
素
に
係
る
項
目
ご
と
に

調
査
、
予
測
及
び
評
価
を
行
う
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
を
行
う
過
程
に
お

い
て
そ
の
事
業
に
係
る
環
境
の
保
全
の
た
め
の
措
置
を
検
討
し
、
こ
の

措
置
が
講
じ
ら
れ
た
場
合
に
お
け
る
環
境
影
響
を
総
合
的
に
評
価
す
る

こ
,と
を
しい
う
。

2

こ
の
法
律
に
お
い
て

｢第
一
種
事
業
｣
と
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を

満
た
し
て
い
る
事
業
で
あ
っ
て
、
規
模

(形
状
が
変
更
さ
れ
る
部
分
の

土
地
の
面
積
、
新
設
さ
れ
る
工
作
物
の
大
き
さ
そ
の
他
の
数
値
で
表
さ

れ
る
事
業
の
規
模
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。)が
大
き
く
、
環
境

影
響
の
程
度
が
著
し
い
も
の
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
と
し
て
政
令

で
定
め
る
も
の
を
い
う
。

一
次
に
掲
げ
る
事
業
の
種
類
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
一
の
事
業
で

あ
る
こ
と
。

イ

高
速
自
動
車
国
道
、
一
般
国
道
そ
の
他
の
道
路
法

(昭
和
二
十

七
年
法
律
第
百
八
十
号
)
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
道
路
そ
の

他
の
道
路
の
新
設
及
び
改
築
の
事
業

口

河
川
法

(昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七
号
)
第
三
条
第
一

項
に
規
定
す
る
河
川
に
関
す
る
ダ
ム
の
新
築
、
縦
堰

の
新
築
及
び

改
築
の
事
業

(以
下
こ
の
号
に
お
い
て

｢ダ
ム
新
築
等
事
業
｣
と

い
う
。)並
び
に
同
法
第
八
条
の
河
川
工
事
の
事
業
で
ダ
ム
新
築
等

事
業
で
な
い
も
の

ハ

鉄
道
事
業
法

(昭
和
六
十
一
年
法
律
第
九
十
二
号
)
に
よ
る
鉄

道
及
び
軌
道
法

(大
正
十
年
法
律
第
七
十
六
号
)
に
よ
る
軌
道
の

建
設
及
び
改
良
の
事
業

ニ

空
港
整
備
法

(昭
和
三
十
一
年
法
律
第
八
十
号
)
第
二
条
第
一

項
に
規
定
す
る
空
港
そ
の
他
の
飛
行
場
及
び
そ
の
施
設
の
設
置
又

は
変
更
の
事
業

小

電
気
事
業
法

(昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
)
第
三
十
八
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条
に
規
定
す
る
事
業
用
電
気
工
作
物
で
あ
っ
て
発
電
用
の
も
の
の

設
置
又
は
変
更
の
工
事
の
事
業

へ

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律

(昭
和
四
十
五
年
法

律
第
百
三
十
七
号
)
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
一
般
廃
棄
物
の

最
終
処
分
場
及
び
同
法
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
産
業
廃
棄

物
の
最
終
処
分
場
の
設
置
並
び
に
そ
の
構
造
及
び
規
模
の
変
更
の

事
業

･

ト

公
有
水
面
埋
立
法

(大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号
)
に
よ
る
公

有
水
面
の
埋
立
て
及
び
干
拓
そ
の
他
の
水
面
の
埋
立
て
及
び
干
拓

の
事
業

チ

土
地
区
画
整
理
法

(昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
)
第
二

条
第
一
項
に
規
定
す
る
土
地
区
画
整
理
事
業

り

新
住
宅
市
街
地
開
発
法
(昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
四
号
)

第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
新
住
宅
市
街
地
開
発
事
業

ヌ

首
都
圏
の
近
郊
整
備
地
帯
及
び
都
市
開
発
区
域
の
整
備
に
関
す

る
法
律

(昭
和
三
十
三
年
法
律
第
九
十
八
号
)
第
二
条
第
六
項
に

規
定
す
る
工
業
団
地
造
成
事
業
及
び
近
畿
圏
の
近
郊
整
備
区
域
及

び
都
市
開
発
区
域
の
整
備
及
び
開
発
に
関
す
る
法
律

(昭
和
三
十

九
年
法
律
第
百
四
十
五
号
)
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
工
業
団

地
造
成
事
業

ル

新
都
市
基
盤
整
備
法

(昭
和
四
十
七
法
律
第
八
十
六
号
)
第
二

条
第
一
項
に
規
定
す
る
新
都
市
基
盤
整
備
事
業

ヲ

流
通
業
務
市
街
地
の
整
備
に
関
す
る
法
律

(昭
和
四
十
一
年
法

律
第
百
十
号
)
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
流
通
業
務
団
地
造
成

事
業

ワ

イ
か
ら
ヲ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
一
の
事
業
に
係
る
環

境
影
響
を
受
け
る
地
域
の
範
囲
が
広
く
、
そ
の
一
の
事
業
に
係
る

環
境
影
響
評
価
を
行
う
必
要
の
程
度
が
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
と

し
て
政
令
で
定
め
る
事
業
の
種
類

二

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
事
業
で
あ
る
こ
と
。

イ

法
律
の
規
定
で
あ
っ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
に
よ
り
、
そ
の
実

施
に
際
し
、
免
許
、
特
許
、
許
可
、
認
可
若
し
く
は
承
認
又
は
届

出

(当
該
届
出
に
係
る
法
律
に
お
い
て
、
当
該
届
出
に
関
し
、
当

該
届
出
を
受
理
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
一
定
の
期
間
内
に
、
そ
の

変
更
に
つ
い
て
勧
告
又
は
命
令
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
が
規

定
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
ホ
に
お
い
て
同
じ
。)が
必
要
と
さ

れ
る
事
業

(ホ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。)

口

国
の
補
助
金
等

(補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に

関
す
る
法
律

(昭
和
三
十
年
法
律
第
百
七
十
九
号
)
第
二
条
第
一

項
第
一
号
の
補
助
金
及
び
同
項
第
二
号
の
負
担
金
を
い
う
。
以
下

同
じ
。)
の
交
付
の
対
象
と
な
る
事
業
(イ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。)

ハ

特
別
の
法
律
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人

(国
が
出
資
し
て
い
る

も
の
に
限
る
。)
が
そ
の
業
務
と
し
て
行
う
事
業

(イ
及
び
口
に
掲

げ
る
も
の
を
除
く
。)

ニ

国
が
行
う
事
業

(イ
及
び
口
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。)

ホ

国
が
行
う
事
業
の
う
ち
、
法
律
の
規
定
で
あ
っ
て
政
令
で
定
め

る
も
の
に
よ
り
、
そ
の
実
施
に
際
し
、
免
許
、
特
許
、
許
可
、
認

可
若
し
く
は
承
認
又
は
届
出
が
必
要
と
さ
れ
る
事
業

3

こ
の
法
律
に
お
い
て

｢第
二
種
事
業
｣
と
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る

要
件
を
満
た
し
て
い
る
事
業
で
あ
っ
て
、
第
一
種
事
業
に
準
ず
る
規
模

(そ
の
規
模
に
係
る
数
値
の
第
一
種
事
業
の
規
模
に
係
る
数
値
に
対
す

る
比
が
政
令
で
定
め
る
数
値
以
上
で
あ
る
も
の
に
限
る
。)を
有
す
る
も

の
の
う
ち
、
環
境
影
響
の
程
度
が
著
し
い
も
の
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る

か
ど
う
か
の
判
定

(以
下
単
に
｢判
定
｣
と
い
う
。)
を
第
四
条
第
一
項

各
号
に
定
め
る
者
が
同
条
の
規
定
に
よ
り
行
う
必
要
が
あ
る
も
の
と
し

て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。

4

こ
の
法
律
に
お
い
て

｢対
象
事
業
｣
と
は
、
第
一
種
事
業
又
は
第
四

条
第
三
項
第
一
号

(第
三
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て

適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。)
の
措
置
が
と
ら
れ
た
第
二
種
事
業

(第
四

条
第
四
項

(第
三
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ

れ
る
場
合
を
含
む
。)
及
び
第
二
十
九
条
第
二
項
(第
四
十
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。)
に
お
い
て
準
用

す
る
第
四
条
第
三
項
第
二
号
の
措
置
が
と
ら
れ
た
も
の
を
除
く
。)を
い

　　　　

5

こ
の
法
律

(こ
の
章
を
除
く
。)
に
お
い
て
｢事
業
者
｣
と
は
、
対
象

事
業
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
者

(国
が
行
う
対
象
事
業
に
あ
っ
て
は
当

該
対
象
事
業
の
実
施
を
担
当
す
る
行
政
機
関
(地
方
支
分
部
局
を
含
む
。)

の
長
、
委
託
に
係
る
対
象
事
業
に
あ
っ
て
は
そ
の
委
託
を
し
よ
う
と
す

る
者
)
を
い
う
o

(国
等
の
責
務
)

第
三
条

国
、
地
方
公
共
団
体
、
事
業
者
及
び
国
民
は
、
事
業
の
実
施
前

に
お
け
る
環
境
影
響
評
価
の
重
要
性
を
深
く
認
識
し
て
、
こ
の
法
律
の

規
定
に
よ
る
環
境
影
響
評
価
そ
の
他
の
手
続
が
適
切
か
つ
円
滑
に
行
わ

れ
、
事
業
の
実
施
に
よ
る
環
境
へ
の
負
荷
を
で
き
る
限
り
回
避
し
、
又

は
低
減
す
る
こ
と
そ
の
他
の
環
境
の
保
全
に
つ
い
て
の
配
慮
が
適
正
に

な
さ
れ
る
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
章

準
備
書
の
作
成
前
の
手
続

第

一
節

第
二
種
事
業
に
係
る
判
定

第
四
条

第
二
種
事
業
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
者

(国
が
行
う
事
業
に
あ

っ
て
は
当
該
事
業
の
実
施
を
担
当
す
る
行
政
機
関

(地
方
支
分
部
局
を

含
む
。)
の
長
、
委
託
に
係
る
事
業
に
あ
っ
て
は
そ
の
委
託
を
し
よ
う
と

す
る
者
。
以
下
同
じ
。)は
、
第
二
条
第
二
項
第
一
号
イ
か
ら
ワ
ま
で
に

掲
げ
る
事
業
の
種
類
ご
と
に
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ

の
氏
名
及
び
住
所

(法
人
に
あ
っ
て
は
そ
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及

び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
)
並
び
に
第
二
種
事
業
の
種
類
及
び
規
模
、

第
二
種
事
業
が
実
施
さ
れ
る
べ
き
区
域
そ
の
他
第
二
種
事
業
の
概
要
(以

下
こ
の
項
に
お
い
て
｢氏
名
等
｣
と
い
う
。)
を
次
の
各
号
に
掲
げ
る
第

二
種
事
業
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
者
に
書
面
に
よ
り
届
け

出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
号
又
は
第
五
号

に
掲
げ
る
第
二
種
事
業
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
者
が
第
四
号
又
は
第
五

号
に
定
め
る
主
任
の
大
臣
で
あ
る
と
き
は
、
主
任
の
大
臣
に
届
け
出
る

こ
と
に
代
え
て
、
氏
名
等
を
記
載
し
た
書
面
を
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。

一
第
二
条
第
二
項
第
二
号
イ
に
該
当
す
る
第
二
種
事
業

同
号
イ
に

規
定
す
る
免
許
、
特
許
、
許
可
、
認
可
若
し
く
は
承
認

(以
下

｢免

許
等
｣
と
い
う
。)
を
行
い
、
又
は
同
号
イ
に
規
定
す
る
届
出

(以
下

｢特
定
届
出
｣
と
い
う
。)
を
受
理
す
る
者

二

第
二
条
第
二
項
第
二
号
口
に
該
当
す
る
第
二
種
事
業

同
号
口
に

規
定
す
る
国
の
補
助
金
等
の
交
付
の
決
定
を
行
う
者

(以
下

｢交
付

決
定
権
者
｣
と
い
う
。)

三

第
二
条
第
二
項
第
二
号
ハ
に
該
当
す
る
第
二
種
事
業

同
号
ハ
に

規
定
す
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
同
号
ハ
に
規
定
す
る
法
人
を
当
該

事
業
に
関
し
て
監
督
す
る
者

(以
下

｢法
人
監
督
者
｣
と
い
う
。)

四

第
二
条
第
二
項
第
二
号
ニ
に
該
当
す
る
第
二
種
事
業

当
該
事
業

の
実
施
に
関
す
る
事
務
を
所
掌
す
る
主
任
の
大
臣

五

第
二
条
第
二
項
第
二
号
ホ
に
該
当
す
る
第
二
種
事
業

当
該
事
業

の
実
施
に
関
す
る
事
務
を
所
掌
す
る
主
任
の
大
臣
及
び
同
号
ホ
に
規

定
す
る
免
許
、
特
許
、
許
可
、
認
可
若
し
く
は
承
認
を
行
う
者
又
は

同
号
ホ
に
規
定
す
る
届
出
の
受
理
を
行
う
者

2

前
項
各
号
に
定
め
る
者
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

(同
項
後
段

の
規
定
に
よ
る
書
面
の
作
成
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
二
十
九
条

第
一
項
に
お
い
て
｢届
出
｣
と
い
う
。)
に
係
る
第
二
種
事
業
が
実
施
さ

れ
る
べ
き
区
域
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
届
出
に
係
る
書
面
の
写

し
を
送
付
し
、
三
十
日
以
上
の
期
間
を
指
定
し
て
こ
の
法
律

(こ
の
条

を
除
く
。)
の
規
定
に
よ
る
環
境
影
響
評
価
そ
の
他
の
手
続
が
行
わ
れ
る

必
要
が
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
意
見
及
び
そ
の
理
由
を
求
め
な
け
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れ
ば
な
ら
な
い
。

3

第
一
項
各
号
に
定
め
る
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
都
道
府
県
知
事

の
意
見
が
述
べ
ら
れ
た
と
き
は
こ
れ
を
勘
案
し
て
、
第
二
条
第
二
項
第

一
号
イ
か
ら
ワ
ま
で
に
掲
げ
る
事
業
の
種
類
ご
と
に
主
務
省
令
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
届
出
の
ロ
か
ら
起
算
し
て
六
十
日
以
内
に
、
届
出

に
係
る
第
二
種
事
業
に
つ
い
て
の
判
定
を
行
い
、
環
境
影
響
の
程
度
が

著
し
い
も
の
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
第
一
号
の

措
置
を
、
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
第
二
号
の
措
置
を
と
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

こ
の
法
律

(こ
の
条
を
除
く
。)
の
規
定
に
よ
る
環
境
影
響
評
価
そ

の
他
の
手
続
が
行
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
旨
及
び
そ
の
理
由
を
、
書
面

を
も
っ
て
、
届
出
を
し
た
者
及
び
前
項
の
都
道
府
県
知
事

(第
一
項

後
段
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
項
の
都
道
府
県
知
事
)
に
通
知
す
る

こ
,と
o

二

こ
の
法
律

(こ
の
条
を
除
く
。)
の
規
定
に
よ
る
環
境
影
響
評
価
そ

の
他
の
手
続
が
行
わ
れ
る
必
要
が
な
い
旨
及
び
そ
の
理
由
を
、
書
面

を
も
っ
て
、
届
出
を
し
た
者
及
び
前
項
の
都
道
府
県
知
事

(第
一
項

後
段
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
項
の
都
道
府
県
知
事
)
に
通
知
す
る

こ
1と
0

･

4

届
出
を
し
た
者
で
前
項
第
一
号
の
措
置
が
と
ら
れ
た
も
の
が
当
該
第

二
種
事
業
の
規
模
又
は
そ
の
実
施
さ
れ
る
べ
き
区
域
を
変
更
し
て
当
該

事
業
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
変
更
後
の
当
該
事

業
が
第
二
種
事
業
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
者
は
、
当
該
変
更
後
の

当
該
事
業
に
つ
い
て
、
届
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
前
二
項
の
規
定
は
、
当
該
届
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

5

第
二
種
事
業

(対
象
事
業
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。)
を
実
施
し
よ

う
と
す
る
者
は
、
第
三
項
第
二
号

(前
項
及
び
第
二
十
九
条
第
二
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
)
の
措
置
が
と
ら
れ
る
ま
で

(当
該
第

二
種
事
業
に
係
る
第
一
項
各
号
に
定
め
る
者
が
二
以
上
で
あ
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
の
す
べ
て
に
よ
り
当
該
措
置
が
と

ら
れ
る
ま
で
)
は
、
当
該
第
二
種
事
業
を
実
施
し
て
は
な
ら
な
い
。

6

第
二
種
事
業
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
判
定
を
受
け
る
こ
と
な
く
こ
の
法
律

(こ
の
条
を
除
く
。)
の

規
定
に
よ
る
環
境
影
響
評
価
そ
の
他
の
手
続
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
第
二
種
事
業
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
者
は
、

同
項
第
四
号
又
は
第
五
号
に
定
め
る
主
任
の
大
臣
以
外
の
者
に
あ
っ
て

は
こ
の
法
律
(こ
の
条
を
除
く
。)
の
規
定
に
よ
る
環
境
影
響
評
価
そ
の

他
の
手
続
を
行
う
こ
と
と
し
た
旨
を
同
項
各
号
に
掲
げ
る
第
二
種
事
業

の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
者
に
書
面
に
よ
り
通
知
し
、
こ
れ

ら
の
主
任
の
大
臣
に
あ
っ
て
は
そ
の
旨
の
書
面
を
作
成
す
る
も
の
と
す

る
↓。

7

前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
り
書
面

を
作
成
し
た
者
は
、
当
該
通
知
又
は
書
面
の
作
成
に
係
る
第
二
種
事
業

が
実
施
さ
れ
る
べ
き
区
域
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
当
該
通
知
又

は
作
成
に
係
る
書
面
の
写
し
を
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

8

第
六
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
又
は
書
面
の
作
成
に
係
る
第
二
種
事
業

は
、
当
該
通
知
又
は
書
面
の
作
成
の
時
に
第
三
項
第
一
号
の
措
置
が
と

ら
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

9

第
三
項
の
主
務
省
令
は
、
第
二
種
事
業
の
種
類
及
び
規
模
、
第
二
種

事
業
が
実
施
さ
れ
る
べ
き
区
域
及
び
そ
の
周
辺
の
区
域
の
環
境
の
状
況

そ
の
他
を
勘
案
し
て
判
定
が
適
切
に
行
わ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
、

判
定
の
基
準
に
つ
き
主
務
大
臣

(主
務
大
臣
が
総
理
府
の
外
局
の
長
で

あ
る
と
き
は
、
内
閣
総
理
大
臣
)
が
環
境
庁
長
官
に
協
議
し
て
定
め
る

も
の
と
す
る
。

m

環
境
庁
長
官
は
、
関
係
す
る
行
政
機
関
の
長
に
協
議
し
て
、
前
項
の

規
定
に
よ
り
主
務
大
臣

(主
務
大
臣
が
総
理
府
の
外
局
の
長
で
あ
る
と

き
は
、
内
閣
総
理
大
臣
)
が
定
め
る
べ
き
基
準
に
関
す
る
基
本
的
事
項

を
定
め
て
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

第
二
節

方
法
書
の
作
成
等

(方
法
書
の
作
成
)

第
五
条

事
業
者
は
、対
象
事
業
に
係
る
環
境
影
響
評
価
を
行
う
方
法
(調

査
、
予
測
及
び
評
価
に
係
る
も
の
に
限
る
。)
に
つ
い
て
、
第
二
条
第
二

項
第
一
号
イ
か
ら
ワ
ま
で
に
掲
げ
る
事
業
の
種
類
ご
と
に
主
務
省
令
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
環
境
影
響
評

価
方
法
書

(以
下

｢方
法
書
｣
と
い
う
。)
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。一

事
業
者
の
氏
名
及
び
住
所

(法
人
に
あ
っ
て
は
そ
の
名
称
、
代
表

者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
)

二

対
象
事
業
の
目
的
及
び
内
容

三

対
象
事
業
が
実
施
さ
れ
る
べ
き
区
域

(以
下

｢対
象
事
業
実
施
区

域
｣
と
い
う
。)
及
び
そ
の
周
囲
の
概
況

四

対
象
事
業
に
係
る
環
境
影
響
評
価
の
項
目
並
び
に
調
査
、
予
測
及

び
評
価
の
手
法

(当
該
手
法
が
決
定
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
あ
っ
て

は
、
対
象
事
業
に
係
る
環
境
影
響
評
価
の
項
目
)

2

相
互
に
関
連
す
る
二
以
上
の
対
象
事
業
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
場
合

は
、
当
該
対
象
事
業
に
係
る
事
業
者
は
、
こ
れ
ら
の
対
象
事
業
に
つ
い

て
、
併
せ
て
方
法
書
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(方
法
書
の
送
付
等
)

第
六
条

事
業
者
は
、
方
法
書
を
作
成
し
た
と
き
は
、
第
二
条
第
二
項
第

一
号
イ
か
ら
ワ
ま
で
に
掲
げ
る
事
業
の
種
類
ご
と
に
主
務
省
令
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
対
象
事
業
に
係
る
環
境
影
響
を
受
け
る
範
囲
で
あ

る
と
認
め
ら
れ
る
地
域
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
及
び
市
町
村
長
(特

別
区
の
区
長
を
含
む
。
以
下
同
じ
。)
に
対
し
、
方
法
書
を
送
付
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

2

前
項
の
主
務
省
令
は
、
同
項
に
規
定
す
る
地
域
が
対
象
事
業
に
係
る

環
境
影
響
評
価
に
つ
き
環
境
の
保
全
の
見
地
か
ら
の
意
見
を
求
め
る
上

で
適
切
な
範
囲
の
も
の
と
な
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
、
そ
の
基
準
と

な
る
べ
き
事
項
に
つ
き
主
務
大
臣

(主
務
大
臣
が
総
理
府
の
外
局
の
長

で
あ
る
と
き
は
、
内
閣
総
理
大
臣
)
が
環
境
庁
長
官
に
協
議
し
て
定
め

る
も
の
と
す
る
。

(方
法
書
に
つ
い
て
の
公
告
及
び
縦
覧
)

第
七
条

事
業
者
は
、
方
法
書
を
作
成
し
た
と
き
は
、
環
境
影
響
評
価
の

項
目
並
び
に
調
査
、
予
測
及
び
評
価
の
手
法
に
つ
い
て
環
境
の
保
全
の

見
地
か
ら
の
意
見
を
求
め
る
た
め
、
総
理
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
方
法
書
を
作
成
し
た
旨
そ
の
他
総
理
府
令
で
定
め
る
事
項
を
公
告

し
、
前
条
第

一
項
に
規
定
す
る
地
域
内
に
お
い
て
、
方
法
書
を
公
告
の

日
か
ら
起
算
し
て
一
月
間
縦
覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(方
法
書
に
つ
い
て
の
意
見
書
の
提
出
)

第
八
条

方
法
書
に
つ
い
て
環
境
の
保
全
の
見
地
か
ら
の
意
見
を
有
す
る

者
は
、
前
条
の
公
告
の
日
か
ら
、
同
条
の
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日

か
ら
起
算
し
て
二
週
間
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
、
事
業
者
に
対
し
、

意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

2

前
項
の
意
見
書
の
提
出
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
総
理
府
令
で
定
め

る
し0(方

法
書
に
つ
い
て
の
意
見
の
概
要
の
送
付
)

第
九
条

事
業
者
は
、
前
条
第
一
項
の
期
間
を
経
過
し
た
後
、
第
六
条
第

一
項
に
規
定
す
る
地
域
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
及
び
当
該
地
域
を

管
轄
す
る
市
町
村
長
に
対
し
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ

た
意
見
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類
を
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(方
法
書
に
つ
い
て
の
都
道
府
県
知
事
等
の
意
見
)

第
十
条

前
条
に
規
定
す
る
都
道
府
県
知
事
は
、
同
条
の
書
類
の
送
付
を

受
け
た
と
き
は
、
政
令
で
定
め
る
期
間
内
に
、
事
業
者
に
対
し
、
方
法

書
に
つ
い
て
環
境
の
保
全
の
見
地
か
ら
の
意
見
を
書
面
に
よ
り
述
べ
る

も
の
と
す
る
。

2

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
都
道
府
県
知
事
は
、
期
間
を
指
定
し

て
、
方
法
書
に
つ
い
て
前
条
に
規
定
す
る
市
町
村
長
の
環
境
の
保
全
の

見
地
か
ら
の
意
見
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。
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第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
規
定

第
三
章

準
備
書

に
よ
る
当
該
市
町
村
長
の
意
見
を
勘
案
す
る
と
と
も
に
、
前
条
の
書
類

(準
備
書
の
作
成
)

に
記
載
さ
れ
た
意
見
に
配
意
す
る
も
の
と
す
る
。

第
三
節

環
境
影
響
評
価
の
実
施
等

(環
境
影
響
評
価
の
項
目
等
の
選
定
)

第
十
一
条

事
業
者
は
、
前
条
第

一
項
の
意
見
が
述
べ
ら
れ
た
と
き
は
こ

れ
を
勘
案
す
る
と
と
も
に
、
第
八
条
第
一
項
の
意
見
に
配
意
し
て
第
五

条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
に
検
討
を
加
え
、
第
二
条
第
二
項
第

一
号
イ
か
ら
ワ
ま
で
に
掲
げ
る
事
業
の
種
類
ご
と
に
主
務
省
令
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
対
象
事
業
に
係
る
環
境
影
響
評
価
の
項
目
並
び
に

調
査
、
予
測
及
び
評
価
の
手
法
を
選
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
o

2

事
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
選
定
を
行
う
に
当
た
り
必
要
が
あ

る
と
認
め
る
と
き
は
、
主
務
大
臣
に
対
し
、
技
術
的
な
助
言
を
記
載
し

た
書
面
の
交
付
を
受
け
た
い
旨
の
申
出
を
書
面
に
よ
り
す
る
こ
と
が
で

　
　　
　

3

第
一
項
の
主
務
省
令
は
、
環
境
基
本
法

(平
成
五
年
法
律
第
九
十
一

号
)
第
十
四
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
確
保
を
旨
と
し
て
、
既
に
得
ら

れ
て
い
る
科
学
的
知
見
に
基
づ
き
、
対
象
事
業
に
係
る
環
境
影
響
評
価

を
適
切
に
行
う
た
め
に
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
環
境
影
響
評
価
の

項
目
並
び
に
当
該
項
目
に
係
る
調
査
、
予
測
及
び
評
価
を
合
理
的
に
行

う
た
め
の
手
法
を
選
定
す
る
た
め
の
指
針
に
つ
き
主
務
大
臣

(主
務
大

臣
が
総
理
府
の
外
局
の
長
で
あ
る
と
き
は
、
内
閣
総
理
大
臣
)
が
環
境

庁
長
官
に
協
議
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

(環
境
影
響
評
価
の
実
施
)

第
十
二
条

事
業
者
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
選
定
し
た
項
目
及

び
手
法
に
基
づ
い
て
、
第
二
条
第
二
項
第
一
号
イ
か
ら
ヮ
ま
で
に
掲
げ

る
事
業
の
種
類
ご
と
に
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
対
象
事

業
に
係
る
環
境
影
響
評
価
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

前
条
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
主
務
省
令
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
三
項
中

｢環
境
影
響
評
価
の
項
目
並
び

に
当
該
項
目
に
係
る
調
査
、
予
測
及
び
評
価
を
合
理
的
に
行
う
た
め
の

手
法
を
選
定
す
る
た
め
の
指
針
｣と
あ
る
の
は
、
｢環
境
の
保
全
の
た
め

の
措
置
に
関
す
る
指
針
｣
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

(基
本
的
事
項
の
公
表
)

第
十
三
条

環
境
庁
長
官
は
、
関
係
す
る
行
政
機
関
の
長
に
協
議
し
て
、

第
十
一
条
第
三
項

(前
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ
り
主
務
大
臣

(主
務
大
臣
が
総
理
府
の
外
局
の
長
で
あ
る

と
き
は
、
内
閣
総
理
大
臣
)
が
定
め
る
べ
き
指
針
に
関
す
る
基
本
的
事

項
を
定
め
て
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

(準
備
書
の
作
成
)

第
十
四
条

事
業
者
は
、
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
対
象
事
業
に

係
る
環
境
影
響
評
価
を
行
っ
た
後
、
当
該
環
境
影
響
評
価
の
結
果
に
つ

い
て
環
境
の
保
全
の
見
地
か
ら
の
意
見
を
聴
く
た
め
の
準
備
と
し
て
、

第
二
条
第
二
項
第
一
号
イ
か
ら
ワ
ま
で
に
掲
げ
る
事
業
の
種
類
ご
と
に

主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
結
果
に
係
る
次
に
掲
げ
る

事
項
を
記
載
し
た
環
境
影
響
評
価
準
備
書
(以
下
｢準
備
書
｣
と
い
う
。)

を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
o

一
第
五
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

二

第
八
条
第
一
項
の
意
見
の
概
要

三

第
十
条
第
一
項
の
都
道
府
県
知
事
の
意
見

四

前
二
号
の
意
見
に
つ
い
て
の
事
業
者
の
見
解

五

環
境
影
響
評
価
の
項
目
並
び
に
調
査
、
予
測
及
び
評
価
の
手
法

六

第
十
一
条
第
二
項
の
助
言
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
内
容

七

環
境
影
響
評
価
の
結
果
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

調
査
の
結
果
の
概
要
並
び
に
予
測
及
び
評
価
の
結
果
を
環
境
影

響
評
価
の
項
目
ご
と
に
と
り
ま
と
め
た
も
の

(環
境
影
響
評
価
を

行
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
環
境
影
響
の
内
容
及
び
程
度
が
明
ら
か

と
な
ら
な
か
っ
た
項
目
に
係
る
も
の
を
含
む
。)

口

環
境
の
保
全
の
た
め
の
措
置

(当
該
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
す

る
に
至
っ
た
検
討
の
状
況
を
含
む
。)

ハ

ロ
に
掲
げ
る
措
置
が
将
来
判
明
す
べ
き
環
境
の
状
況
に
応
じ
て

講
ず
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
環
境
の
状
況
の
把
握
の
た

め
の
措
置

ニ

対
象
事
業
に
係
る
環
境
影
響
の
総
合
的
な
評
価

八

環
境
影
響
評
価
の
全
部
又
は
一
部
を
他
の
者
に
委
託
し
て
行
っ
た

場
合
に
は
、
そ
の
者
の
氏
名
及
び
住
所

(法
人
に
あ
っ
て
は
そ
の
名

称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
)

2

第
五
条
第
二
項
の
規
定
は
、
準
備
書
の
作
成
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

(準
備
書
の
送
付
等
)

第
十
五
条

事
業
者
は
、
準
備
書
を
作
成
し
た
と
き
は
、
第
六
条
第
一
項

の
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
対
象
事
業
に
係
る
環
境
影
響

を
受
け
る
範
囲
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
地
域

(第
八
条
第
一
項
及
び
第

十
条
第
一
項
の
意
見
並
び
に
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
行
っ
た

環
境
影
響
評
価
の
結
果
に
か
ん
が
み
第
六
条
第
一
項
の
地
域
に
追
加
す

べ
き
も
の
と
認
め
ら
れ
る
地
域
を
含
む
。
以
下
｢関
係
地
域
｣と
い
う
。)

を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
(以
下
｢関
係
都
道
府
県
知
事
｣
と
い
う
。)

及
び
関
係
地
域
を
管
轄
す
る
市
町
村
長

(以
下

｢関
係
市
町
村
長
｣
と

い
う
。)
に
対
し
、
準
備
書
及
び
こ
れ
を
要
約
し
た
書
類
(次
条
及
び
第

十
七
条
に
お
い
て
｢要
約
書
｣
と
い
う
。)
を
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。(準

備
書
に
つ
い
て
の
公
告
及
び
縦
覧
)

第
十
六
条

事
業
者
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
送
付
を
行
っ
た
後
、
準
備

書
に
係
る
環
境
影
響
評
価
の
結
果
に
つ
い
て
環
境
の
保
全
の
見
地
か
ら

の
意
見
を
求
め
る
た
め
、
総
理
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
準
備

書
を
作
成
し
た
旨
そ
の
他
総
理
府
令
で
定
め
る
事
項
を
公
告
し
、
関
係

地
域
内
に
お
い
て
、
準
備
書
及
び
要
約
書
を
公
告
の
日
か
ら
起
算
し
て

一
月
間
縦
覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(説
明
会
の
開
催
等
)

第
十
七
条

事
業
者
は
、
総
理
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
条
の

縦
覧
期
間
内
に
、
関
係
地
域
内
に
お
い
て
、
準
備
書
の
記
載
事
項
を
周

知
さ
せ
る
た
め
の
説
明
会

(以
下

｢説
明
会
｣
と
い
う
。)
を
開
催
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
関
係
地
域
内
に
説
明
会
を

開
催
す
る
適
当
な
場
所
が
な
い
と
き
は
、
関
係
地
域
以
外
の
地
域
に
お

い
て
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2

事
業
者
は
、
説
明
会
を
開
催
す
る
と
き
は
、
そ
の
開
催
を
予
定
す
る

日
時
及
び
場
所
を
定
め
、
総
理
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
れ

ら
を
説
明
会
の
開
催
を
予
定
す
る
日
の
一
週
間
前
ま
で
に
公
告
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

3

事
業
者
は
、
説
明
会
の
開
催
を
予
定
す
る
日
時
及
び
場
所
を
定
め
よ

う
と
す
る
と
き
は
、
関
係
都
道
府
県
知
事
の
意
見
を
聴
く
こ
と
が
で
き

る
↓。

4

事
業
者
は
、
そ
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
由
で
あ
っ
て

総
理
府
令
で
定
め
る
も
の
に
よ
り
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
し

た
説
明
会
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
当
該
説
明
会
を

開
催
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
事
業
者
は
、
総

理
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
条
の
縦
覧
期
間
内
に
、
要
約
書

の
提
供
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
、
準
備
書
の
記
載
事
項
を
周
知
さ
せ
る

よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

5

前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
説
明
会
の
開
催
に
関
し
必
要
な
事

項
は
、
総
理
府
令
で
定
め
る
。

(準
備
書
に
つ
い
て
の
意
見
書
の
提
出
)

第
十
八
条

準
備
書
に
つ
い
て
環
境
の
保
全
の
見
地
か
ら
の
意
見
を
有
す

る
者
は
、
第
十
六
条
の
公
告
の
日
か
ら
、
同
条
の
縦
覧
期
間
満
了
の
日

の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
二
週
間
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
、
事
業
者

に
対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

2

前
項
の
意
見
書
の
提
出
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
総
理
府
令
で
定
め
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　　　(準
備
書
に
つ
い
て
の
意
見
の
概
要
等
の
送
付
)

第
十
九
条

事
業
者
は
、
前
条
第
一
項
の
期
間
を
経
過
し
た
後
、
関
係
都

道
府
県
知
事
及
び
関
係
市
町
村
長
に
対
し
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ

ら
れ
た
意
見
の
概
要
及
び
当
該
意
見
に
つ
い
て
の
事
業
者
の
見
解
を
記

載
し
た
書
類
を
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(準
備
書
に
つ
い
て
の
関
係
都
道
府
県
知
事
の
意
見
)

第
二
十
条

関
係
都
道
府
県
知
事
は
、
前
条
の
書
類
の
送
付
を
受
け
た
と

き
は
、
政
令
で
定
め
る
期
間
内
に
、
事
業
者
に
対
し
、
準
備
書
に
つ
い

て
環
境
の
保
全
の
見
地
か
ら
の
意
見
を
書
面
に
よ
り
述
べ
る
も
の
と
す

る
。

2

第
十
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
関
係

都
道
府
県
知
事
が
準
備
書
に
つ
い
て
意
見
を
述
べ
る
場
合
に
つ
い
て
準

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
中

｢前
条
に
規
定
す
る

市
町
村
長
｣
と
あ
る
の
は
｢関
係
市
町
村
長
｣
と
、
同
条
第
三
項
中
｢前

項
｣
と
あ
る
の
は

｢第
二
十
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
項
｣
と
、

｢第
十
九
条
の
書
類
に
記
載
さ
れ
た
意
見
及
び
事
業
者
の
見
解
｣
と
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
四
章

評
価
書

第
一
節

評
価
書
の
作
成
等

(評
価
書
の
作
成
)

第
二
十
一
条

事
業
者
は
、
前
条
第
一
項
の
意
見
が
述
べ
ら
れ
た
と
き
は

こ
れ
を
勘
案
す
る
と
と
も
に
、
第
十
八
条
第
一
項
の
意
見
に
配
意
し
て

準
備
書
の
記
載
事
項
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
当
該
事
項
の
修
正
を
必

要
と
す
る
と
認
め
る
と
き

(当
該
修
正
後
の
事
業
が
対
象
事
業
に
該
当

す
る
と
き
に
限
る
。)は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
当
該
修
正
の
区
分
に
応

じ
当
該
各
号
に
定
め
る
措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
第
五
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
の
修
正

(事
業
規
模
の
縮

小
、
政
令
で
定
め
る
軽
微
な
修
正
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
修
正
に

該
当
す
る
も
の
を
除
く
。)同
条
か
ら
第
二
十
七
条
ま
で
の
規
定
に
よ

る
環
境
影
響
評
価
そ
の
他
の
手
続
を
経
る
こ
と
。

二

第
五
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
十
四
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
四

号
ま
で
、
第
六
号
若
し
く
は
第
八
号
に
掲
げ
る
事
項
の
修
正

(前
号

に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。)次
項
及
び
次
条
か
ら
第
二
十
七
条
ま
で

の
規
定
に
よ
る
環
境
影
響
評
価
そ
の
他
の
手
続
を
行
う
こ
と
。

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の

第
十
一
条
第
一
項
及
び
第

十
二
条
第
一
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
修
正
に

係
る
部
分
に
つ
い
て
対
象
事
業
に
係
る
環
境
影
響
評
価
を
行
う
こ
と
。

2

事
業
者
は
、
前
項
第
一
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
き
、
同
項
第
三
号

の
規
定
に
よ
る
環
境
影
響
評
価
を
行
っ
た
場
合
に
は
当
該
環
境
影
響
評

価
及
び
準
備
書
に
係
る
環
境
影
響
評
価
の
結
果
に
、
同
号
の
規
定
に
よ

る
環
境
影
響
評
価
を
行
わ
な
か
っ
た
場
合
に
は
準
備
書
に
係
る
環
境
影

響
評
価
の
結
果
に
係
る
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
環
境
影
響
評
価

書

(以
下
第
二
十
六
条
ま
で
、
第
二
十
九
条
及
び
第
三
十
条
に
お
い
て

｢評
価
書
｣
と
い
う
。)
を
、
第
二
条
第
二
項
第
一
号
イ
か
ら
ワ
ま
で
に

掲
げ
る
事
業
の
種
類
ご
と
に
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
作
成

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
十
四
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

二

第
十
八
条
第
一
項
の
意
見
の
概
要

三

第
二
十
条
第
一
項
の
関
係
都
道
府
県
知
事
の
意
見

四

前
二
号
の
意
見
に
つ
い
て
の
事
業
者
の
見
解

(免
許
等
を
行
う
者
等
へ
の
送
付
)

第
二
十
二
条

事
業
者
は
、
評
価
書
を
作
成
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
評
価
書
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
者
に

こ
れ
を
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
第
二
条
第
二
項
第
二
号
ィ
に
該
当
す
る
対
象
事
業

(免
許
等
に
係

る
も
の
に
限
る
。)
に
係
る
評
価
書

当
該
免
許
等
を
行
う
者

二

第
二
条
第
二
項
第
二
号
イ
に
該
当
す
る
対
象
事
業

(特
定
届
出
に

係
る
も
の
に
限
る
。)
に
係
る
評
価
書

当
該
特
定
届
出
の
受
理
を
行

う
者

三

第
二
条
第
二
項
第
二
号
口
に
該
当
す
る
対
象
事
業
に
係
る
評
価
書

交
付
決
定
権
者

四

第
二
条
第
二
項
第
二
号
ハ
に
該
当
す
る
対
象
事
業
に
係
る
評
価
書

法
人
監
督
者

五

第
二
条
第
二
項
第
二
号
ニ
に
該
当
す
る
対
象
事
業
に
係
る
評
価
書

第
四
条
第

一
項
第
四
号
に
定
め
る
者

六

第
二
条
第
二
項
第
二
号
ホ
に
該
当
す
る
対
象
事
業
に
係
る
評
価
書

第
四
条
第
一
項
第
五
号
に
定
め
る
者

2

前
項
各
号
に
定
め
る
者
(環
境
庁
長
官
を
除
く
。)
が
次
の
各
号
に
掲

げ
る
者
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
は
、
評
価
書
の
送
付
を
受
け
た
後
、

速
や
か
に
、
当
該
各
号
に
定
め
る
措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
内
閣
総
理
大
臣
若
し
く
は
各
省
大
臣
又
は
委
員
会
若
し
く
は
庁
の

長
で
あ
る
国
務
大
臣
(次
号
及
び
第
二
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
｢内

閣
総
理
大
臣
等
｣
と
い
う
。)
環
境
庁
長
官
に
当
該
評
価
書
の
写
し
を

送
付
し
て
意
見
を
求
め
る
こ
と
。

二

委
員
会
若
し
く
は
庁
の
長
(国
務
大
臣
を
除
く
。)
又
は
国
の
行
政

機
関
の
地
方
支
分
部
局
が
置
か
れ
て
い
る
府
若
し
く
は
省
又
は
委
員

会
若
し
く
は
庁
の
長
で
あ
る
内
閣
総
理
大
臣
等
を
経
由
し
て
環
境
庁

長
官
に
当
該
評
価
書
の
写
し
を
送
付
し
て
意
見
を
求
め
る
こ
と
。

(環
境
庁
長
官
の
意
見
)

第
二
十
三
条

環
境
庁
長
官
は
、
前
条
第
二
項
各
号
の
措
置
が
と
ら
れ
た

と
き
は
、
必
要
に
応
じ
、
政
令
で
定
め
る
期
間
内
に
、
同
項
各
号
に
掲

げ
る
者
に
対
し
、
評
価
書
に
つ
い
て
環
境
の
保
全
の
見
地
か
ら
の
意
見

を
書
面
に
よ
り
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項

第
二
号
に
掲
げ
る
者
に
対
す
る
意
見
は
、
同
号
に
規
定
す
る
内
閣
総
理

大
臣
等
を
経
由
し
て
述
べ
る
も
の
と
す
る
。

(免
許
等
を
行
う
者
等
の
意
見
)

第
二
十
四
条

第
二
十
二
条
第
一
項
各
号
に
定
め
る
者
は
、
同
項
の
規
定

に
よ
る
送
付
を
受
け
た
と
き
は
、
必
要
に
応
じ
、
政
令
で
定
め
る
期
間

内
に
、
事
業
者
に
対
し
、
評
価
書
に
つ
い
て
環
境
の
保
全
の
見
地
か
ら

の
意
見
を
書
面
に
よ
り
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

前
条
の
規
定
に
よ
る
環
境
庁
長
官
の
意
見
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
勘

案
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
節

評
価
書
の
補
正
等

(評
価
書
の
再
検
討
及
び
補
正
)

第
二
十
五
条

事
業
者
は
、
前
条
の
意
見
が
述
べ
ら
れ
た
と
き
は
こ
れ
を

勘
案
し
て
、
評
価
書
の
記
載
事
項
に
検
討
を
加
え
、
当
該
事
項
の
修
正

を
必
要
と
す
る
と
認
め
る
と
き

(当
該
修
正
後
の
事
業
が
対
象
事
業
に

該
当
す
る
と
き
に
限
る
。)
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
当
該
修
正
の
区
分

に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
五
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
の
修
正

(事
業
規
模
の
縮

小
、
政
令
で
定
め
る
軽
微
な
修
正
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
修
正
に

該
当
す
る
も
の
を
除
く
。)

同
条
か
ら
第
二
十
七
条
ま
で
の
規
定
に

よ
る
環
境
影
響
評
価
そ
の
他
の
手
続
を
経
る
こ
と
。

二

第
五
条
第
一
項
第
一
号
、
第
十
四
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
四
号

ま
で
、
第
六
号
若
し
く
は
第
八
号
又
は
第
二
十
一
条
第
二
項
第
二
号

か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
の
修
正

(前
号
に
該
当
す
る
場
合

を
除
く
。)

評
価
書
に
つ
い
て
所
要
の
補
正
を
す
る
こ
と
。

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の

第
十
一
条
第
一
項
及
び
第

十
二
条
第
一
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
修
正
に

係
る
部
分
に
つ
い
て
対
象
事
業
に
係
る
環
境
影
響
評
価
を
行
う
こ
と
。

2

事
業
者
は
、
前
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
環
境
影
響
評
価
を
行
っ
た

場
合
に
は
、
当
該
環
境
影
響
評
価
及
び
評
価
書
に
係
る
環
境
影
響
評
価

の
結
果
に
基
づ
き
、
第
二
条
第
二
項
第
一
号
イ
か
ら
ワ
ま
で
に
掲
げ
る

事
業
の
種
類
ご
と
に
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
評
価
書
の
補

正
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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3

準
備
書
は
、
第
一
項
第
一
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
き
、
同
項
第
二

号
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
補
正
後
の
評
価
書
の
送
付

(補
正
を
必
要

と
し
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
旨
の
通
知
)
を
、
第
二
十
二
条
第

一
項
各
号
に
掲
げ
る
評
価
書
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
者
に

対
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(環
境
庁
長
官
等
へ
の
評
価
書
の
送
付
)

第
二
十
六
条

第
二
十
二
条
第
一
項
各
号
に
定
め
る
者

(環
境
庁
長
官
を

除
く
。)が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
は
、
前
条

第
三
項
の
規
定
に
よ
る
送
付
又
は
通
知
を
受
け
た
後
、
当
該
各
号
に
定

め
る
措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
内
閣
総
理
大
臣
等

環
境
庁
長
官
に
前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る

送
付
を
受
け
た
補
正
後
の
評
価
書
の
写
し
を
送
付
し
、
又
は
同
項
の

規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
旨
を
通
知
す
る
こ
と
。

二

委
員
会
若
し
く
は
庁
の
長
(国
務
大
臣
を
除
く
。)
又
は
国
の
行
政

機
関
の
地
方
支
分
部
局
の
長

そ
の
委
員
会
若
し
く
は
庁
又
は
地
方

支
分
部
局
が
置
か
れ
て
い
る
府
若
し
く
は
省
又
は
委
員
会
若
し
く
は

庁
の
長
で
あ
る
内
閣
総
理
大
臣
等
を
経
由
し
て
環
境
庁
長
官
に
前
条

第
三
項
の
規
定
に
よ
る
送
付
を
受
け
た
補
正
後
の
評
価
書
の
写
し
を

送
付
し
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
旨
を
通
知
す
る

こ
-と
0

2

事
業
者
は
、
前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
送
付
又
は
通
知
を
し
た
と

き
は
、
速
や
か
に
、
関
係
都
道
府
県
知
事
及
び
関
係
市
町
村
長
に
評
価

書

(前
条
第

一
項
第
二
号
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
評
価
書
の

補
正
を
し
た
と
き
は
、
当
該
補
正
後
の
評
価
書
。
次
条
及
び
第
三
十
三

条
か
ら
第
三
十
八
条
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。)、
こ
れ
を
要
約
し
た
書
類

(次
条
に
お
い
て
｢要
約
書
｣
と
い
う
。)
及
び
第
二
十
四
条
の
書
面
を

送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(評
価
書
の
公
告
及
び
縦
覧
)

第
二
十
七
条

事
業
者
は
、
第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
送
付
又

は
通
知
を
し
た
と
き
は
、
総
理
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
評
価

書
を
作
成
し
た
旨
そ
の
他
総
理
府
令
で
定
め
る
事
項
を
公
告
し
、
関
係

地
域
内
に
お
い
て
、
評
価
書
、
要
約
書
及
び
第
二
十
四
条
の
書
面
を
公

告
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
間
縦
覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
章

対
象
事
業
の
内
容
の
修
正
等

(事
業
内
容
の
修
正
の
場
合
の
環
境
影
響
評
価
そ
の
他
の
手
続
)

第
二
十
八
条

事
業
者
は
、
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
行
っ
て
か
ら

前
条
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
行
う
ま
で
の
間
に
第
五
条
第

一
項
第
二
号

に
掲
げ
る
事
項
を
修
正
し
よ
う
と
す
る
場
合

(第
二
十
一
条
第
一
項
又

は
第
二
十
五
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
を
除
く
。)
に
お
い

て
、
当
該
修
正
後
の
事
業
が
対
象
事
業
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
修

正
後
の
事
業
に
つ
い
て
、
第
五
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
に
よ
る
環
境

影
響
評
価
そ
の
他
の
手
続
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該

事
項
の
修
正
が
事
業
規
模
の
縮
小
、
政
令
で
定
め
る
軽
微
な
修
正
そ
の

他
の
政
令
で
定
め
る
修
正
に
該
当
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

(事
業
内
容
の
修
正
の
場
合
の
第
二
種
事
業
に
係
る
判
定
)

第
二
十
九
条

事
業
者
は
、
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
行
っ
て
か
ら

第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
行
う
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
第
五

条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
を
修
正
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い

て
、
当
該
修
正
後
の
事
業
が
第
二
種
事
業
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該

修
正
後
の
事
業
に
つ
い
て
、
第
四
条
第
一
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
届
出

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2

第
四
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
三
項
第
一
号
中

｢そ
の
他
の
手
続
｣
と
あ
る
の
は
、
｢そ
の
他
の
手
続

(当
該
届
出
の
時

ま
で
に
行
っ
た
も
の
を
除
く
。)｣
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

3

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
者
は
、
前
項
に
お
い
て
準
用
す

る
第
四
条
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
措
置
が
と
ら
れ
た
と
き
は
、
方

法
書
、
準
備
書
又
は
評
価
書
の
送
付
を
当
該
事
業
者
か
ら
受
け
た
者
に

そ
の
旨
を
通
知
す
る
と
と
も
に
、
総
理
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

そ
の
旨
を
公
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(対
象
事
業
の
廃
止
等
)

第
三
十
条

事
業
者
は
、
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
行
っ
て
か
ら
第

二
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
行
う
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
次
の
各

号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
方
法
書
、
準

備
書
又
は
評
価
書
の
送
付
を
当
該
事
業
者
か
ら
受
け
た
者
に
そ
の
旨
を

通
知
す
る
と
と
も
に
、
総
理
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨

を
公
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
対
象
事
業
を
実
施
し
な
い
こ
と
と
し
た
と
き
。

二

第
五
条
第

一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
を
修
正
し
た
場
合
に
お
い

て
当
該
修
正
後
の
事
業
が
第
一
種
事
業
又
は
第
二
種
事
業
の
い
ず
れ

に
も
該
当
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
と
き
。

三

対
象
事
業
の
実
施
を
他
の
者
に
引
き
継
い
だ
と
き
。

2

前
項
第
三
号
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
引
継
ぎ
後
の
事
業
が
対
象
事

業
で
あ
る
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
の
日
以
前
に
当
該
引
継

ぎ
前
の
事
業
者
が
行
っ
た
環
境
影
響
評
価
そ
の
他
の
手
続
は
新
た
に
事

業
者
と
な
っ
た
者
が
行
っ
た
も
の
と
み
な
し
、
当
該
引
継
ぎ
前
の
事
業

者
に
つ
い
て
お
こ
な
わ
れ
た
環
境
影
響
評
価
そ
の
他
の
手
続
は
新
た
に

事
業
者
と
な
っ
た
者
に
つ
い
て
行
わ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

第
六
章

評
価
書
の
公
告
及
び
縦
覧
後
の
手
続

(対
象
事
業
の
実
施
の
制
限
)

第
三
十
一
条

事
業
者
は
、
第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
行
う
ま

で
は
、
対
象
事
業

(第
二
十
一
条
第
一
項
、
第
二
十
五
条
第
一
項
又
は

第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
修
正
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
当
該
修
正

後
の
事
業
が
対
象
事
業
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
修
正
後
の
事
業
)

を
実
施
し
て
は
な
ら
な
い
。

2

事
業
者
は
、
第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
行
っ
た
後
に
第
五

条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い

て
、
当
該
変
更
が
事
業
規
模
の
縮
小
、
政
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
そ

の
他
の
政
令
で
定
め
る
変
更
に
該
当
す
る
と
き
は
、
こ
の
法
律
の
規
定

に
よ
る
環
境
影
響
評
価
そ
の
他
の
手
続
を
経
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

3

第
一
項
の
規
定
は
、
第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
行
っ
た
後

に
第
五
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
を
変
更
し
て
当
該
事
業
を
実

施
し
よ
う
と
す
る
者

(前
項
の
規
定
に
よ
り
環
境
影
響
評
価
そ
の
他
の

手
続
を
経
る
こ
と
を
要
し
な
い
こ
と
と
さ
れ
る
事
業
者
を
除
く
。)
に
つ

い
て
い
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
中

｢公
告
｣
と
あ

る
の
は
、
｢公
告
(同
条
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
行
い
、
か
つ
、
こ
の
法

律
の
規
定
に
よ
る
環
境
影
響
評
価
そ
の
他
の
手
続
を
再
び
経
た
後
に
行

う
も
の
に
限
る
。)｣
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

4

事
業
者
は
、
第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
行
っ
た
後
に
対
象

事
業
の
実
施
を
他
の
者
に
引
き
継
い
だ
場
合
に
は
、
総
理
府
令
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
公
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
前
条
第
二
項
の
規
定
は
、
当
該
引
継
ぎ
に
つ
い
て
準
用

す
る
。

(評
価
書
の
公
告
後
に
お
け
る
環
境
影
響
評
価
そ
の
他
の
手
続
の
再
実

施
)

第
三
十
二
条

事
業
者
は
、
第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
行
っ
た

後
に
、
対
象
事
業
実
施
区
域
及
び
そ
の
周
囲
の
環
境
の
状
況
の
変
化
そ

の
他
の
特
別
の
事
情
に
よ
り
、
対
象
事
業
の
実
施
に
お
い
て
環
境
の
保

全
上
の
適
正
な
配
慮
を
す
る
た
め
に
第
十
四
条
第
一
項
第
五
号
又
は
第

七
号
に
掲
げ
る
事
項
を
変
更
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
時
は
、
当
該

変
更
後
の
対
象
事
業
に
つ
い
て
、
更
に
第
五
条
か
ら
第
二
十
七
条
ま
で

又
は
第
十
一
条
か
ら
第
二
十
七
条
ま
で
の
規
定
の
例
に
よ
る
環
境
影
響

評
価
そ
の
他
の
手
続
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

2

事
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
環
境
影
響
評
価
そ
の
他
の
手
続
を

行
う
こ
と
と
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
総
理
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
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に
よ
り
、
そ
の
旨
を
公
告
す
る
も
の
と
す
る
。

3

第
二
十
八
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
環

境
影
響
評
価
そ
の
他
の
手
続
が
行
わ
れ
る
対
象
事
業
に
つ
い
て
準
用
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
中

｢公
告
｣
と
あ
る
の
は
、

｢公
告

(次
条
第
一
項
に
規
定
す
る
環
境
影
響
評
価
そ
の
他
の
手
続
を

行
っ
た
後
に
行
う
も
の
に
限
る
。)
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

(免
許
等
に
係
る
環
境
の
保
全
の
配
慮
に
つ
い
て
の
審
査
等
)

第
三
十
三
条

対
象
事
業
に
係
る
免
許
等
を
行
う
者
は
、
当
該
免
許
等
の

審
査
に
際
し
、
評
価
書
の
記
載
事
項
及
び
第
二
十
四
条
の
書
面
に
基
づ

い
て
、
当
該
対
象
事
業
に
つ
き
、
環
境
の
保
全
に
つ
い
て
の
適
正
な
配

慮
が
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
を
審
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
当
該
免
許
等

(次

項
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。)
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

一
定
の
基
準
に
該
当
し
て
い
る
場
合
に
は
免
許
等
を
行
う
も
の
と

す
る
旨
の
法
律
の
規
定
で
あ
っ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
に
係
る
免
許

等

当
該
免
許
等
を
行
う
者
は
、
当
該
免
許
等
に
係
る
当
該
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
当
該
規
定
に
定
め
る
当
該
基
準
に
関
す
る
審
査
と
前

項
の
規
定
に
よ
る
環
境
の
保
全
に
関
す
る
審
査
の
結
果
を
併
せ
て
判

断
す
る
も
の
と
し
、
当
該
基
準
に
該
当
し
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、

当
該
判
断
に
基
づ
き
、
当
該
免
許
等
を
拒
否
す
る
処
分
を
行
い
、
又

は
当
該
免
許
等
に
必
要
な
条
件
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す

る
･0

ニ

ー
定
の
基
準
に
該
当
し
て
い
る
場
合
に
は
免
許
等
を
行
わ
な
い
も

の
と
す
る
旨
の
法
律
の
規
定
で
あ
っ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
に
係
る

免
許
等

当
該
免
許
等
を
行
う
者
は
、
当
該
免
許
等
に
係
る
当
該
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
規
定
に
定
め
る
当
該
基
準
に
該
当
し
て
い

る
場
合
の
ほ
か
、
対
象
事
業
の
実
施
に
よ
る
利
益
に
関
す
る
審
査
と

前
項
の
規
定
に
よ
る
環
境
の
保
全
に
関
す
る
審
査
の
結
果
を
併
せ
て

判
断
す
る
も
の
と
し
、
当
該
判
断
に
基
づ
き
、
当
該
免
許
等
を
拒
否

す
る
処
分
を
行
い
、
又
は
当
該
免
許
等
に
必
要
な
条
件
を
付
す
る
こ

と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

三

免
許
等
を
行
い
又
は
行
わ
な
い
基
準
を
法
律
の
規
定
で
定
め
て
い

な
い
免
許
等

(当
該
免
許
等
に
係
る
法
律
の
規
定
で
政
令
で
定
め
る

も
の
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

当
該
免
許
等
を
行
う
者
は
、
対
象
事

業
の
実
施
に
よ
る
利
益
に
関
す
る
審
査
と
前
項
の
規
定
に
よ
る
環
境

の
保
全
に
関
す
る
審
査
の
結
果
を
併
せ
て
判
断
す
る
も
の
と
し
、
当

該
判
断
に
基
づ
き
、
当
該
免
許
等
を
拒
否
す
る
処
分
を
行
い
、
又
は

当
該
免
許
等
に
必
要
な
条
件
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

3

対
象
事
業
に
係
る
免
許
等
で
あ
っ
て
対
象
事
業
の
実
施
に
お
い
て
環

境
の
保
全
に
つ
い
て
の
適
正
な
配
慮
が
な
さ
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
当

該
免
許
等
を
行
わ
な
い
も
の
と
す
る
旨
の
法
律
の
規
定
が
あ
る
も
の
を

行
う
者
は
、
評
価
書
の
記
載
事
項
及
び
第
二
十
四
条
の
書
面
に
基
づ
い

て
、
当
該
法
律
の
規
定
に
よ
る
環
境
の
保
全
に
関
す
る
審
査
を
行
う
も

の
と
す
る
。

4

前
各
項
の
規
定
は
、
第
二
条
第
二
項
第
二
号
ホ
に
該
当
す
る
対
象
事

業
に
係
る
免
許
、
特
許
、
許
可
、
認
可
又
は
承
認

(同
号
ホ
に
規
定
す

る
も
の
に
限
る
。)
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

(特
定
届
出
に
係
る
環
境
の
保
全
の
配
慮
に
つ
い
て
の
審
査
等
)

第
三
十
四
条

対
象
事
業
に
係
る
特
定
届
出
を
受
理
し
た
者
は
、
評
価
書

の
記
載
事
項
及
び
第
二
十
四
条
の
書
面
に
基
づ
い
て
、
当
該
対
象
事
業

に
つ
き
、
環
境
の
保
全
に
つ
い
て
の
適
正
な
配
慮
が
な
さ
れ
る
も
の
で

あ
る
か
ど
う
か
を
審
査
し
、
こ
の
配
慮
に
欠
け
る
と
認
め
る
と
き
は
、

当
該
特
定
届
出
に
係
る
法
律
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
特
定
届
出

を
し
た
者
に
対
し
、
当
該
規
定
に
よ
っ
て
勧
告
又
は
命
令
を
す
る
こ
と

が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
期
間

(当
該
特
定
届
出
の
受
理
の
時
に

評
価
書
の
送
付
を
受
け
て
い
な
い
と
き
は
、
そ
の
送
付
を
受
け
た
日
か

ら
起
算
す
る
当
該
期
間
)
内
に
お
い
て
、
当
該
特
定
届
出
に
係
る
事
項

の
変
更
を
求
め
る
旨
の
当
該
規
定
に
よ
る
勧
告
又
は
命
令
を
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

2

前
項
の
規
定
は
、
第
二
条
第
二
項
第
二
号
ホ
に
該
当
す
る
対
象
事
業

に
係
る
同
号
ホ
の
届
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

(交
付
決
定
権
者
の
行
う
環
境
の
保
全
の
配
慮
に
つ
い
て
の
審
査
等
)

第
三
十
五
条

対
象
事
業
に
係
る
交
付
決
定
権
者
は
、
評
価
書
の
記
載
事

項
及
び
第
二
十
四
条
の
書
面
に
基
づ
い
て
、
当
該
対
象
事
業
に
つ
き
、

環
境
の
保
全
に
つ
い
て
の
適
正
な
配
慮
が
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ど

う
か
を
審
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
審

査
は
、
補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
第
六

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
と
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

(法
人
監
督
者
の
行
う
環
境
の
保
全
の
配
慮
に
つ
い
て
の
審
査
等
)

第
三
十
六
条

対
象
事
業
に
係
る
法
人
監
督
者
は
、
評
価
書
の
記
載
事
項

及
び
第
二
十
四
条
の
書
面
に
基
づ
い
て
、
当
該
対
象
事
業
に
つ
き
、
環

境
の
保
全
に
つ
い
て
の
適
正
な
配
慮
が
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う

か
を
審
査
し
、
当
該
法
人
に
対
す
る
監
督
を
通
じ
て
、
こ
の
配
慮
が
な

さ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(主
任
の
大
臣
の
行
う
環
境
の
保
全
の
配
慮
に
つ
い
て
の
審
査
等
)

第
三
十
七
条

対
象
事
業
に
係
る
第
四
条
第
一
項
第
四
号
又
は
第
五
号
に

定
め
る
主
任
の
大
臣
は
、
評
価
書
の
記
載
事
項
及
び
第
二
十
四
条
の
書

面
に
基
づ
い
て
、
当
該
対
象
事
業
に
つ
き
、
環
境
の
保
全
に
つ
い
て
の

適
正
な
配
慮
が
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
を
審
査
し
、
こ
の
配

慮
が
な
さ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(事
業
者
の
環
境
の
保
全
の
配
慮
等
)

第
三
十
八
条

事
業
者
は
、
評
価
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

環
境
の
保
全
に
つ
い
て
の
適
正
な
配
慮
を
し
て
当
該
対
象
事
業
を
実
施

す
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

こ
の
章
の
規
定
に
よ
る
環
境
の
保
全
に
関
す
る
審
査
を
行
う
べ
き
者

が
事
業
者
の
地
位
を
兼
ね
る
場
合
に
は
、
当
該
審
査
を
行
う
べ
き
者
は
、

当
該
審
査
に
係
る
業
務
に
従
事
す
る
そ
の
者
の
職
員
を
当
該
事
業
の
実

施
に
係
る
業
務
に
従
事
さ
せ
な
い
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
章

環
境
影
響
評
価
そ
の
他
の
手
続
の
特
例
等

第
一節

都
市
計
画
に
定
め
ら
れ
る
対
象
事
業
等
に
関
す
る
特

例

(都
市
計
画
に
定
め
ら
れ
る
第
二
種
事
業
等
)

第
三
十
九
条

第
二
種
事
業
が
都
市
計
画
法

(昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
)
第
四
条
第
七
項
に
規
定
す
る
市
街
地
開
発
事
業

(以
下

｢市
街
地

開
発
事
業
｣
と
い
う
。)
と
し
て
同
法
の
規
定
に
よ
り
都
市
計
画
に
定
め

ら
れ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
第
二
種
事
業
又
は
第
二
種
事
業
に
係
る
施

設
が
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
都
市
施
設

(以
下

｢都
市
施
設
｣
と
い

う
。)と
し
て
同
法
の
規
定
に
よ
り
都
市
計
画
に
定
め
ら
れ
る
場
合
に
お

け
る
当
該
都
市
施
設
に
係
る
第
二
種
事
業
に
つ
い
て
は
、
第
四
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
届
出

(同
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
書
面
の
作
成
を
含

む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。)
は
、
次
項
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
同

法
第
十
五
条
第
一
項
の
都
道
府
県
知
事
又
は
市
町
村

(同
法
第
二
十
二

条
第
一
項
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
項
の
建
設
大
臣
又
は
市
町
村
。
以

下
｢都
市
計
画
決
定
権
者
｣
と
い
う
。)
で
当
該
都
市
計
画
の
決
定
又
は

変
更
を
す
る
も
の
が
当
該
第
二
種
事
業
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
者
に
代

わ
る
も
の
と
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

2

(略
)

(都
市
計
画
に
定
め
ら
れ
る
対
象
事
業
等
)

第
四
十
条

対
象
事
業
が
市
街
地
開
発
事
業
と
し
て
都
市
計
画
法
の
規
定

に
よ
り
都
市
計
画
に
定
め
ら
れ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
対
象
事
業
又
は

対
象
事
業
に
係
る
施
設
が
都
市
施
設
と
し
て
同
法
の
規
定
に
よ
り
都
市

計
画
に
定
め
ら
れ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
都
市
施
設
に
係
る
対
象
事
業

に
つ
い
て
は
、
第
五
条
か
ら
第
三
十
八
条
ま
で
の
規
定
に
よ
り
行
う
べ

き
環
境
影
響
評
価
そ
の
他
の
手
続
は
、
次
項
、
次
条
、
第
四
十
三
条
、

第
四
十
四
条
及
び
第
四
十
六
条
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
都
市
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計
画
に
係
る
都
市
計
画
決
定
権
者
が
当
該
対
象
事
業
に
係
る
事
業
者
に

代
わ
る
も
の
と
し
て
、当
該
対
象
事
業
又
は
対
象
事
業
に
係
る
施
設
(以

下
｢対
象
事
業
等
｣
と
い
う
。)
に
関
す
る
都
市
計
画
の
決
定
又
は
変
更

を
す
る
手
続
と
併
せ
て
行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第

五
条
第
二
項
、
第
十
四
条
第
二
項
並
び
に
第
三
十
条
第
一
項
第
三
号
及

び
第
二
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

2

(略
)

(都
市
計
画
に
係
る
手
続
と
の
調
整
)

第
四
十
一
条

前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
第

十
六
条
又
は
第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
都
市
計
画
決
定
権
者
が
行
う

公
告
は
、
こ
れ
ら
の
者
が
定
め
る
都
市
計
画
に
つ
い
て
の
都
市
計
画
法

第
十
七
条
第
一
項

(同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
及
び
同
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ

れ
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。)
の
規
定
に
よ
る
公
告
又
は
同
法
第
二

十
条
第

一
項

(同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
及

び
同
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る

場
合
を
含
む
。)
の
規
定
に
よ
る
告
示
と
併
せ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

2

都
市
計
画
決
定
権
者
(建
設
大
臣
を
除
く
。)
は
、
前
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
準
備
書

及
び
同
条
の
要
約
書
を
縦
覧
に
供
す
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
者
が
定

め
る
都
市
計
画
に
つ
い
て
の
都
市
計
画
法
第
十
七
条
第
一
項
の
都
市
計

画
の
案
と
併
せ
て
縦
覧
に
供
し
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
さ
れ
る
第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
同
条
に
規
定
す
る
評
価

書
、
要
約
書
及
び
第
二
十
四
条
の
書
面
を
縦
覧
に
供
す
る
場
合
に
は
、

こ
れ
ら
の
者
が
定
め
る
都
市
計
画
に
つ
い
て
の
同
法
第
二
十
条
第
二
項

(同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
及
び
同
法
第
二

十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。)

に
規
定
す
る
同
法
第
十
四
条
第
一
項
の
図
書
と
併
せ
て
縦
覧
に
供
す
る

も
の
と
す
る
。

3

対
象
事
業
に
係
る
都
市
計
画
を
定
め
る
建
設
大
臣
は
、
前
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
準

備
書
及
び
同
条
の
要
約
書
を
縦
覧
に
供
す
る
場
合
に
は
、
建
設
大
臣
が

定
め
る
都
市
計
画
に
つ
い
て
の
都
市
計
画
法
第
十
七
条
第
一
項
の
都
市

計
画
の
葉
と
併
せ
て
縦
覧
に
供
し
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
て
適
用
さ
れ
る
第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
同
条
に
規
定
す
る
評

価
書
、
要
約
書
及
び
第
二
十
四
条
の
書
面
を
縦
覧
に
供
す
る
場
合
に
は
、

当
該
評
価
書
、
要
約
書
及
び
同
条
の
書
面
を
都
道
府
県
知
事
に
送
付
し
、

当
該
都
道
府
県
知
事
に
、
建
設
大
臣
が
定
め
る
都
市
計
画
に
つ
い
て
の

同
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同

法
第
二
十
条
第
二
項

(同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。)
に
規
定
す
る
同
法
第
十
四
条
第
一
項
の
図
書
の
写
し
と

併
せ
て
こ
れ
ら
を
縦
覧
に
供
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

4

都
市
計
画
決
定
権
者
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
準
備
書
を
都
市
計

画
の
案
と
併
せ
て
縦
覧
に
供
し
た
場
合
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
た
意
見
の

内
容
が
、
当
該
準
備
書
に
つ
い
て
の
意
見
書
と
、
当
該
準
備
書
に
係
る

都
市
計
画
の
葉
に
つ
い
て
の
都
市
計
画
法
第
十
七
条
第
二
項

(同
法
第

二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
及
び
同
法
第
二
十
二
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。)
の
規
定

に
よ
る
意
見
書
の
い
ず
れ
に
係
る
も
の
で
あ
る
か
を
判
別
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
い
ず
れ
で
も
あ
る
と
み
な
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の

法
律
を
適
用
す
る
。

5

都
市
計
画
決
定
権
者
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
環
境
影
響
評

価
そ
の
他
の
手
続
を
行
う
場
合
に
は
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読

み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
都
市
計
画

地
方
審
議
会
へ
の
付
議
を
、
都
市
計
画
法
第
十
八
条
第
二
項

(同
法
第

二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
及
び
同
法
第
二
十
二
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。)
の
規
定

に
よ
る
都
市
計
画
地
方
審
議
会
へ
の
付
議
と
併
せ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

(対
象
事
業
等
を
定
め
る
都
市
計
画
に
係
る
手
続
に
関
す
る
都
市
計
画

法
の
特
例
)

第
四
十
二
条

前
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
準
備
書
を
都
市

計
画
の
案
と
併
せ
て
縦
覧
に
供
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
都
市
計
画
の

案
に
つ
い
て
の
都
市
計
画
法
第
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項

(同
法
第

二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
及
び
同
法
第
二
十
二
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。)
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
十
七
条
第
一
項
中

｢二
週
間
｣
と
あ
る

の
は

｢
一
月
間
｣
と
、
同
条
法
第
二
項
中

｢縦
覧
期
間
満
了
の
日
｣
と

あ
る
の
は

｢縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
二
週
間
を
経

過
す
る
日
｣
と
す
る
。

2

都
市
計
画
決
定
権
者
は
、
対
象
事
業
等
を
都
市
計
画
に
定
め
よ
う
と

す
る
と
き
は
、
都
市
計
画
法
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
ほ
か
、
第
四
十

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
第
三
十
七
条
の
評

価
書

(次
項
に
お
い
て
｢評
価
書
｣
と
い
う
。)
に
記
載
さ
れ
て
い
る
と

こ
ろ
に
よ
り
当
該
都
市
計
画
に
係
る
対
象
事
業
の
実
施
に
よ
る
影
響
に

つ
い
て
配
慮
し
、
環
境
の
保
全
が
図
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
も
の
と
す
る
。

3

前
項
の
都
市
計
画
に
つ
い
て
、
都
市
計
画
法
第
十
八
条
第
三
項

(同

法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)
の
規
定
に

よ
る
認
可
又
は
同
法
第
十
九
条
第
一
項

(同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
及
び
同
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。)
の
規
定
に
よ
る
承
認
(第
四

十
五
条
に
お
い
て
｢都
市
計
画
認
可
｣
と
い
う
。)
を
行
う
に
当
た
っ
て

は
、
建
設
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事

(第
四
十
五
条
に
お
い
て

｢都
市

計
画
認
可
権
者
｣
と
い
う
。)
は
、
評
価
書
の
記
載
事
項
及
び
第
四
十
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
第
二
十
四
条
の
書
面

に
基
づ
い
て
、
当
該
都
市
計
画
に
つ
き
、
環
境
の
保
全
に
つ
い
て
の
適

正
な
配
慮
が
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
を
審
査
し
な
け
れ
ば
な

▲ら
を
いい
。

(対
象
事
業
の
内
容
の
変
更
を
伴
う
都
市
計
画
の
変
更
の
場
合
の
再
実

施
)

第
四
十
三
条

第
四
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ

る
第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
行
っ
た
後
に
、
都
市
計
画
決
定

権
者
が
第
四
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
第

五
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
に
係
る
都
市
計
画
の
変
更

を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
事
項
の
変
更
に
つ
い
て
は
、
第

三
十
一
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
い
て
経
る
べ
き
環
境
影

響
評
価
そ
の
他
の
手
続
は
、
次
項
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
都

市
計
画
決
定
権
者
が
当
該
事
項
の
変
更
に
係
る
事
業
者
に
代
わ
る
も
の

と
し
て
、
当
該
都
市
計
画
の
変
更
を
す
る
手
続
と
併
せ
て
行
う
も
の
と

ず
′る
。

2

(略
)

(事
業
者
の
行
う
環
境
影
響
評
価
と
の
調
整
)

第
四
十
四
条

事
業
者
が
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
方
法
書
を
作
成
し
て
か

ら
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
行
う
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
当
該
方

法
書
に
係
る
対
象
事
業
等
を
都
市
計
画
に
定
め
よ
う
と
す
る
都
市
計
画

決
定
権
者
が
、
当
該
方
法
書
に
係
る
対
象
事
業
第
一
種
事
業
で
あ
る
場

合
に
あ
っ
て
は
事
業
者

(事
業
者
が
既
に
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
当
該
方
法
書
を
送
付
し
て
い
る
と
き
は
、
事
業
者
及
び
そ
の
送
付
を

受
け
た
者
)
に
、
第
二
種
事
業
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
事
業
者
並
び

に
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
当
該
事
業
者
か
ら
受
理
し
た

者
及
び
同
条
第
二
項
の
都
道
府
県
知
事

(事
業
者
が
既
に
第
六
条
第

一

項
の
規
定
に
よ
り
当
該
方
法
書
を
送
付
し
て
い
る
と
き
は
、
事
業
者
並

び
に
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
当
該
事
業
者
か
ら
受
理
し

た
者
及
び
当
該
方
法
書
の
送
付
を
受
け
た
者
)
に
そ
の
旨
を
通
知
し
た

と
き
は
、
当
該
都
市
計
画
に
係
る
対
象
事
業
に
つ
い
て
の
第
四
十
条
第

一
項
の
規
定
は
、
事
業
者
が
そ
の
通
知
を
受
け
た
と
き
か
ら
適
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
事
業
者
は
、
そ
の
通
知
を
受
け
た
後
、
直
ち
に

当
該
方
法
書
を
都
市
計
画
決
定
権
者
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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2

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
通
知
を
受
け
る
前
に
事
業
者
が
行
っ

た
環
境
影
響
評
価
そ
の
他
の
手
続
は
都
市
計
画
決
定
権
者
が
行
っ
た
も

の
と
み
な
し
、
事
業
者
に
対
し
て
行
わ
れ
た
手
続
は
都
市
計
画
決
定
権

者
に
対
し
て
行
わ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

3

事
業
者
が
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
行
っ
て
か
ら
第
十
六
条
の

規
定
に
よ
る
公
告
を
行
う
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
公
告
に
係

る
対
象
事
業
等
を
都
市
計
画
に
定
め
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
決
定
権
者

が
事
業
者
及
び
方
法
書
又
は
準
備
書
の
送
付
を
当
該
事
業
者
か
ら
受
け

た
者

(こ
れ
ら
の
公
告
に
係
る
対
象
事
業
が
第
二
種
事
業
で
あ
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
者
及
び
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

を
当
該
事
業
者
か
ら
受
理
し
た
者
)
に
そ
の
旨
を
通
知
し
た
と
き
は
、

事
業
者
は
、
当
該
対
象
事
業
に
係
る
準
備
書
を
作
成
し
て
な
い
場
合
に

あ
っ
て
は
作
成
し
た
後
速
や
か
に
、
準
備
書
を
既
に
作
成
し
て
い
る
場

合
に
あ
っ
て
は
通
知
を
受
け
た
後
直
ち
に
、
当
該
準
備
書
を
都
市
計
画

決
定
権
者
に
送
付
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
都

市
計
画
に
係
る
対
象
事
業
に
つ
い
て
は
、
第
四
十
条
第
一
項
の
規
定
は
、

都
市
計
画
決
定
権
者
が
当
該
準
備
書
の
送
付
を
受
け
た
と
き
か
ら
適
用

す
る
。

4

第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
送
付
が
行
わ
れ
る
前
の
手

続
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

5

事
業
者
が
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
行
っ
て
か
ら
第
二
十
七

条
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
行
う
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
第
三
項
の
都
市

計
画
に
つ
き
都
市
計
画
法
第
十
七
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
が
行

わ
れ
た
と
き
は
、
当
該
都
市
計
画
に
係
る
対
象
事
業
に
つ
い
て
は
、
引

き
続
き
第
三
章
及
び
第
四
章
の
規
定
に
よ
る
環
境
影
響
評
価
そ
の
他
の

手
続
を
行
う
も
の
と
し
、
第
四
十
条
第
一
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
事
業
者
は
、
第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
公
告

を
行
っ
た
後
、
速
や
か
に
、
都
市
計
画
決
定
権
者
に
当
該
公
告
に
係
る

同
条
の
評
価
書

(次
条
に
お
い
て
｢評
価
書
｣
と
い
う
。)
を
送
付
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(事
業
者
が
環
境
影
響
評
価
を
行
う
場
合
の
都
市
計
画
法
の
特
例
)

第
四
十
五
条

前
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
評
価
書
の
送
付
を
受
け
た
都

市
計
画
決
定
権
者
は
、
同
項
の
都
市
計
画
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
に

都
市
計
画
認
可
を
要
す
る
場
合
に
は
、
都
市
計
画
認
可
権
者
に
当
該
評

価
書
を
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

(略
)

(事
業
者
の
協
力
)

第
四
十
六
条

都
市
計
画
決
定
権
者
は
、
第
二
種
事
業
を
実
施
し
よ
う
と

す
る
者
又
は
事
業
者
に
対
し
、
第
三
十
九
条
か
ら
第
四
十
一
条
ま
で
、

第
四
十
三
条
及
び
第
四
十
四
条
に
規
定
す
る
環
境
影
響
評
価
そ
の
他
の

手
続
を
行
う
た
め
の
資
料
の
提
供
、
説
明
会
へ
の
出
席
そ
の
他
の
必
要

な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

2

事
業
者
の
う
ち
対
象
事
業
の
実
施
を
担
当
す
る
国
の
行
政
機
関

(地

方
支
分
部
局
を
含
む
。)
の
長
、
第
二
条
第
二
項
第
二
号
ハ
に
規
定
す
る

法
人
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
都
市
計
画
決
定
権
者
か
ら
要

請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
要
請
に
応
じ
、
必
要
な
環
境
影
響
評
価
を

行
う
も
の
と
す
る
。

第
二
節

港
湾
計
画
に
係
る
環
境
影
響
評
価
そ
の
他
の
手
続

(略
)

第
八
章

雑
則

(地
方
公
共
団
体
と
の
連
絡
)

第
四
十
九
条

事
業
者
等
は
、
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
公
告
若
し
く
は

縦
覧
又
は
説
明
会
の
開
催
に
つ
い
て
、
関
係
す
る
地
方
公
共
団
体
と
密

接
に
連
絡
し
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
こ
れ
に
協
力
を
求
め
る

こ
と
が
で
き
る
o

(国
の
配
慮
)

第
五
十
条

国
は
、
地
方
公
共
団
体

(港
湾
管
理
者
を
含
む
。)
が
国
の
補

助
金
等
の
交
付
を
受
け
て
対
象
事
業
の
実
施

(対
象
港
湾
計
画
の
決
定

又
は
変
更
を
含
む
。)を
す
る
場
合
に
は
、
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
環

境
影
響
評
価
そ
の
他
の
手
続
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
適
切
な
配
慮
を

す
る
も
の
と
す
る
。

(技
術
開
発
)

第
五
十
一
条

国
は
、
環
境
影
響
評
価
に
必
要
な
技
術
の
向
上
を
図
る
た

め
、
当
該
技
術
の
研
究
及
び
開
発
の
推
進
並
び
に
そ
の
成
果
の
普
及
に

努
め
る
も
の
と
す
る
。

(適
用
除
外
等
)

第
五
十
二
条

こ
の
法
律
の
規
定
は
、
放
射
性
物
質
に
よ
る
大
気
の
汚
染
、

水
質
の
汚
濁

(水
質
以
外
の
水
の
状
態
又
は
水
底
の
底
質
が
悪
化
す
る

こ
と
を
含
む
。)
及
び
土
壌
の
汚
染
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

2

第
二
章
か
ら
第
七
章
ま
で
の
規
定
は
、
災
害
対
策
基
本
法

(昭
和
三

十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
三
号
)
第
八
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
災
害
復

旧
の
事
業
又
は
同
法
第
八
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
事
業
、
建
築
基

準
法

(昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
)
第
八
十
四
条
の
規
定
が
適

用
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
同
条
第
一
項
の
都
市
計
画
に
定
め
ら
れ
る
事

業
又
は
同
項
に
規
定
す
る
事
業
及
び
被
災
市
街
地
復
興
特
別
措
置
法
(平

成
七
年
法
律
第
十
四
号
)
第
五
条
第
一
項
の
被
災
市
街
地
復
興
推
進
地

域
に
お
い
て
行
わ
れ
る
同
項
第
三
号
に
規
定
す
る
事
業
に
つ
い
て
は
、

適
用
し
な
い
。

(命
令
の
制
定
と
そ
の
経
過
措
置
)

第
五
十
三
条

第
二
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
で
あ

っ
て
そ
の
制
定
又
は
改
廃
に
よ
り
新
た
に
対
象
事
業
と
な
る
事
業

(新

た
に
第
二
種
事
業
と
な
る
事
業
の
う
ち
第
四
条
第
三
項
第
一
号

(第
三

十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。)

の
措
置
が
と
ら
れ
た
も
の
を
含
む
。
以
下

｢新
規
対
象
事
業
等
｣
と
い

う
。)
が
あ
る
も
の
(以
下
こ
の
条
及
び
次
条
第

一
項
に
お
い
て
｢対
象

事
業
等
政
令
｣
と
い
う
。)
の
施
行
の
際
、
当
該
新
規
対
象
事
業
等
に
つ

い
て
、
条
例
又
は
行
政
手
続
法

(平
成
五
年
法
律
第
八
十
八
号
)
第
三

十
六
条
に
規
定
す
る
行
政
指
導

(地
方
公
共
団
体
が
同
条
の
規
定
の
例

に
よ
り
行
う
も
の
を
含
む
。)
そ
の
他
の
措
置

(以
下

｢行
政
指
導
等
｣

と
い
う
。)
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
作
成
さ
れ
た
次
の
各
号
に
掲
げ

る
書
類

(対
象
事
業
等
政
令
の
施
行
に
際
し
次
項
の
規
定
に
よ
り
指
定

さ
れ
た
も
の
に
限
る
。)が
あ
る
と
き
は
、
当
該
書
類
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当

該
各
号
に
定
め
る
書
類
と
み
な
す
。

一

環
境
影
響
評
価
の
項
目
を
記
載
し
た
書
類
で
あ
っ
て
環
境
影
響
を

受
け
る
範
囲
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
地
域
を
管
轄
す
る
地
方
公
共
団

体
の
長

(以
下
こ
の
項
に
お
い
て

｢関
係
地
方
公
共
団
体
の
長
｣
と

い
う
。)
に
対
す
る
送
付
、
縦
覧
そ
の
他
の
第
三
者
の
意
見
を
聴
く
た

め
の
手
続
を
経
た
も
の
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の

第
七
条
の
手

続
を
経
た
方
法
書

二

前
号
に
掲
げ
る
書
類
に
対
す
る
環
境
の
保
全
の
見
地
か
ら
の
意
見

の
概
要
を
記
載
し
た
書
類
で
あ
っ
て
関
係
地
方
公
共
団
体
の
長
に
対

す
る
送
付
の
手
続
を
経
た
も
の
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の

第
九

条
の
手
続
を
経
た
同
条
の
書
類

三

関
係
地
方
公
共
団
体
の
長
が
第
一
号
に
掲
げ
る
書
類
に
つ
い
て
環

境
の
保
全
の
見
地
か
ら
の
意
見
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
書
類

第
十
条
第
一
項
の
書
面

四

環
境
影
響
評
価
の
結
果
に
つ
い
て
環
境
の
保
全
の
見
地
か
ら
の
一

般
の
意
見
を
聴
く
た
め
の
準
備
と
し
て
作
成
さ
れ
た
書
類
で
あ
っ
て

第
十
六
条
の
公
告
及
び
縦
覧
並
び
に
第
十
七
条
第
一
項
又
は
第
四
項

後
段
の
規
定
に
よ
る
周
知
の
た
め
の
措
置
に
相
当
す
る
手
続
を
経
た

も
の
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の

第
十
六
条
及
び
対
十
七
条
の
手

続
を
経
た
準
備
書

五

前
号
に
掲
げ
る
書
類
に
対
す
る
環
境
の
保
全
の
見
地
か
ら
の
意
見

の
概
要
を
記
載
し
た
書
類
で
あ
っ
て
関
係
地
方
公
共
団
体
の
長
に
対

す
る
送
付
の
手
続
を
経
た
も
の
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の

第
十

九
条
の
手
続
を
経
た
同
条
の
書
類
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六

関
係
地
方
公
共
団
体
の
長
が
第
四
号
に
掲
げ
る
書
類
に
つ
い
て
環

境
の
保
全
の
見
地
か
ら
の
意
見
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
書
類

第
二
十
条
第
一
項
の
書
面

七

前
号
の
意
見
が
述
べ
ら
れ
た
後
に
第
四
号
に
掲
げ
る
書
類
の
記
載

事
項
の
検
討
を
行
っ
た
結
果
を
記
載
し
た
も
の
で
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
書
類

第
二
十
一
条
第
二
項
の
評
価
書

八

関
係
す
る
行
政
機
関
の
意
見
が
述
べ
ら
れ
る
機
会
が
設
け
ら
れ
て

お
り
、
か
つ
、
そ
の
意
見
を
勘
案
し
て
第
四
号
又
は
前
号
に
掲
げ
る

書
類
の
記
載
事
項
の
検
討
を
行
っ
た
結
果
を
記
載
し
た
も
の
で
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
書
類

第
二
十
六
条
第
二
項
の
評
価
書

九

第
二
十
七
条
の
公
告
に
相
当
す
る
公
開
の
手
続
を
経
た
も
の
で
あ

る
と
認
め
ら
れ
る
書
類

同
条
の
手
続
を
経
た
評
価
書

2

前
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
は
、
当
該
書
類
の
作
成
の
根
拠
が
条
例
又

は
行
政
指
導
等

(地
方
公
共
団
体
に
係
る
も
の
に
限
る
。)
で
あ
る
と
き

は
環
境
庁
長
官
が
当
該
地
方
公
共
団
体
の
意
見
を
聴
い
て
、
行
政
指
導

等

(国
の
行
政
機
関
に
係
る
も
の
に
限
る
。)
で
あ
る
と
き
は
主
務
大
臣

が
環
境
庁
長
官

(第
一
種
事
業
若
し
く
は
第
二
種
事
業
が
市
街
地
開
発

事
業
と
し
て
都
市
計
画
法
の
規
定
に
よ
り
都
市
計
画
に
定
め
ら
れ
る
場

合
に
お
け
る
当
該
第

一
種
事
業
若
し
く
は
第
二
種
事
業
又
は
第
一
種
事

業
若
し
く
は
第
二
種
事
業
に
係
る
施
設
が
都
市
施
設
と
し
て
同
法
の
規

定
に
よ
り
都
市
計
画
に
定
め
ら
れ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
都
市
施
設
に

係
る
第
一
種
事
業
若
し
く
は
第
二
種
事
業
に
つ
い
て
当
該
都
市
計
画
を

定
め
る
都
市
計
画
決
定
権
者
が
環
境
影
響
評
価
そ
の
他
の
手
続
を
行
う

も
の
と
す
る
旨
を
定
め
る
行
政
指
導
等
に
あ
っ
て
は
、
建
設
大
臣
が
主

務
大
臣
及
び
環
境
庁
長
官
)
に
協
議
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
指
定
す
る
も
の

と
す
る
。

3

前
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
結
果
は
、
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

4

(略
)

第
五
十
四
条

新
規
対
象
事
業
等
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の

(第
一
号

か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
対
象
事
業
等
政
令
の

施
行
の
日

(以
下
こ
の
条
に
お
い
て
｢政
令
施
行
日
｣
と
い
う
。)
以
後

そ
の
内
容
を
変
更
せ
ず
、
又
は
事
業
規
模
を
縮
小
し
、
若
し
く
は
政
令

で
定
め
る
軽
微
な
変
更
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
変
更
の
み
を
し
て
実

施
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。)
に
つ
い
て
は
、
第
二
章
か
ら
第
七
章
ま
で
の

規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

一

第
二
条
第
二
項
第
二
号
イ
に
該
当
す
る
事
業
で
あ
っ
て
、
政
令
施

行
日
前
に
免
許
等
が
与
え
ら
れ
、
又
は
特
定
届
出
が
な
さ
れ
た
も
の

二

第
二
条
第
二
項
第
二
号
口
に
該
当
す
る
事
業
で
あ
っ
て
、
政
令
施

行
日
前
に
同
号
口
に
規
定
す
る
国
の
補
助
金
等
の
交
付
の
決
定
が
な

さ
れ
た
も
の

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
法
律
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ

る
国
の
計
画
で
政
令
で
定
め
る
も
の
に
基
づ
い
て
実
施
さ
れ
る
事
業

で
あ
っ
て
、
政
令
施
行
日
前
に
当
該
国
の
計
画
が
定
め
ら
れ
た
も
の

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
政
令
施
行
日
前
に
都
市
計
画
法

第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
が
行
わ
れ
た
同
法
の
都
市
計

画
に
定
め
ら
れ
た
事
業

(当
該
都
市
計
画
に
定
め
ら
れ
た
事
業

(当

該
都
市
計
画
に
定
め
ら
れ
た
都
市
施
設
に
係
る
事
業
を
含
む
。
以
下

同
じ
。)

五

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
第
二
条
第
二
項
第
二
号
ハ
か
ら

ホ
ま
で
に
該
当
す
る
新
規
対
象
事
業
等
で
あ
っ
て
、
政
令
施
行
日
か

ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
に
実
施
さ
れ
る
も
の

2

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
新
規
対
象
事
業
等
に
つ
い
て
政
令
施

行
日
前
に
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ

る
書
類
の
い
ず
れ
か
が
作
成
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
第
六
十
条
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
引
き
続
き
当

該
事
業
に
係
る
環
境
影
響
評
価
そ
の
他
の
手
続
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

3

第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業
に
該
当
す
る
事
業
で
あ
っ
て
、
政
令
施

行
日
以
後
の
内
容
の
変
更

(環
境
影
響
の
程
度
を
低
減
す
る
も
の
と
し

て
政
令
で
定
め
る
条
件
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。)
に
よ
り
新
規
対
象

事
業
等
と
し
て
実
施
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
第
二
章
か
ら
第
七
章

ま
で
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

第
五
十
五
条

前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業
に
該
当
す
る
新
規
対
象

事
業
等
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

当
該
新
規
対
象
事
業
等
に
つ
い
て
、
第
五
条
か
ら
第
二
十
七
条
ま
で
又

は
第
十
一
条
か
ら
第
二
十
七
条
ま
で
の
規
定
の
例
に
よ
る
環
境
影
響
評

価
そ
の
他
の
手
続
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

2

第
二
十
八
条
か
ら
第
三
十
一
条
ま
で
及
び
第
三
十
二
条
第
二
項
の
規

定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
環
境
影
響
評
価
そ
の
他
の
手
続
を
行
う
対

象
事
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定

中
｢事
業
者
｣
と
あ
る
の
は
、
｢第
五
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
新
規

対
象
事
業
等
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
者
｣
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
五
十
六
条

前
三
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
に
基
づ
き
命

令
を
制
定
し
、
又
は
改
廃
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
命
令
で
、
そ

の
制
定
又
は
改
廃
に
伴
い
合
理
的
に
必
要
と
判
断
さ
れ
る
範
囲
内
に
お

い
て
、
所
要
の
経
過
措
置
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

(政
令
へ
の
委
任
)

第
五
十
七
条

こ
の
法
律
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
実
施
の

た
め
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

(主
務
大
臣
等
)

第
五
十
八
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
主
務
大
臣
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

事
業
及
び
港
湾
計
画
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
大
臣
と
す

"る
0

一
第
二
条
第
二
項
第
二
号
イ
に
該
当
す
る
事
業

免
許
等
又
は
特
定

届
出
に
係
る
事
務
を
所
掌
す
る
主
任
の
大
臣

二

第
二
条
第
二
項
第
二
号
口
に
該
当
す
る
事
業

交
付
決
定
権
者
の

行
う
決
定
に
係
る
事
務
を
所
掌
す
る
主
任
の
大
臣

三

第
二
条
第
二
項
第
二
号
ハ
に
該
当
す
る
事
業

法
人
監
督
者
が
行

う
監
督
に
係
る
事
務
を
所
掌
す
る
主
任
の
大
臣

四

第
二
条
第
二
項
第
二
号
ニ
に
該
当
す
る
事
業

当
該
事
業
の
実
施

に
関
す
る
事
務
を
所
掌
す
る
主
任
の
大
臣

五

第
二
条
第
二
項
第
二
号
ホ
に
該
当
す
る
事
業

当
該
事
業
の
実
施

に
関
す
る
事
務
を
所
掌
す
る
主
任
の
大
臣
及
び
当
該
事
業
に
係
る
同

号
ホ
の
免
許
、
特
許
、
許
可
、
認
可
若
し
く
は
承
認
又
は
届
出
に
係

る
事
務
を
所
掌
す
る
主
任
の
大
臣

六

港
湾
計
画

運
輸
大
臣

2

こ
の
法
律
に
お
い
て
、主
務
省
令
と
は
主
務
大
臣
の
発
す
る
命
令
(主

務
大
臣
が
総
理
府
の
外
局
の
長
で
あ
る
と
き
は
、
総
理
府
令
)
と
し
、

主
務
省
令
･
建
設
省
令
と
は
主
務
大
臣

(主
務
大
臣
が
総
理
府
の
外
局

の
長
で
あ
る
と
き
は
、
内
閣
総
理
大
臣
)
及
び
建
設
大
臣
の
発
す
る
命

令

(主
務
大
臣
が
建
設
大
臣
で
あ
る
と
き
は
、
建
設
大
臣
の
発
す
る
命

令
)
と
す
る
。

(他
の
法
律
と
の
関
係
)

第
五
十
九
条

第
二
条
第
二
項
第
一
号
ホ
に
掲
げ
る
事
業
の
種
類
に
該
当

す
る
第
一
種
事
業
又
は
第
二
種
事
業
に
係
る
環
境
影
響
評
価
そ
の
他
の

手
続
に
つ
い
て
は
、
こ
の
法
律
及
び
電
気
事
業
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
る
。

(条
例
と
の
関
係
)

第
六
十
条

こ
の
法
律
の
規
定
は
、
地
方
公
共
団
体
が
次
に
掲
げ
る
事
項

に
関
し
条
例
で
必
要
な
規
定
を
定
め
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。

一

第
二
種
事
業
及
び
対
象
事
業
以
外
の
事
業
に
係
る
環
境
影
響
評
価

そ
の
他
の
手
続
に
関
す
る
事
項

二

第
二
種
事
業
又
は
対
象
事
業
に
係
る
環
境
影
響
評
価
に
つ
い
て
の

当
該
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
手
続
に
関
す
る
事
項

(こ
の
法
律
の

規
定
に
反
し
な
い
も
の
に
限
る
。)

(地
方
公
共
団
体
の
施
策
に
お
け
る
こ
の
法
律
の
趣
旨
の
尊
重
)

第
六
十
一
条

地
方
公
共
団
体
は
、
当
該
地
域
の
環
境
に
影
響
を
及
ぼ
す
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事
業
に
つ
い
て
環
境
影
響
評
価
に
関
し
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
場
合
に

経
た
方
法
書

お
い
て
は
、
こ
の
法
律
の
趣
旨
を
尊
重
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

二

第
五
十
三

附

則

(施
行
期
日
)

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
超
え
な
い
範

囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
第
一
条
、
第
二
条
、
第
四
条
第
十
項
、
第
十
三
条
、
第
三
十
九
条

第
二
項
(第
四
条
第
十
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。)
第
四
十
八
条
第
一

項
及
び
第
二
項
(第
十
三
条
に
係
る
部
分
に
限
る
。)
第
五
十
八
条
並

び
に
附
則
第
八
条
の
規
定

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え

な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

二

第
四
条
第
三
項

(同
項
の
主
務
省
令
に
係
る
部
分
に
限
る
。
以
下

こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。)
及
び
第
九
項
、
第
五
条
第
一
項
(同
項
の

主
務
省
令
に
係
る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。)、

第
六
条
第
一
項
(同
項
の
主
務
省
令
に
係
る
部
分
に
限
る
。)
及
び
第

二
項
、
第
七
条
(同
条
の
総
理
府
令
に
係
る
部
分
に
限
る
。)
第
八
条

第
二
項

(同
項
の
総
理
府
令
に
係
る
部
分
に
限
る
。)、
第
十
一
条
第

一
項

(同
項
の
主
務
省
令
に
係
る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お

い
て
同
じ
。)
及
び
第
三
項
、
第
十
二
条
第
一
項
(同
項
の
主
務
省
令

に
係
る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。)
及
び
第
二

項
、
第
三
十
九
条
第
二
項

(第
四
条
第
三
項
及
び
第
九
項
に
係
る
部

分
に
限
る
。)
第
四
十
条
第
二
項
(第
五
条
第

一
項
に
係
る
部
分
に
限

る
。)、
第
四
十
八
条
第
二
項

(第
十
一
条
第

一
項
及
び
第
三
項
並
び

に
第
十
二
条
第

一
項
及
び
第
二
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。)、
次
条
第

二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
四
項

(同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
に
係

る
部
分
に
限
る
。)並
び
に
附
則
第
五
条
の
規
定

公
布
の
日
か
ら
起

算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

(経
過
措
置
)

第
二
条

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
、
当
該
施
行
に
よ
り
新
た
に
対
象
事
業

と
な
る
事
業

(新
た
に
第
二
種
事
業
と
な
る
事
業
の
う
ち
第
四
条
第
三

項
第

一
号

(第
三
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ

れ
る
場
合
を
含
む
。)
の
措
置
が
と
ら
れ
た
も
の
を
含
む
。)
に
つ
い
て
、

条
例
又
は
行
政
指
導
等
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
作
成
さ
れ
た
次
の

各
号
に
掲
げ
る
書
類

(こ
の
法
律
の
施
行
に
際
し
次
項
の
規
定
に
よ
り

指
定
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。)が
あ
る
と
き
は
、
当
該
書
類
は
、
そ
れ
ぞ

れ
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
と
み
な
す
。

一

第
五
十
三
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
書
類

第
七
条
の
手
続
を

二

第
五
十
三
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類

第
九
条
の
手
続
を

経
た
同
条
の
書
類

三

第
五
十
三
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
書
類

第
十
条
第
一
項
の

書
面

四

第
五
十
三
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
書
類

第
十
六
条
及
び
第

十
七
条
の
手
続
を
経
た
準
備
書

五

第
五
十
三
条
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
書
類

第
十
九
条
の
手
続

を
経
た
同
条
の
書
類

六

第
五
十
三
条
第
一
項
第
六
号
に
掲
げ
る
書
類

第
二
十
条
第
一
項

の
書
面

七

第
五
十
三
条
第
一
項
第
七
号
に
掲
げ
る
書
類

第
二
十
一
条
第
二

項
の
評
価
書

八

第
五
十
三
条
第
一
項
第
八
号
に
掲
げ
る
書
類

第
二
十
六
条
第
二

項
の
評
価
書

九

第
五
十
三
条
第
一
項
第
九
号
に
掲
げ
る
書
類

第
二
十
七
条
の
手

続
を
経
た
評
価
書

2

前
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
は
、
当
該
書
類
の
作
成
の
根
拠
が
条
例
又

は
行
政
指
導
等

(地
方
公
共
団
体
に
係
る
も
の
に
限
る
。)
で
あ
る
と
き

は
環
境
庁
長
官
が
当
該
地
方
公
共
団
体
の
意
見
を
聴
い
て
、
行
政
指
導

等

(国
の
行
政
機
関
に
係
る
も
の
に
限
る
。)
で
あ
る
と
き
は
主
務
大
臣

が
環
境
庁
長
官

(第
一
種
事
業
若
し
く
は
第
二
種
事
業
が
市
街
地
開
発

事
業
と
し
て
都
市
計
画
法
の
規
定
に
よ
り
都
市
計
画
に
定
め
ら
れ
る
場

合
に
お
け
る
当
該
第
一
種
事
業
若
し
く
は
第
二
種
事
業
又
は
第
一
種
事

業
若
し
く
は
第
二
種
事
業
に
係
る
施
設
が
都
市
施
設
と
し
て
同
法
の
規

定
に
よ
り
都
市
計
画
に
定
め
ら
れ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
都
市
施
設
に

係
る
第
一
種
事
業
若
し
く
は
第
二
種
事
業
に
つ
い
て
当
該
都
市
計
画
を

定
め
る
都
市
計
画
決
定
権
者
が
環
境
影
響
評
価
そ
の
他
の
手
続
を
行
う

も
の
と
す
る
旨
を
定
め
る
行
政
指
導
等
に
あ
っ
て
は
、
建
設
大
臣
が
主

務
大
臣
及
び
環
境
庁
長
官
)
に
協
議
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
指
定
す
る
も
の

と
す
る
。

3

前
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
結
果
は
、
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

4

前
三
項

(第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
及
び
第
八
号
を
除
く
。)

の
規
定
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
よ
り
新
た
に
第
四
十
八
条
第
一
項
の

対
象
港
湾
計
画
と
な
る
港
湾
計
画
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
(以
下
略
)

第
三
条

第
一
種
事
業
又
は
第
二
種
事
業
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の
(第

一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
法
律
の
施

行
の
日

(以
下
こ
の
条
に
お
い
て
｢施
行
日
｣
と
い
う
。)
以
後
そ
の
内

容
を
変
更
せ
ず
、
又
は
事
業
規
模
を
縮
小
し
、
若
し
く
は
政
令
で
定
め

る
軽
微
な
変
更
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
変
更
の
み
を
し
て
実
施
さ
れ

る
も
の
に
限
る
。)
に
つ
い
て
は
、
第
二
章
か
ら
第
七
章
ま
で
の
規
定

は
、
適
用
し
な
い
。

一
第
二
条
第
二
項
第
二
号
イ
に
該
当
す
る
事
業
で
あ
っ
て
、
施
行
日

前
に
免
許
等
が
与
え
ら
れ
、
又
は
特
定
届
出
が
な
さ
れ
た
も
の

二

第
二
条
第
二
項
第
二
号
口
に
該
当
す
る
事
業
で
あ
っ
て
、
施
行
日

前
に
同
号
口
に
規
定
す
る
国
の
補
助
金
等
の
交
付
の
決
定
が
な
さ
れ

た
も
の

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
高
速
自
動
車
国
道
法

(昭
和
三

十
二
年
法
律
第
七
十
九
号
)
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
整
備
計
画

そ
の
他
法
律
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
国
の
計
画
で
政
令
で
定
め

る
も
の
に
基
づ
い
て
実
施
さ
れ
る
事
業
で
あ
っ
て
、
施
行
日
前
に
当

該
国
の
計
画
が
定
め
ら
れ
た
も
の

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
施
行
日
前
に
都
市
計
画
法
第
十

七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
が
行
わ
れ
た
同
法
の
都
市
計
画
に

定
め
ら
れ
た
事
業

五

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
第
二
条
第
二
項
第
二
号
ハ
か
ら

ホ
ま
で
に
該
当
す
る
第
一
種
事
業
又
は
第
二
種
事
業
で
あ
っ
て
、
施

行
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
に
実
施
さ
れ
る
も
の

2

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
第
一
種
事
業
又
は
第
二
種
事
業
に
つ

い
て
施
行
日
前
に
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
第
五
十
三
条
第
一

項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
に
い
ず
れ
か
が
作
成
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
第

六
十
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
っ

て
引
き
続
き
当
該
事
業
に
係
る
環
境
影
響
評
価
そ
の
他
の
手
続
を
行
う

こ
と
が
で
き
る
o

3

第

一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業
に
該
当
す
る
事
業
で
あ
っ
て
、
施
行
日

以
後
の
内
容
の
変
更

(環
境
影
響
の
程
度
を
低
減
す
る
も
の
と
し
て
政

令
で
定
め
る
条
件
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。)
に
よ
り
第
一
種
事
業
又

は
第
二
種
事
業
と
し
て
実
施
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
第
二
章
か
ら

第
七
章
ま
で
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

第
四
条

前
条
第

一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業
に
該
当
す
る
第
一
種
事
業
又

は
第
二
種
事
業
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
当
該
事
業
に
つ
い
て
、
第
五
条
か
ら
第
二
十
七
条
ま
で
又
は
第

十
一
条
か
ら
第
二
十
七
条
ま
で
の
規
定
の
例
に
よ
る
環
境
影
響
評
価
そ

の
他
の
手
続
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

2

第
二
十
八
条
か
ら
第
三
十
一
条
ま
で
及
び
第
三
十
二
条
第
二
項
の
規

定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
環
境
影
響
評
価
そ
の
他
の
手
続
を
行
う
対

象
事
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
(以
下
略
)

第
五
条

こ
の
法
律
の
施
行
後
に
事
業
者
と
な
る
べ
き
者
は
、
附
則
第
一

56 道イテセ 97.8



第 第 第 6
八 ( 基 て 七 ( る 律 六 ( ( し 定 も 該
条 環 づ 、条 検 0 の 条 政 以 て に 前 の 手

境 い こ 旨寸 施 令 下 行 よ 各 と 続
( 庁 て の 政 ) 行 附 へ 略 う り 項 み は
略 設 必 法 府 に 別 の ) 都 環 の な 、
) 置 要 律 は
、 関 第 委 市 境 規 す こ

条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
後
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
お
い
て
、

第
五
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
の
規
定
の
例
に
よ
る
環
境
影
響
評
価
そ
の

他
の
手
続
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

2

前
項
に
規
定
す
る
者
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
環
境
影
響
評
価
そ
の

他
の
手
続
を
行
う
こ
と
と
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
総
理
府
令
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
主
務
大
臣
に
届
け
出
る
も
の
と
す
る
。

3

前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
受
け
た
主
務
大
臣
は
、
遅
滞
な
く
、
そ

の
旨
を
公
告
す
る
も
の
と
す
る
。

4

前
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
が
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
に
規

定
す
る
者
が
第
五
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
の
規
定
の
例
に
よ
る
環
境
影

響
評
価
そ
の
他
の
手
続
を
行
っ
た
と
き
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
に
関

係
都
道
府
県
知
事
又
は
関
係
市
町
村
長
と
な
る
べ
き
者
は
、
当
該
規
定

の
例
に
よ
る
手
続
を
行
う
も
の
と
す
る
。

5

前
項
の
規
定
に
よ
る
手
続
が
行
わ
れ
た
対
象
事
業
に
つ
い
て
は
、
当

該
手
続
は
、
こ
の
法
律
の
相
当
す
る
規
定
に
よ
り
施
行
日
に
行
わ
れ
た

も
の
と
み
な
す
。

6

前
各
項
の
規
定
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
に
第
四
十
条
第

一
項
の
規

定
に
よ
り
環
境
影
響
評
価
そ
の
他
の
手
続
を
事
業
者
に
代
わ
る
も
の
と

し
て
行
う
都
市
計
画
決
定
権
者
と
な
る
べ
き
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

(以
下
略
)

(政
令
へ
の
委
任
)

第
六
条

附
則
第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法

律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
に
関
す
る
事
項
は
、
政
令
で
定
め

第
七
条

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
十
年
を
経
過
し
た
場
合
に
お
い

て
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
状
況
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に

基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

(環
境
庁
設
置
法
の
一
部
改
正
)

環境影響評価法案の概要と対象事業

(鋤1. スクリーニング手続
一定の規模未満の事業についても、環境影響評価の対象とするか否

かを個別の事業ごとに判断する手続。
2. スコーピング手続

環境影響評価の調査の実施前に、調査等に関する情報を地方公共団
体や住民 ･専門家等に提供し、意見を幅広く聴いて、具体的な調査項
目等の設定を事業者が個別に判断する手続。

変

目

珊
①
-そ
②
な
③
④

⑤
-⑥
◎
-⑧
‐⑨
◎

⑪
一

現行閣議決定要綱の対象事業
① 高速自動車国道、一般国道
その他の道路の新設、改築

② ダムの新築、その他の河川
工事

③ 鉄道の建設、 改良
④ 飛行場の設置、その施設の
変更

⑤ 埋立、干拓
⑥ 土地区画整理事業
⑦ 新住宅市街地開発事業
⑧ 工業団地造成事業
⑨ 新都市基盤整備事業
⑩ 流通業務団地造成事業
⑪ 特別の法律により設立され
た法人によって行われる土地
の造成

⑲ 上記に準ずるものとして主
務大臣が環境庁長官と協議し
て定める事業

(鋤 は、建設省所管事業が含
まれるもの

環境影響評価法案の対象事業

①
-

②
-

@
④

⑤
⑥

⑦
一⑧
-⑨
一@
⑪
-⑫
一⑬

① 高速自動車国道、一般国道
その他の道路の新設、改築

② ダムの新築、堰の新築、そ
の他の河川工事

③ 鉄道及び軌道の建設、改良
④ 飛行場及びその施設の設置
又は変更

⑤ 発電所の設置又は変更
⑥ 一般廃棄物及び産業廃棄物
の最終処分場の設置又は変更

⑦ 埋立、干拓
⑧ 土地区画整理事業
⑨ 新住宅市街地開発事業
⑲ 工業団地造成事業
⑪ 新都市基盤整備事業
⑫ 流通業務団地造成事業
⑬ 上記に準ずるものとして政
令で定める事業

⑥は、従来 ｢埋立｣ に含まれて
いたもの

1. 環境影響評価は事業者が行い、その結果を国が許認可等に反映させ
る。

2 . 対象事業は、規模が大きく環境影響の程度が著しいものとなるおそ
れのあるもの及びこれに準ずるもの。
現行閣議決定要綱より対象事業を拡大。 (発電所を追加)

3 .できる限り早い段階から環境配慮を行う。(現在の手続の前段階にス
クリーニング ･スコーピング手続を導入)

4 . 環境影響評価後のフォローアップの措置 (環境影響の事後調査及び
対策) を必要に応じ評価書に記載することとした。

5, 法の対象事業については、地方公共団体の一連の手続は適用されな
いが、手続の各段階で地方公共団体の意見を反映する仕組みとした

6 , 対象事業が都市計画に定められる場合は、都市計画決定権者が事業
者に代わって、都市計画手続に併せて行う特例を措置する。
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｢環境影響評価法における環境影響評価の手続きの主要な流れ｣
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熊本県土木部道路維持課

一
は
じ
め
に

熊
本
県
は
、
九
州
の
中
央
に
位
置
し
、
九
州
各
県

の
主
要
都
市
と
は
直
線
距
離
で
約
一
〇
〇
如
圏
に
あ

る
。
北
部
に
筑
肥
山
地
、
北
東
部
に
阿
蘇
火
山
、
東

部
に
高
峻
な
九
州
山
地
が
走
り
、
西
部
は
有
明
海
･

八
代
海
に
面
し
て
い
る
。
天
草
諸
島
は
大
小
三
一〇

余
の
島
か
ら
な
り
、
県
土
の
約
八
割
を
山
地
が
占
め

て
い
る
。
面
積
は
七
、
四
〇
二
婦
で
、
国
土
の
二
%

弱
を
占
め
全
国
第
一
五
位
の
広
さ
と
な
っ
て
い
る
。

人
ロ
は
一
八
五
万
九
、
七
九
三
人
で
全
国
第
二
二
位

で
あ
る
。
人
口
の
約
四
割
は
熊
本
市
周
辺
に
集
中
し

て
お
り
、
九
四
市
町
村
の
う
ち
、
五
四
市
町
村
が
過

疎
地
域
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。

本
県
で
は
、
全
て
の
人
が
二
一
世
紀
に
向
け
て
、

志
を
高
く
持
ち
、
能
力
を
い
か
し
な
が
ら
、
自
分
ら

し
い
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
で
彩
り
豊
か
な
生
活
を
つ
く

っ
て
い
く
こ
と
を
基
本
目
標
と
す
る
熊
本
県
総
合
計

画

｢ゆ
た
か
さ
多
彩

『生
活
創
造
』
く
ま
も
と
｣
を

策
定
し
、
県
民
一
人
一
人
が
自
立
し
、
互
い
に
助
け

合
い
、
励
ま
し
合
う

“優
し
い
く
ま
も
と
“
づ
く
り

と
豊
か
な
自
然
環
境
の
中
で
、
力
強
い
県
勢
の
発
展

を
遂
げ
る
。
“躍
動
す
る
く
ま
も
と
“を
築
く
確
か
な

基
盤
づ
く
り
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

交
通
体
系
の
整
備
に
つ
い
て
は
、
均
衡
あ
る
県
土

づ
く
り
を
進
め
る
た
め
、
熊
本
空
港
や
熊
本
都
市
圏

と
県
内
主
要
都
市
間
と
を
九
〇
分
で
結
ぶ

｢九
十
分

構
想
｣
の
推
進
や
主
要
都
市
間
を
結
ぶ
幹
線
道
路
の

整
備
及
び
圏
域
内
交
通
網
の
整
備
等
に
よ
り
、
県
内

幹
線
道
路
網
を
さ
ら
に
強
化
し
て
い
く
こ
と
と
し
て

い
る
。二

熊
本
県
の
道
路
の
現
況

本
県
の
道
路
網
は
、
九
州
縦
貫
自
動
車
道

(延
長

一
一
八
如
)
を
基
幹
に
し
て
、
県
内
を
南
北
に
走
る

国
道
三
号
、
東
西
に
走
る
国
道
五
七
号
及
び
国
道
二

〇
八
号
の
建
設
省
直
轄
国
道

(延
長
二
七
〇
如
)
を

骨
格
と
し
て
、
県
管
理
の
国
道
が
二
〇
路
線

(延
長

九
七
三
畑
)、
主
要
地
方
道
五
五
路
線
凸
、
一
八
一

如
)、
一
般
県
道
一
九
二
路
線

(
一
、
八
二
四
如
)
及

び
県
内
九
四
市
町
村
が
管
理
す
る
市
町
村
道

(延
長

一
九
、
八
九
六
畑
)
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
そ
の
全

道
路
延
長
は
二
四
、
二
六
三
鬮
で
あ
る
。
こ
の
う
ち

県
が
管
理
す
る
道
路
の
延
長
は
三
、
九
七
八
如
で
、

こ
れ
を

=
の
土
木
事
務
所
で
管
理
し
て
い
る
が
、

そ
の
改
良
率
は
全
国
平
均
と
比
較
す
る
と
低
い
状
況

に
あ
る
。

高
速
道
路
の
整
備
に
つ
い
て
は
、
九
州
縦
貫
自
動

車
道
で
は
、
全
線
四
車
線
化

(現
在
、
肥
後
ト
ン
ネ

ル

(延
長
約
六
･
三
如
)
の
区
間
の
み
対
面
通
行
と

な

っ
て
い
る
。
)
や
益
城
熊
本
空
港
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン

ジ
の
早
期
完
成
に
向
け
て
工
事
が
進
め
ら
れ
て
お
り
、

道行セ 97.8 59

榊嫌著側り

土地区画整理事業による
道路の改築工事



熊本県の道路網

道 路 種 別
熊 本 県 (平成8年4月1日現在) 全 国 (平成7年4月1日現在)

路線数 実延長 (km) シェア(% ) 実 延 長(km) シェア(% )

高 速 道 路 l 118 .2 0.5 5,677.2 0 .5

一 般 国 道

指定区間

〃 外

23 L 243 .2 5.1 53 ,327.3 4 .7

指定区間 3 269 .9 1.1 2l ,200.6 1 .9

〃 外 20 973 .3 4.O 32 ,126 .7 2 ,8

県 道

主要地方道

一 般 県 道

247 3,005 ,O l2.4 125 ,511 .6 11 ,0

主要地方道 55 1,18上3 4.9 57 ,040 .O 5 ,O

一 般 県 道 192 1,823 ,7 7 .5 68 ,47L 6 6 .O

市 町 村 道 33 ,580 19,896 .7 82 .O 957,791.9 83 .8

合 計 33 ,851 24,263 .1 100 1,142 ,308 .O 100

ま
た
、
南
九
州
西
回
り
自
動
車
道
で
は
、
八
代
-
日

奈
久
の
区
間
が
建
設
中
で
あ
り
、
九
州
横
断
自
動
車

道
延
岡
線
に
つ
い
て
は
、
御
船
-
矢
部
区
間
が
整
備

計
画
区
間
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
地
域
高
規
格
道

路
の
整
備
に
つ
い
て
は
、
路
線
の
指
定
や
区
間
の
指

定
を
受
け
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。

現
道
の
維
持
管
理
に
つ
い
て
は
、
日
常
の
点
検
パ

ト
ロ
ー
ル
や
危
険
箇
所
の
点
検
整
備
等
を
実
施
し
て

お
り
、
車
上
か
ら
の
パ
ト
ロ
ー
ル
で
は
十
分
な
点
検

高速道路

国道 (国管理)

国道 (県管理)

主要な県道

@ @ e e o o o o 九州新幹線

④ 空港

◎ 顕要港湾

◎ 主な地方港湾

福岡県

有明 ･鹿本生活圏

　
海

弼本港
熊本中央生活圏

　
る

が
で
き
な
い
場
合
は
、
徒
歩
に
よ
る
点
検
を
実
施
し

て
い
る
が
、
維
持
修
繕
工
事
に
つ
い
て
は
、
厳
し
い

財
政
の
中
で
、
効
率
的
な
事
業
執
行
が
求
め
ら
れ
て

天草生活圏

八
代
海

総合交通体系図
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三

土
地
区
画
整
理
事
業
に
よ
る
道
路
の

改
築
工
事
を
め
ぐ
る
話
題

先
般
、
道
路
の
工
事
に
か
か
わ
る
訴
訟
で
、
原
告

請
求
棄
却
の
判
決
が
あ
り
、
原
告
の
控
訴
取
り
下
げ

に
よ
り
判
決
が
確
定
し
た
事
件
の
概
要
に
つ
い
て
紹

介
す
る
。

こ
の
道
路
は
市
道
で
あ
る
が
、
市
が
行
っ
た
土
地

区
画
整
理
事
業
の
一
環
と
し
て
の
道
路
幅
員
減
少
工

事
に
対
す
る
手
続
き
の
違
法
性
と
妨
害
排
除
請
求
権

の
存
在
の
有
無
が
争
わ
れ
た
事
件
で
あ
り
、
他
の
道

路
管
理
者
の
参
考
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
裁

判
外
に
お
い
て
、
原
告
か
ら
県
知
事
に
対
し
て
道
路

法
第
七
十
五
条
に
基
づ
く
監
督
処
分
の
要
求
も
な
さ

れ
て
お
り
、
併
せ
て
紹
介
す
る
。

係争地付近図

○

市
道
使
用
妨
害
排
除
請
求
事
件

　　
　　
　

こ
の
事
件
は
、
A
市
が
進
め
て
い
る
土
地
区
画
整

理
事
業
に
伴
い
市
道
の
幅
員
を
減
少
さ
せ
た
こ
と
で
、

｢道
路
使
用
の
自
由
権
が
不
当
に
侵
害
さ
れ
た
｣
と

し
て
、
沿
道
の
土
地
区
画
整
理
区
域
外
の
住
民

(原

告
×
)
が
、
A
市
及
び
仮
換
地
処
分
を
受
け
元
道
路

敷
部
分
に
家
屋
を
新
築
し
た
B
を
相
手
取
り
、
市
道

の
使
用
妨
害
の
排
除
を
求
め
た
訴
訟
で
あ
る
。

①

原
告
の
主
張

･
A
市
は
、
道
路
法
第
十
八
条
所
定
の
道
路
区
域
の

変
更
の
手
続
き
を
経
る
こ
と
な
く
、
平
成
七
年
三

月
頃
か
ら
、
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
を
は
が
し
、
側
溝
を

移
設
す
る
等
の
道
路
の
幅
員
を
減
少
さ
せ
る
工
事

を
開
始
し
、
本
件
道
路
の
通
行
可
能
な
道
路
部
分

の
幅
員
を
約
八
メ
1
ト
ル
か
ら
約
五
･
ニ
メ
ー
ト

ル
に
減
少
さ
せ
た
。
し
か
し
、
右
道
路
幅
員
減
少

工
事
に
つ
き
道
路
法
第
十
八
条
所
定
の
手
続
き
が

と
ら
れ
て
い
な
い
以
上
、
本
件
各
土
地
は
、
道
路

法
上
は
依
然
と
し
て
本
件
道
路
の
道
路
敷
の
一
部

で
あ
る
。

･
被
告
ら
は
、
本
件
道
路
の
道
路
敷
で
あ
る
本
件
各

土
地
の
上
に
工
作
物
を
設
置
し
、
当
該
部
分
の
人

車
の
通
行
を
妨
害
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
道
路
法

に
違
反
す
る
違
法
な
行
為
で
あ
る
。

･
被
告
ら
は
、
昭
和
三
十
七
年
三
月
二
十
六
日
付
け

建
都
区
阪
第
七
号
大
阪
市
都
市
計
画
局
長
あ
て
建

設
省
都
市
局
区
画
整
理
課
長
回
答
を
根
拠
と
し
て
、

｢土
地
区
画
整
理
事
業
に
よ
る
道
路
の
新
設
又
は

改
築
工
事
に
よ
っ
て
道
路
の
区
画
に
変
更
が
生
じ

る
場
合
は
、
道
路
の
改
築
工
事
等
が
終
了
し
、
道

路
を
道
路
管
理
者
に
引
き
継
い
で
一
般
交
通
の
用

に
供
す
る
ま
で
に
、
道
路
法
第
十
八
条
の
手
続
き
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を
す
れ
ば
足
り
う
る
。｣
旨
主
張
し
て
い
る
。

し
か
し
、
道
路
の

｢新
設
｣
と
は
道
路
法
上
の

道
路
を
新
た
に
設
け
る
こ
と
を
い
い
、
｢改
築
｣と

は
既
設
の
道
路
法
上
の
道
路
の
効
用
、
機
能
等
を

原
状
よ
り
良
く
す
る
た
め
の
工
事
を
い
う
の
で
あ

っ
て
、
い
ず
れ
も
道
路
の
機
能
向
上
を
目
的
と
し
、

住
民
の
便
益
に
資
す
る
た
め
の
工
事
を
指
す
。
道

路
幅
員
減
少
工
事
は
、
こ
れ
ら
と
は
逆
に
、
道
路

機
能
を
低
下
さ
せ
、
住
民
に
不
便
を
強
い
る
も
の

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
件
の
よ
う
な
道
路
の

幅
員
を
減
少
さ
せ
る
工
事
の
場
合
に
は
、
右
回
答

は
該
当
し
な
い
。

む
し
ろ
、
右
回
答
は
、
道
路
の
区
域
の
変
更
を

伴
う
工
事
は
、
道
路
法
上
の
路
線
の
認
定
及
び
区

域
の
決
定
変
更
等
を
経
な
け
れ
ば
行
う
こ
と
が
で

き
ず
、
か
つ
、
こ
れ
ら
の
手
続
き
は
工
事
に
着
手

す
る
前
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
原
則
を

前
提
と
し
て
、
前
記
の
よ
う
な
新
設
及
び
改
築
工

事
に
つ
い
て
の
例
外
を
述
べ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。

そ
う
す
る
と
、
道
路
の
幅
員
を
減
少
さ
せ
る
工

事
に
つ
い
て
は
、
土
地
区
画
整
理
法
上
の
手
続
き

と
は
別
に
道
路
法
上
の
手
続
き
を
履
践
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
道
路
法
上
の
手

続
き
は
工
事
着
手
前
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
道
路
法
第
十
八
条

の
所
定
の
手
続
き
を
経
ず
に
行
わ
れ
た
前
記
道
路

幅
員
減
少
工
事
は
違
法
で
あ
る
。

･
原
告
土
地
は
、
水
路
を
は
さ
ん
で
、
約
三
〇
メ
ー

ト
ル
に
わ
た
り
接
着
し
て
お
り
、
そ
の
う
ち
約
二

五
メ
ー
ト
ル
は
、
水
路
上
に
設
置
し
た
コ
ン
ク
リ

ー
ト
蓋
に
よ
っ
て
本
件
道
路
か
ら
直
接
通
行
が
可

能
な
状
況
に
あ
る
。
原
告
に
と
っ
て
、
本
件
道
路

は
、
原
告
建
物
を
貸
し
ビ
ル
と
し
て
そ
の
事
業
に

供
す
る
う
え
で
、
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
存
在
で

あ
る
。

･
本
件
道
路
は
、
A
市
が
道
路
幅
員
減
少
工
事
を
始

め
る
前
は
、
幅
員
が
約
八
メ
ー
ト
ル
あ
っ
た
た
め
、

二
車
線
分
の
道
路
が
確
保
さ
れ
、
原
告
土
地
の
前

で
は
普
通
自
動
車
と
大
型
ト
レ
ー
ラ
ー
や
大
型
ト

ラ
ッ
ク
が
容
易
に
す
れ
違
う
こ
と
が
で
き
た
。
と

こ
ろ
が
、
A
市
の
道
路
幅
員
減
少
工
事
に
よ
り
、

実
質
上
の
幅
員
が
五
･
三
一メ
ー
ト
ル
に
狭
め
ら

れ
た
た
め
、
普
通
自
動
車
同
士
が
す
れ
違
う
こ
と

さ
え
不
可
能
に
な
り
、
道
路
交
通
上
の
安
全
性
の

面
で
危
険
が
増
大
し
、
か
つ
、
自
動
車
に
よ
る
原

告
土
地
及
び
原
告
建
物
の
利
用
が
著
し
く
不
便
に

な
っ
た
。

･
現
代
社
会
に
お
い
て
、
各
種
四
輪
自
動
車
の
使
用

は
必
須
な
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
住
宅
地
区
な

ら
と
も
か
く
、
商
工
業
地
区
に
あ
っ
て
は
、
道
路

の
幅
員
を
二
車
線
分
確
保
す
る
こ
と
は
、
道
路
交

通
法
の
安
全
は
も
と
よ
り
、
経
済
活
動
の
円
滑
化

の
面
か
ら
し
て
も
、
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。
と
こ

ろ
が
、
A
市
に
よ
る
道
路
幅
員
減
少
工
事
後
、
被

告
ら
が
本
件
各
土
地
上
に
工
作
物
等
を
設
置
し
た

こ
と
に
よ
り
、
原
告
は
、
自
動
車
に
よ
る
通
行
が

不
便
に
な
り
、
経
済
活
動
に
お
い
て
も
多
大
な
不

便
を
強
い
ら
れ
て
い
る
。
被
告
ら
の
右
行
為
は
、

通
行
の
自
由
権
を
侵
害
す
る
違
法
な
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
地
方
公
共
団
体
は
、
公
道
の
管
理
者
と

し
て
、
こ
れ
を
一
般
交
通
の
便
宜
に
供
す
る
た
め
、

道
路
本
来
の
機
能
を
発
揮
さ
せ
る
よ
う
積
極
的
に

道
路
と
し
て
の
形
態
を
整
え
、
こ
れ
を
常
に
良
好

な
状
態
に
維
持
管
理
す
る
義
務
を
負
っ
て
い
る
の

で
あ
る
か
ら
、
地
方
公
共
団
体
に
よ
る
通
行
の
妨

害
は
、
私
人
に
よ
る
場
合
に
比
べ
て
格
段
に
そ
の

違
法
性
が
高
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
A
市
が
道
路
の
自
由
な
通
行
を
妨
害
し
て
い

る
本
件
に
お
い
て
は
、
仮
に
そ
の
妨
害
の
態
様
が

軽
微
で
あ
っ
て
も
、
こ
れ
を
放
置
す
る
こ
と
は
許

さ
れ
ず
、
直
ち
に
妨
害
排
除
義
務
が
生
じ
る
と
解

さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

②

被
告
A
市
の
主
張

･
A
市
が
右
土
地
区
画
整
理
事
業
の
一
環
と
し
て
本

件
道
路
の
幅
員
を
減
少
さ
せ
る
工
事
を
し
た
こ
と

は
認
め
る
が
、
そ
の
結
果
、
従
来
は
道
路
と
し
て

通
行
可
能
な
道
路
部
分
の
幅
員
が
約
八
メ
ー
ト
ル

あ
っ
た
も
の
が
、
工
事
後
六
･
二
メ
ー
ト
ル
に
減
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少
し
た
に
過
ぎ
な
い
。

･
本
件
道
路
は
、
区
画
整
理
事
業
の
施
行
地
区
内
の

道
路
で
あ
る
。
土
地
区
画
整
理
法
に
基
づ
く
土
地

区
画
整
理
事
業
に
よ
る
道
路
の
新
設
又
は
改
築
工

事
に
よ
っ
て
道
路
の
区
画
に
変
更
が
生
じ
た
場
合
、

道
路
法
第
十
八
条
所
定
の
手
続
き
は
、
道
路
の
改

築
工
事
等
が
終
了
し
、
道
路
を
道
路
管
理
者
に
引

き
継
ぐ
ま
で
に
行
え
ば
よ
い
と
さ
れ
て
お
り

(昭

和
三
十
七
年
三
月
二
十
六
日
建
部
区
阪
第
七
号
大

阪
市
計
画
局
長
あ
て
建
設
省
都
市
局
区
画
整
理
課

長
回
答
)、
ま
た
、
道
路
を
道
路
管
理
者
に
引
き
継

ぐ
の
は
、
換
地
処
分
の
公
告
後
に
行
え
ば
足
り
る

と
さ
れ
て
い
る
。
本
件
区
画
整
理
事
業
は
、
ま
だ
、

換
地
処
分
の
公
告
段
階
に
は
至
っ
て
い
な
い
か
ら
、

現
時
点
で
道
路
法
第
十
八
条
所
定
の
手
続
き
が
と

ら
れ
て
い
な
く
と
も
、
そ
こ
に
何
ら
の
違
法
は
な

い
。

･
原
告
は
、
本
件
道
路
付
近
は
交
通
量
が
多
く
、
羨

滞
が
頻
発
す
る
と
主
張
し
て
い
る
が
、
当
市
は
、

当
然
に
現
代
の
モ
ー
タ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
状
況
に

対
応
す
る
た
め
の
都
市
計
画
道
路
網
を
整
備
し
、

通
過
交
通
の
誘
導
を
図
っ
て
い
る
。
そ
の
中
で
、

本
件
道
路
は
、
生
活
道
路
と
し
て
の
機
能
に
重
点

を
置
い
た
交
通
体
系
を
形
成
し
て
い
る
。
こ
の
こ

と
は
、
本
件
道
路
の
交
通
量
を
減
少
さ
せ
、
地
域

の
交
通
安
全
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。

③

裁
判
所
の
判
断

原
告
が
主
張
す
る
事
実
上
の
主
張

(本
件
道
路
の

幅
員
の
減
少
と
そ
の
違
法
性
)
が
真
実
に
合
致
し
、

か
つ
、
法
律
上
の
主
張
が
そ
の
と
お
り
解
す
べ
き
も

の
で
あ
る
と
仮
定
し
て
も
、
な
お
、
原
告
の
本
件
請

求
は
理
由
が
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
理
由

は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

･
原
告
の
本
件
請
求
は
、
通
行
の
自
由
権
に
基
づ
く

も
の
で
あ
る
。
こ
の
通
行
の
自
由
権
は
、
公
法
関

係
か
ら
由
来
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
元
来
は
公
法

上
の
規
制
に
基
づ
く
反
射
的
利
益
に
す
ぎ
な
い
。

し
か
し
、
あ
る
道
路
を
通
行
す
る
こ
と
が
日
常
生

活
に
と
っ
て
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る

場
合
に
は
、
そ
の
通
行
に
対
す
る
妨
害
か
ら
私
法

上
も
保
護
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
妨
害

の
排
除
の
根
拠
と
し
て
私
法
上
認
め
ら
れ
る
も
の

が
、
通
行
の
自
由
権
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

通
行
の
自
由
権
の
性
質
か
ら
す
る
と
、
こ
の
自
由

権
に
基
づ
く
妨
害
排
除
請
求
権
が
認
め
ら
れ
る
た

め
に
は
、
単
に
道
路
の
通
行
に
つ
い
て
公
法
上
の

規
制
に
反
し
た
違
法
な
妨
害
が
生
じ
て
い
る
と
い

う
だ
け
で
は
足
り
ず
、
そ
の
妨
害
に
よ
っ
て
請
求

者
の
日
常
生
活
が
著
し
く
困
難
に
な
る
ほ
ど
に
重

大
な
通
行
上
の
障
害
が
生
じ
て
い
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
と
解
さ
れ
る

(も
っ
と
も
、
現
在
の
一
般

的
な
生
活
状
況
に
照
ら
す
と
、
こ
こ
に
い
う
日
常

生
活
は
、
自
動
車
の
利
用
を
前
提
と
し
た
も
の
と

解
す
べ
き
で
あ
る
。)

･
そ
こ
で
、
以
下
、
原
告
の
主
張
す
る
と
お
り
本
件

道
路
の
幅
員
が
違
法
に
約
八
メ
ー
ト
ル
か
ら
約
五
･

一
二
メ
ー
ト
ル
に
狭
め
ら
れ
た
と
仮
定
し
た
う
え

で
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
原
告
に
妨
害
排
除
請
求
権

が
肯
定
さ
れ
る
ほ
ど
に
重
大
な
通
行
上
の
障
害
が

生
じ
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
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原
告
の
主
張
に
基
づ
く
本
件
道
路
の
現
在
の

幅
員

(約
五
･
一
二
メ
ー
ト
ル
)
は
、
建
築
基

準
法
第
四
十
二
条
第
一
項
で
定
め
る
道
路
の
最

低
の
幅
員
で
あ
る
四
メ
ー
ト
ル
を
超
え
て
い
る
。

同
条
の
規
定
は
、
道
路
に
接
す
る
敷
地
の
利
用

に
支
障
が
な
い
よ
う
に
と
の
観
点
か
ら
規
定
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
同
条
第
一
項
の
要
件

を
満
た
す
道
路
に
つ
い
て
は
、
特
に
防
火
上
、

避
難
上
及
び
交
通
上
に
お
い
て
隣
接
す
る
敷
地

の
利
用
に
支
障
が
な
い

(通
行
が
可
能
で
あ
り
、

災
害
時
の
避
難
や
消
防
活
動
に
差
し
障
り
が
な

い
)
構
造
を
備
え
て
い
る
と
推
認
す
る
こ
と
が

許
さ
れ
る
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
幅
員
が

四
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
本
件
道
路
に
つ
い
て
も
、

こ
れ
に

(水
路
を
は
さ
ん
で
)
接
す
る
原
告
土

地
の
利
用
に
重
大
な
支
障
は
生
じ
な
い
も
の
と

推
認
で
き
る
o



原
告
の
主
張
す
る
約
一
･
七
メ
ー
ト
ル
の
車

以
上
の
よ
う
な
事
情
を
考
慮
す
る
と
、
本
件
に
お

第
七
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
道
路
の
原
状
回
復
の

幅

韮
日通
自
動
車
の
車
幅
)
を
前
提
に
し
て
も
、

約
五
･
一
二
メ
ー
ト
ル
と
い
う
道
路
の
幅
員
は
、

速
度
を
落
と
し
さ
え
す
れ
ば
、
普
通
自
動
車
が

十
分
に
離
合
し
、
対
面
交
通
で
き
る
幅
員
で
あ

る
と
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
事
実
は
、
計
算
上
も

(道
路
の
幅
員
五
･
三
一メ
ー
ト
ル
と
自
動
車

二
台
分
の
車
幅
合
計
三
･
五
メ
ー
ト
ル
と
の
差

は
、

一
･
六
二
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。
二
台
の
自

動
車
が
離
合
す
る
際
の
自
動
車
同
士
の
間
隔
と

二
台
の
自
動
車
の
外
側
に
必
要
と
な
る
空
間
の

幅
と
を
考
慮
す
る
と
、
こ
の
数
値
は
、
決
し
て

余
裕
を
も
っ
て
離
合
で
き
る
と
い
え
る
数
値
で

は
な
い
が
、
二
台
と
も
が
速
度
を
落
と
し
、
慎

重
な
運
転
を
し
さ
え
す
れ
ば
十
分
に
離
合
が
可

能
な
数
値
で
あ
る
と
い
え
る
。)、
ま
た
、
検
証

の
結
果
に
基
づ
い
て
も
、
そ
の
よ
う
に
認
め
る

こ
と
が
で
き
る
o

原
告
は
、
本
件
道
路
の
幅
員
が
狭
く
な
っ
た

こ
と
に
よ
っ
て
不
便
を
被
っ
て
い
る
と
主
張
す

る
が
、
そ
の
不
便
は
も
っ
ぱ
ら
大
型
ト
ラ
ッ
ク

な
ど
が
通
行
す
る
際
に
生
じ
る
も
の
と
認
め
ら

れ
る
。
そ
し
て
、
証
拠
に
よ
れ
ば
、
本
件
道
路

を
大
型
の
ト
ラ
ッ
ク
な
ど
が
通
行
す
る
事
態
は
、

必
ず
し
も
頻
繁
に
生
じ
て
い
る
も
の
で
は
な
い

と
認
め
ら
れ
る
。

い
て
は
、
原
告
に
妨
害
排
除
請
求
権
が
肯
定
さ
れ
る

ほ
ど
に
重
大
な
通
行
上
の
障
害
が
生
じ
て
い
る
と
認

め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

な
お
、
原
告
は
、
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
被
告
A

市
が
道
路
の
通
行
を
妨
害
す
る
と
き
は
、
た
と
え
妨

害
の
態
様
や
程
度
が
軽
微
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
違
法

性
が
高
い
の
で
、
妨
害
排
除
請
求
権
が
認
め
ら
れ
る

べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
。

し
か
し
、
通
行
の
自
由
権
の
性
質
が
前
記
で
述
べ

た
よ
う
な
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
右
自
由

権
に
基
づ
く
妨
害
排
除
請
求
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に

は
、
本
件
道
路
の
幅
員
が
減
少
し
た
こ
と
に
よ
っ
て

原
告
に
ど
の
よ
う
な
障
害
が
生
じ
て
い
る
か
と
い
う

点
こ
そ
が
重
要
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
前
記
の

と
お
り
認
め
ら
れ
る
以
上
、
本
件
道
路
の
道
路
管
理

者
が
被
告
A
市
の
市
長
で
あ
る
と
い
う
点
を
考
慮
し

て
も
、
原
告
に
妨
害
排
除
請
求
権
を
肯
定
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
。

の

道
路
法
第
七
十
五
条
に
基
づ
く
監
督
処
分
の

是
非

当
該
事
件
に
並
行
し
て
原
告

(×
)
は
、
裁
判
外

で
、
知
事
に
対
し
て
、
道
路
法
第
七
十
五
条
の
規
定

に
基
づ
く
監
督
権
の
発
動
を
要
望
し
た
。

要
望
内
容
は
、
｢知
事
は
A
市
に
対
し
て
、
道
路
法

措
置
を
執
る
よ
う
命
ぜ
よ
。｣
と
い
う
も
の
で
あ
っ

た
。道

路
法
第
七
十
五
条
第
一
項
で
は
、
都
道
府
県
知

事
の
監
督
権
限
と
し
て
、
市
町
村
道

(指
定
市
道
以

外
)
に
関
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
道
路
管
理
者
に
対
し
て
、

そ
の
処
分
の
取
消
、
変
更
そ
の
他
必
要
な
処
分
を
命

じ
、
又
は
そ
の
工
事
の
中
止
、
変
更
、
施
行
若
し
く

は
道
路
の
維
持
の
た
め
必
要
な
措
置
を
す
る
こ
と
を

命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
と
な

っ
て
い
る
。

ま
た
、
監
督
権
発
動
の
要
件
と
し
て
は
、
法
令
等

に
対
す
る
違
法
又
は
事
務
の
慨
怠
が
あ
る
場
合
、
道

路
の
構
造
を
保
全
し
、
又
は
交
通
の
危
険
を
防
止
す

る
た
め
に
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
と

規
定
さ
れ
て
い
る
。

要
望
に
対
応
す
べ
く
事
実
関
係
の
調
査
を
行
っ
た

結
果
、
A
市
が
主
張
し
て
い
る
と
お
り
の
事
実
関
係

で
あ
っ
た
。

県
と
し
て
は
、
道
路
使
用
の
自
由
権
の
侵
害
に
な

っ
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
裁
判
が
継
続
し

て
い
る
状
況
の
中
で
判
断
す
る
立
場
に
な
い
と
し
て
、

道
路
法
に
規
定
す
る
手
続
き
の
盤
怠
に
つ
い
て
検
討

を
行
っ
た
が
、
土
地
区
画
整
理
法
と
道
路
法
の
実
務

に
お
い
て
関
係
官
庁
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
の
解
釈
に

相
違
が
あ
り
、
監
督
権
の
発
動
に
つ
い
て
は
、
消
極

的
に
解
す
べ
き
で
あ
る
と
の
判
断
に
至
っ
た
。
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し
か
し
、
法
解
釈
上
の
相
違
が
あ
る
以
上
、
今
後

も
実
務
担
当
課
と
し
て
問
題
点
が
残
る
こ
と
と
な
っ

た
。問

題
点
は
、
土
地
区
画
整
理
法
が
道
路
法
の
特
別

法
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

土
地
区
画
整
理
事
業
担
当
課
は
、｢土
地
区
画
整
理

法
に
よ
る
土
地
区
画
整
理
事
業
に
お
い
て
、
道
路
を

改
廃
す
る
場
合
に
も
土
地
区
画
整
理
法
の
規
定
に
従

っ
て
行
わ
れ
る
限
り
、
道
路
法
の
規
定
の
適
用
は
排

除
さ
れ
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
道
路

法
第
二
十
四
条

(承
認
工
事
)
に
よ
る
道
路
管
理
者

の
承
諾
又
は
同
法
第
十
条
第
三
項

(路
線
の
廃
止
)

の
手
続
き
を
と
ら
な
け
れ
ば
そ
の
工
事
を
行
う
こ
と

が
で
き
な
い
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。｣
(昭
和
三
十

七
年
九
月
五
日
付
け
建
都
区
静
第
十
七
号
建
設
省
都

市
局
区
画
整
理
課
長
か
ら
沼
津
市
長
あ
て
の
回
答
)

に
よ
り
取
り
扱
う
べ
き
も
の
で
あ
る
と
の
解
釈
を
と

っ
て
い
る
。
一
方
、
道
路
法
担
当
課
と
し
て
は
、
｢土

地
区
画
整
理
法
第
三
条
若
し
く
は
第
三
条
の
二
の
規

定
に
基
づ
く
土
地
区
画
整
理
事
業
と
し
て
道
路
に
関

す
る
工
事
を
行
う
場
合
に
は
、
そ
の
権
限
に
関
す
る

明
文
を
欠
く
の
で
、
本
条

(道
路
法
第
二
十
四
条
)

の
適
用
を
受
け
る
も
の
と
解
さ
ざ
る
を
得
な
い
。｣
(道

路
法
令
研
究
会
･
編
著

｢道
路
法
解
説
｣
三
一五
ペ

ー
ジ
、
大
成
出
版
社
発
行
)
と
同
様
な
解
釈
を
と
っ

て
い
る
た
め
、
行
政
内
部
に
お
い
て
、
解
釈
及
び
取

扱
い
の
不
統
一
が
生
じ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。

関
係
当
局
に
お
か
れ
て
は
、
早
急
な
解
釈
の
統
一

や
必
要
に
応
じ
て
法
整
備
を
図
ら
れ
る
よ
う
お
願
い

す
る
も
の
で
あ
る
。

四

お
わ
り
に

本
年
五
月
-
六
月
に
か
け
て

｢男
子
世
界
ハ
ン
ド

ボ
ー
ル
選
手
権
大
会
｣
が
、
世
界
二
四
ヵ
国
か
ら
の

参
加
を
得
て
、
熊
本
市
の
パ
ー
ク
ド
ー
ム
を
中
心
に

県
内
四
ヵ
所
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
選
手
の
超
人
的

な
プ
レ
ー
と
ハ
ン
ド
ボ
ー
ル
の
素
晴
ら
し
さ
を
二
〇

万
人
の
方
々
に
観
戦
い
た
だ
き
ま
し
た
。
二
年
後
の

平
成
=
年
に
は
、
｢く
ま
も
と
未
来
国
体
｣
が
開
催

さ
れ
ま
す
。
現
在
、
競
技
会
場
の
整
備
や
ア
ク
セ
ス

道
路
の
整
備
に
鋭
意
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

ぜ
ひ
こ
の
機
会
に
全
国
の
方
々
に
熊
本
を
訪
れ
て

い
た
だ
け
れ
ば
と
願
っ
て
お
り
ま
す
。
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溺
月
･
日

世

界

の

動

き

○
米
国
･デ
ン
バ
ー
で
の
第
二
三
回
主
要
首
脳
会
議

(サ
ミ
ッ
ト
)

が
、
共
同
宣
言
を
発
表
し
て
開
幕
。
会
議
に
は
ロ
シ
ア
が
初
め
て

参
加
、
共
同
宣
言
は
経
済
問
題
の
ほ
か
、
テ
ロ
対
策
、
核
処
理
な

ど
広
範
囲
に
及
ん
だ
。

0
香
港
が
英
国
か
ら
中
国
に
返
還
さ
れ
た
。
ア
ヘ
ン
戦
争
の
代
償

と
し
て
奪
わ
れ
て
か
ら
一
五
五
年
ぶ
り
で
、
中
国
は
香
港
に
つ
い

て
、
今
後
五
〇
年
の
資
本
主
義
体
制
を
保
障
す
る
｢
一
国
二
制
度
｣

政
策
を
取
る
。

○
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
首
都
プ
ノ
ン
ペ
ン
で
、
フ
ン
･
セ
ン
第
二
首
相

派
と
ラ
ナ
リ
ッ
ト
第
一
首
相
派
と
の
戦
闘
が
始
ま
り
、
そ
の
後
、

フ
ン
･
セ
ン
派
が
ラ
ナ
リ
ッ
ト
派
を
力
で
排
除
、
実
権
を
掌
握
し

た
。
こ
の
戦
闘
で
日
本
人
の
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
一
人
が
、
巻

き
添
え
と
な
っ
て
死
亡
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
東

南
ア
ジ
ア
諸
国
連
合

(A
S
E
A
N
)
加
盟
は
延
期
さ
れ
た
。

○
米
国
務
省
の
バ
ー
ン
ズ
報
道
官
が
世
界
食
糧
計
画

(W
F
P
)

の
要
請
に
こ
た
え
、
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国

(北
朝
鮮
)
に

対
し
、
一
〇
万
ト
ン
、
約
二
、
七
〇
〇
万
ド
ル
相
当
の
食
糧
援
助

を
実
施
す
る
と
発
表
。

事

項

川12

月
･
日

国
内
の
動

き

○
神
戸
市
須
磨
区
の
小
学
生
殺
害
事
件
で
、
兵
庫
県
警
須
磨
署
捜

査
本
部
は
、被
害
者
宅
の
近
く
に
住
む
中
学
三
年
の
男
子
生
徒
(
一

四
)
を
殺
人
･
死
体
遺
棄
の
疑
い
で
逮
捕
し
た
。

○
東
京
湾
の
横
浜
･
本
牧
沖
で
、
パ
ナ
マ
船
籍
の
タ
ン
カ
ー
、
ダ

イ
ヤ
モ
ン
ド
･
グ
レ
イ
ス

(
一
四
七
、
0
0
0
ト
ン
)
が
座
礁
、

原
油
が
流
出
し
た
。
流
出
量
が
当
初
予
想
し
た
量
の
約
十
分
の
一

の
一
、
五
五
〇
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
に
と
ど
ま
っ
た
た
め
、
大
き
な
被

害
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。

○
東
京
都
議
会
議
員
の
選
挙
は
即
日
開
票
の
結
果
、
自
民
党
が
五

四
議
席
を
獲
得
し
、
次
い
で
共
産
党
が
倍
増
の
二
六
議
席
で
都
議

会
第
二
党
に
躍
進
し
た
。

○
橋
本
龍
太
郎
首
相
が
閣
議
で
来
年
度
予
算
の
概
算
要
求
の
基
本

方
針
を
示
し
た
。
公
共
投
資
を
今
年
度
当
初
予
算
に
比
べ
て
七
%

削
減
す
る
な
ど
、
主
要
歳
出
項
目
制
に
上
限
を
設
け
る
こ
と
に
し
‐

こ
れ
ま
で
の
概
算
要
求
基
準

(シ
ー
リ
ン
グ
)
は
廃
止
す
る
。

○
政
府
の
地
方
分
権
推
進
委
員
会

(諸
井
虔
委
員
長
)
が
行
財
政

の
あ
り
方
に
つ
い
て
第
二
次
勧
告
を
橋
本
龍
太
郎
首
相
に
提
出
。

中
央
集
権
型
か
ら
地
方
分
権
型
に
変
え
る
狙
い
で
、
補
助
金
の
整

理
合
理
化
な
ど
を
盛
り
込
ん
だ
。

○
青
森
県
･
八
甲
田
の
田
代
平
高
原
で
、
レ
ン
ジ
ャ
ー
訓
練
中
の

陸
上
自
衛
隊
員
が
倒
れ
、
う
ち
二
人
が
死
亡
し
た
。
現
場
は
深
い

穴
で
、
濃
度
の
高
い
炭
酸
ガ
ス
に
よ
る
と
み
ら
れ
て
い
る
。

事

項

川赫
月
･
日

道

路

行

政

の
動

き

○
湯
沢
横
手
道
路

湯
沢
I
C
-
十
文
字
I
C

(七
･
七
虹
)
が

開
通
。

○
道
路
審
議
会
建
議

｢道
路
政
策
変
革
へ
の
提
言
ー
よ
り
高
い
社

会
的
価
値
を
め
ざ
し
て
-
｣
が
建
設
大
臣
に
提
言
さ
れ
る
。

○
平
成
九
年

｢国
土
建
設
の
現
況
｣
(建
設
白
書
)
が
発
表
さ
れ

る
“。

事

項
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今
年
七
月
四
日
、
N
A
S
A
の
探
査
機
マ
ー
ズ

･

パ
ス
フ
ァ
イ
ン
ダ
ー
が
火
星
面
に
着
陸
し
た
。
着
陸

地
点
は
大
洪
水
の
痕
跡
が
あ
る
と
言
わ
れ
る
谷
地
の

真
中
だ
っ
た
。
計
算
ど
お
り
の
地
点
に
着
陸
さ
せ
た

ロ
ケ
ッ
ト
技
術
は
、
世
界
の
国
々
に
ア
メ
リ
カ
の
科

学
力
を
ま
ざ
/
＼
と
見
せ
つ
け
た
。
早
速
、
送
ら
れ

て
来
た
火
星
の
映
像
は
岩
石
ゴ
ロ
ハ
＼
の
砂
漠
風
景

だ
っ
た
。
専
門
家
に
言
わ
せ
る
と
、
岩
石
の
角
が
と

れ
て
い
る
こ
と
、
岩
の
傾
き
具
合
が
揃

っ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
か
つ
て
こ
の
星
に
大
洪
水
が
あ

っ
た
証
明

に
な
る
と
い
う
。

学
説
に
よ
れ
ば
四
六
億
年
前
、
火
星
は
地
球
と
同

じ
太
陽
系
の
惑
星
と
し
て
誕
生
し
た
。
た
ゞ
火
星
が

地
球
の
外
側
の
軌
道
に
乗
っ
た
こ
と
と
、
地
球
の
半

分
の
重
さ
し
か
な
い
こ
と
が
、
兄
弟
星
の
そ
の
後
に

大
き
な
影
響
を
与
え
た
よ
う
で
あ
る
。
古
い
時
代
。

人
々
は
地
球
に
一
番
近
い
こ
の
星
が
、
他
の
星
々
に

見
ら
れ
な
い
軌
道
連
行
を
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
赤

よう
せ
い

く
輝
く
不
気
味
さ
を
持
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
妖
星
と

し
て
恐
れ
た
。
帝
王
や
戦
場
に
あ
る
司
令
官
は
、
こ

の
星
が
自
分
達
に
悪
さ
を
し
な
い
よ
う
祈
り
と
祭
り

を
絶
や
さ
な
か
っ
た
。
こ
の
妖
星
へ
の
恐
怖
心
は
、

や
が
て
火
星
の
表
面
に
見
え
る
数
条
の
溝
を
火
星
人

が
掘
っ
た
大
運
河
と
見
立
て
、
こ
れ
だ
け
の
大
土
木

工
事
を
行
う
か
ら
に
は
相
当
の
智
力
を
持
つ
生
物
が

い
る
に
違
い
な
い
、
と
火
星
人
の
存
在
を
意
識
し
は

じ
め
る
こ
と
に
な
る
。
中
世
の
望
遠
鏡
の
発
明
は
、

そ
う
と
信
じ
る
人
々
に
更
に
詳
細
な
想
念
を
か
き
立

た
せ
る
結
果
と
な
っ
た
。
こ
れ
が
近
世
に
受
け
継
が

れ
て
、
火
星
人
の
地
球
攻
撃
の
可
能
性
を
絵
空
事
で

な
く
考
え
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
今
も
な
お
不
可

解
な
事
象
や
突
発
の
大
事
故
は
、
｢未
知
と
の
遭
遇
｣

と
し
て
こ
の
星
に
対
す
る
昔
変
わ
ら
ぬ
恐
れ
と
お
の

の
き
を
、
人
々
に
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
宇
宙
飛
行
士
が
見
た
地
球
は
青
い
水
玉
の

星
だ
っ
た
。
そ
の
水
玉
の
底
か
ら
生
命
体
が
生
ま
れ

た
。
原
始
生
命
体
は
長
い
歳
月
を
か
け
て
進
化
し
、

水
中
を
自
由
に
泳
ぐ
よ
う
に
な
っ
た
。
生
物
の
誕
生

で
あ
る
。
生
物
は
や
が
て
幾
通
り
に
も
分
科
し
、
お

たが

か

互
い
が
生
存
を
賭
け
て
競
う
よ
う
に
な
る
。
水
中
の

勝
者
は
魚
介
類
に
な
り
、
以
後
水
中
に
留
ま
る
。
水

中
を
追
い
出
さ
れ
た
生
物
は
陸
に
上
っ
て
生
存
を
確

保
す
る
。
先
に
水
か
ら
陸
へ
と
上
っ
た
植
物
類
は
恵

ま
れ
た
地
上
の
環
境
で
繁
茂
し
、
水
中
の
敗
者
を
受

け
入
れ
る
環
境
を
整
え
る
。
陸
に
上
っ
た
生
物
は
陸

棲
動
物
と
し
て
数
多
く
の
種
に
分
か
れ
、
水
中
と
同

じ
よ
う
な
進
化
の
競
争
を
展
開
す
る
こ
と
に
な
る
。

け

す
いら
いちゆん

け

易
六
四
卦
の
一
つ
に
水
雷
屯
と
い
う
卦
が
あ
る
。

ひそ

こ
の
卦
は
水
の
底
に
潜
む
人
類
の
先
祖
を
暗
示
し
た

は
つ
け

卦
と
言
わ
れ
て
い
る
。
易
は
八
卦
と
言
わ
れ
る
よ
う

天
地
水
火
凰
雷
山
澤

に
、
地
球
現
象
の
う
ち
≦
田
薹
霊
豊
田
酷
蓋
の
八
つ

を
自
乗

(8
×
8
)
し
た
六
四
卦
で
構
成
さ
れ
て
い

る
。
こ
れ
で
人
事
百
般
を
占
う
訳
で
あ
る
。
こ
の
六

四
卦
は
配
列
が
決
ま
っ
て
い
て
、

一
つ
の
叙
事
詩
の

け

水
嵩

よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
始
ま
り
の
卦
が
藁
霊
屯

火
水
び
せ
い

で
、
六
四
番
目
が
聖
霊
未
済
の
卦
と
な
っ
て
い
る

(蹄
複
参
照
)。
も
っ
と
も
水
雷
屯
の
卦
の
前
に
豊
三
豊

け
ん
い
て
ん

こ
ん
い
ぢ

乾
為
天
、
薹
…帯
坤
為
地
の
二
卦
が
あ
る
。
純
陽
純
陰

い
ん

まじ

の
卦
と
言
っ
て
陰
と
陽
が
ま
だ
交
り
合
っ
て
い
な
い

純
粋
な
神
の
世
界
に
属
す
る
卦
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ

の
卦
に
龍
が
登
場
す
る
。
そ
れ
は
さ
て
お
き
、
陰

…

水
雷
･

と
陽
-
が
組
み
合
わ
さ
れ
た
こ
の
荒
田
呵屯
の
卦
を
見

て
い
る
と
、
水
の
下
に
う
ご
め
く
も
の

(
…
)
が
見

え
て
く
る
。
や
が
て
そ
の
動
く
も
の
が
活
動
し
始
め

水

じ
ゃ
ま

る
と
、
上
に
あ
る
粥
が
邪
魔
に
な
っ
て
来
る
。
今
迄

保
護
者
で
あ
っ
た
者
が
、
邪
魔
な
わ
ず
ら
わ
し
い
存

在
に
な
っ
て
来
る
の
で
あ
る
。
子
は
親
を
土
台
に
し

て
生
長
し
て
行
く
生
物
の
本
態
の
姿
で
あ
る
。
こ
の

卦
は
ま
だ
/
＼
水
と
い
う
親
の
庇
護
を
受
け
て
い
る

胎
児
を
示
し
て
い
る
卦
と
も
言
え
よ
う
。

ー
素
履
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